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はじめに

「父親関与（father involvement）」という概念は、

まだ定義にコンセンサスは得られていない。古くは、

Lamb，Pleck，and Levine（１９８５）が、父親関与を直

接的対応、接近可能性、責任の３つの次元で概念化し

たが、彼らは主に父親が子どもの生活に関与する時間

量の測定に焦点を合わせ、関与自体の性質や内容を考

慮していなかった。Hawkins and Palkovitz（１９９０）お

よび Hawkins et al．（２００２）は、父親関与を、父親と

子どもの相互関係内容に焦点を置き、複数の次元で捉

え、父親関与がしつけ、保護、責任、活動の共有を含

めた領域で測定されるようになった。Cabrera et al．

（１９９９）は、�従事度（engagement）：父親が教育・

保育、遊びにおいて子どもと直接的に接触したり相互

やりとりを経験したりする度合い、�接近可能性（avail-

ability）：父親の実存や子どもへの接近度合い、�しつ

けに伴う責任（responsibility）：父親が子どもの生活の

規律づけや計画を含めて、子どもに利用可能な資源を

準備する度合い、の３つを父親関与の次元としている。

さらに、父親関与の研究において、FinelyandSchwartz

（２００２）は、父親関与で最も重要なのは、父親が子ど

もとともに費やす時間量ではなく、子ども自身による

父親関与水準についての認知度であり、父親が子ども

に与える長期的影響が子どもの認知度の関数となるこ

とを示した。こうして、父親関与の概念は、米国では、

時間量から父親と子どもの相互関係内容など質的局面

にも焦点を合わせて検討され、父親関与を認知する対

象まで問題にされるようになってきている。

かつて、米国では、父親は、１９５０年代には資金提供

者や保護者としての役割を担っていたが、しだいに、

１９７０年代半ばには、養育やしつけの面で子どもに関与

することが期待されるようになった。一方、わが国で

は、依然として前者の役割に焦点が置かれているのが

現状である。すなわち、わが国では父親関与の時間量

が少ないためか、「父親関与」という概念検討自体も浸

透していない段階にある。そこで、本稿では、父親関

与を時間量と質的従事度に焦点を合わせて検証する。

本稿の目的は、父親関与が母親の心理状況や子ども

の学業にたいするモチベーションなどの姿勢に与える

影響について日本と米国における２つの調査結果に依

拠して明らかにすることである。本稿では、まず第１

に、日米における育児事情を概観し、父親関与が家族
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図１ 米国における女性の就労形態

図２ 日本における女性の就労形態

図３ 子供と過ごす時間の日米比較

の心理状態や姿勢に与える影響について仮説を展開す

る。第２に、仮説を検証するために、調査を実施する。

第３に、その調査結果に基づいてインプリケーション

を示す。最後に、結論を述べる。

１．仮説展開

「男女共同参画社会に関する世論調査」（内閣府、

２００４，２００７，２００９）１によると、伝統的な家庭責任観「女性

は家庭」と答えた人は、５２．４％（２００４）、４４．８％（２００７）、

４１．３％（２００９）と減少し、家庭に対する意識については

伝統的な男女の役割観は若干変化しつつある。しかし

ながら、結婚しても子どもを持つ必要ないと回答した

人は、４１．４％（２００４）、３６．８％（２００７）、４２．８％（２００９）

とやや高まっている。この伝統的な性別役割観は変化

しつつあるものの、現状の就労状況や社会不安などさ

まざまな要因が相まってか子どもを持ちたいという希

望に結びついていない状況といえる２。

表１は、日米における２００２年から２００８年までのフルタ

イム、パートタイムの職にある女性の数の時系列デー

タである。この表１から、日本は、フルタイムが減少

し、パートタイムが増加していることが分かる。

日本の伝統的な就労形態、すなわち、日本型経営の

三種の神器の１つに終身雇用がある。経済不況のため

崩壊しつつあるといわれているが、やはり、終身雇用

システムは依然として維持されている。この伝統的な

日本的経営を支えるわが国企業の人事システムは、日

本の家族形態とうまく相互連携しあって日本社会を構

築してきた。男女雇用機会均等法（均等法）が施行さ

れた１９８６年以前は特に、女性は、企業内でも家庭にお

いても内助の功的役割を期待されていた。均等法施行

以降は、総合職として入社した女性は妊娠出産後も就

業しつづけても、家庭責任が業務に加えてのしかかっ

ているのが現状である。女性の就業は少しずつである

が政策支援のもと進展しているものの、家庭責任は依

然として女性にのしかかり、また、子どもの教育責任

もあり、総合職女性の負担は大きい。

出典：U.S. Bureau of Labor Statistics，Bulletin ２２１７；and Ba-
sic Tabulations，Table １２．

出典：統計局ホームページ労働力調査（２００８）

図１と図２は、それぞれが米国、日本における就業

構造の時系列推移である。米国は台形がたになってい

るが、２００８年においても日本は、均等法以降 M字型と

なっている。日本は、均等法以降、総合職、一般職の

コース分け人事や育児休業法などが整備され、女性が

妊娠出産後も就業しやすくなったが、家庭負担と伝統

的な男女役割分担の意識が依然として強く、総合職女

性でも退職する人がいると推定できる。

出典：酒井（２００７）のデータをもとにグラフ化したものである。

表１ 日米における女性の就労形態（２００２－２００８年）

２００２ ２００３ ２００４ ２００５ ２００６ ２００７ ２００８

日本
フルタイム １７４９０ １７４００ １７５４０ １７５１０ １７７４０ １７４７０ １７３１０

パートタイム ７８２０ ７９７０ ８０００ ８１４０ ８１００ ８４４０ ８５９０

米国
フルタイム ４７６６１ ４７９４４ ４８２０６ ４９３３５ ５０４６３ ５１１２６ ５１３５９

パートタイム １０８４４ １１１３２ １１１７０ １１０３５ １０９１８ １１１３８ １１１４０

出典：OECD. http：／／stats. oecd. org／index. aspx
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女性が就業継続できるような社会支援は整備されつ

つあるが、日本では、就業と家庭責任の両立がなぜ困

難であるのだろうか。両親の子育て環境や意識の国際

比較研究として、牧野他（２０１０）がある。牧野他

（２０１０）は、国立女性教育会館が行った日本、韓国、

タイ、アメリカ、フランス、スウェーデンの６ヵ国の

親を対象に実施した「家庭教育に関する国際比較調査」

の１９９４年調査結果と２００５年調査結果を分析し、日本およ

び諸外国の家庭・家族の変化、家庭教育の実態、親の

意識等を検討している。その結果、日本では、子育て

は主に母親が引き受けており、父親が子どもと接する

時間は短く、父親の労働時間と通勤時間は６ヵ国の中

で最も長いことが分かった。子育てが楽しい、子ども

の成長に満足しているという回答は、日本が６ヵ国中

最も低かった。

また、両親の子どもとの接触時間については、酒井

（２００７）の調査から得ている。図３は、両親の子ども

との接触時間の日米比較である。この図３から家庭に

おいて父親関与の量が少ない状況がよみとれる。父親

の帰宅が遅く、父親の育児参加が難しい現状があり、

実際の育児の責任は母親にのしかかっていることが分

かる。

酒井（２００７）は、「平成１６年度・１７年度家庭教育に関

する国際比較調査」の男性個票データを用いて父親の

子どもとの接触時間、父親の育児参加について日本と

韓国の結果を比較している。その結果、日本、韓国の

父親・母親の平日接触時間が、３．３２（１９９４）、３．０８

（２００５），７．４４（１９９４）、７．５７（２００５）、３．６２（１９９４）、

２．７８（２００５）、８．４０（１９９４）、７．１３（２００５）であり、日本

は父親の接触時間が減少し、母親の接触時間が増加し

ていること、韓国は両者とも減少していることがわか

る。また、平日の接触時間が２時間以内の父親の家庭

の場合、しつけは主に母親が担当して（５５．５）おり、

韓国の３３．９よりも多くなっている。すなわち、しつけ

への参加については、平日の接触時間が少ない父親の

場合、しつけは母親任せになっていることが分かった。

救いとしては、父親の接触時間が短いことを悩みとし

て挙げている点から時間が与えらればしつけなどの関

与自体が増すことが日本では期待できそうである。さ

らに、酒井（２００７）は、ニーズ仮説、相対的資源仮説、

代替資源仮説、時間的余裕仮説、イデオロギー仮説を

検定するために、父親の平日接触時間を従属変数とし

た回帰分析を行った。その結果、父親の週労働時間が

４９時間から６０時間、６０時間以上がマイナスで有意であ

り、時間的余裕仮説が支持された。したがって、日本

については父親の労働時間の削減が有効と結論づけて

いる。

そこでわれわれは、父親関与が母親の心理状況に影

響を与えていて、少子化になんらかの関連性があるの

ではないかと予想する。そこで、以下の仮説を設定す

る。

仮説１：父親関与は、母親の心理状況に影響を与える。

父親関与に関する研究は、わが国では、小倉他（２００６）

研究がある。小倉他（２００６）は、Fineley and Schrwartz

（２００４）で用いられた変数を用いて調査を実施ている。

調査結果は、父親自身が子どもへの関与をどうとらえ

ているかよりも、子ども自身の父親が自分にたいする

関与をどうとらえているかについてのほうが、学習面、

社会面での学校適応と相関が強いことを示している。

父親関与が子どもの成長に影響を及ぼすという研究が

米国で蓄積されている。Dye（２００６）は、Survey of

Income and Program Participation（SIPP）のデータ

を用いて父親の関与と子ども（６歳から１７歳を対象と

する）の良好な発達との関連性について２００３年度調査

と２００６年調査を比較検証している３。ここで、Dye

（２００６）のサーベイ調査とアーカバイル研究を統合さ

せた研究をみてみよう。父親関与変数として�子ども

をほめる、�子どもと話したり遊んだりする、�子ど

もと夕食をともにするである。そしてそれを学校への

愛着度、学業へのモチベーションとの関連性を分析す

る。�ほめることは、７６％（２００３年）から７４％（２００６

年）に減少したものの、�コミュニケーションは、４％

上昇、�夕食は６％とそれぞれ上昇した。子どもの年

齢別、性別では、６－１１歳の子どもの父親が、７％、

８％、１５％と１２－１７歳の子どもの父親よりも多かった。

性別に関しては関与に変化は観察されなかった。次に、

Dye（２００６）は、このデータと子どもの学校への愛着度と

学業を従属変数として、両親の数、父親との関係（実

父、養父が義父かどうか）、年齢、性、人種、父親の学

校への愛着度、所得、地域をコントロールして分析を

行った。学校への愛着度は、「学校が好きである」、「学

校で懸命に勉強している」、「学業に関心がある」で測

定し、学業は、「特等生クラスに入っているか」、「留年

していない」、「停学や退学になっていない」で測定す

る。その結果、５回以上夕食を食べる父親は停学や留

年になっていない、１日１回以上対話遊びをする父親

３
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はより特等生クラスに入っているし、より停学や留年

になっていない、１日１回以上ほめる父親は、留年し

ないし、より停学、留年になっていないことが示され

た。

オッズ比率をみると、１日に１回以上コミュニケー

ションがある父親の子どもは、学業への関心が高い。

学校が好きとか、学校で懸命に勉強する尺度と停学、

退学との間には有意な差異は観察されなかった。オッ

ズ比率をみると、１日に１回以上ほめ、コミュニケー

ションがあり、夕食を５回以上食べている父親の子ど

もは、停学、退学になっていない。このことから、父

親関与がしつけに反映されていることが分かった。ま

た、１日１回以上ほめる父親の特等生クラス所属は高

いオッズ比率であったが、５回以上夕食を食べる父親

の子どもの特等生クラス所属は低いオッズ比率であっ

た。

このような Dye（２００６）の調査結果に依拠すると、

わが国の家庭においても父親関与は子どもたちの学業

へのモチベーションに影響を及ぼすことが予想され、

次の仮説を設定する。

仮説２：父親関与は、子どもの学業へのモチベーショ

ンに影響を与える。

２．米国における父親関与に関する調査

Dye（２００６）に依拠して、米国における子育ての関す

る両親の意識と父親関与と子どもの学校愛着度および

学業への姿勢との関連性を明らかにするために、米国

の６歳から１７歳の子どもを有する親を対象に調査を実

施した。米国における父親関与に関する調査（米国の

調査）の目的は、まず、父親関与が母親の心理状況に

影響を及ぼすのか、つぎに、父親関与が学校愛着度や

学業へのモチベーションなどの子どもの姿勢に影響を

及ぼすかを解明することである。調査対象は、米国サ

ウスキャロライナ州 YMCA スイミングおよびLantern

Ridge スイミングチームに６歳から１７歳の子どもが所属

する両親６１名であり、調査日は２０１０年６月、調査方法

は質問票直接配布、回収と面接である。

表２は、各変数の基本統計量である。この結果から、

米国では、父親が１週間に６．６時間子どもと過ごしてい

ること、１日３．６回子どもをほめていること、１日に１．８

時間子供と話したり、遊んだりしていること、１週間

に４回は夕食を家族とともに食べていることがわかる。

表３は、相関結果を示している。この結果から、母親

の幸福度は、父親が子どもと話したり遊んだりする時

間と正の相関があることがわかる。表４は、母親の幸

福度を従属変数とする回帰分析結果である。この結果

から、母親の幸福度は、父親が子どもと日々過ごすこ

とや父親が夕食をともにする回数と有意な関連性を有

することがわかる。この相関および回帰分析結果から、

母親の幸福度が父親関与と有意な関連性があるという

ことがいえる。したがって、父親関与が母親の心理に

影響を与えている結果が得られ、仮説１は支持される。

３．日本における父親関与に関する調査

仮説２を検証するために、米国調査に加えて日本に

おける父親関与に関する調査を実施した。調査日は、

２０１０年９月初旬と１０月初旬である。調査対象は、本学

福祉学部福祉心理学科および短期大学部保育科一部二

部の学生２２０名である。調査方法は、授業終了時に質問

票を配布し回収した。有効回答数は２１７である。

表５は、日本の調査における基本統計量である。こ

の結果から、わが国では父親関与は子どもからみると

半分程度ととらえられていることがわかる。表６は、

父親関与変数と子どもの学校愛着度と学業へのモチベ

ーション間の相関結果を示している。学校愛着度は、

父親のエネルギー、信頼性、父親への評価と正の相関

があり、学業へのモチベーションは、父親関与変数す

べてと正の相関があることがわかる。

表７は、父親関与変数を独立変数、子どもの学校愛

着度および学業へのモチベーションを従属変数とする

回帰分析結果である。学校への愛着度は、父親との良

好な関係や心的存在感と負の関連性を有していること

がわかる。これは、１０代という幼い子どものときの父

親との関係を問いたものなので、父親にたいする良好

な関係があって登校したくないという心理状況である

ことが窺える。一方、学業へのモチベーションは、父

親が父親業を楽しんでいたことや父親との距離の近さ、

心的存在感と正の有意な関連性を有していることがわ

かる。この結果は、父親との距離の近さや心的な存在

が本人の学業への積極性に繋がっているといえる。

表８は、米国の調査における回帰分析結果である。

父親が家族とともに夕食をとる回数が、子どもの学校

愛着度、学業へのモチベーションと有意な正の関連性

があることがわかり、父親との夕食が子どもの学校や

学業への姿勢に影響を及ぼす結果が導出された。この

結果は仮説２を支持する。
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表２ 基本統計量（N＝６１）（米国の調査）

表３ 相関係数（米国の調査）

平均値 中央値 標準偏差 最小値 最大値
パーセンタイル

第１四分位 第３四分位

母親の幸福感 ４．８５２ ５．０００ ０．３５８ ４．０００ ５．０００ ５．０００ ５．０００

父親が子どもと過ごす時間（週） ６．５９８ ５．０００ ５．９４８ ０．０００ ２４．０００ ５．０００ ５．０００

父親がほめる回数（日）＊ ３．５９０ ４．０００ １．７９２ ０．０００ ５．０００ ３．０００ ５．０００

父親が子どもと話したり遊ぶ時間（日）＊ １．８５２ ２．０００ ０．８８２ ０．０００ ２．５００ １．７５０ ２．５００

父親が夕食をともにする回数（週）＊ ４．０４９ ５．０００ １．７１７ ０．０００ ５．０００ ４．０００ ５．０００

学校への愛着度 ４．１４８ ５．０００ １．５７９ ０．０００ ５．０００ ４．０００ ５．０００

学業へのモチベーション ３．９３４ ４．０００ １．４８２ ０．０００ ５．０００ ４．０００ ５．０００

母親か父親か ０．１８０ ０．０００ ０．３８８ ０．０００ １．０００ ０．０００ ０．０００

父親年齢 ３３．９３４ ３０．０００ １１．２９６ ０．０００ ５０．０００ ４０．０００

母親年齢 ３２．７８７ ３０．０００ １１．１２５ ０．０００ ５０．０００ ３０．０００ ４０．０００

子どもの数 ２．４４３ ２．０００ １．１１８ １．０００ ５．０００ ２．０００ ３．０００

フルタイム ０．５２５ １．０００ ０．５０４ ０．０００ １．０００ ０．０００ １．０００

ホームスクール ０．１３１ ０．０００ ０．３４０ ０．０００ １．０００ ０．０００ ０．０００

母親の
幸福度

子どもと
過ごす時間

ほめる
（回数／日）＊

話したり遊んだり
する時間（日）＊

夕食
（週）＊

学校への
愛着度

学業へのモチ
ベーション

子ども数 フルタイム
ホーム

スクール

母親の
幸福度

１．０００ －．１３０ ．０８６ ．２２０ －．０６９ －．０２０ ．０７６ －．１６７ ．２５２ ．１６２

． ．３１７ ．５０９ ．０８８ ．５９５ ．８７９ ．５６２ ．１９７ ．０５０ ．２１３

子どもと
過ごす時間

．０３２ １．０００ －．００９ －．０９２ ．０２７ －．２５０ －．２３５ ．０１８ －．１２０ －．１２２

．８１０ ． ．９４７ ．４８２ ．８３５ ．０５２ ．０６９ ．８８８ ．３５５ ．３５０

ほめる
（回数／日）＊

．１６５ ．１１４ １．０００ ．６５７＊＊ ．６４０＊＊ ．３９３＊＊ ．５１１＊＊ ．１９２ －．１０９ ．００８

．２０４ ．３８２ ． ．０００ ．０００ ．００２ ．０００ ．１３９ ．４０４ ．９５４

話したり遊んだ
りする時間（日）＊

．２８７＊ ．０９５ ．５９９＊＊ １．０００ ．７３１＊＊ ．４８３＊＊ ．４９０＊＊ ．１９４ －．０４８ ．１７７

．０２５ ．４６５ ．０００ ． ．０００ ．０００ ．０００ ．１３４ ．７１３ ．１７３

夕食
（週）＊

－．０８０ ．１５４ ．４６８＊＊ ．５５０＊＊ １．０００ ．５０７＊＊ ．５７８＊＊ ．２４０ －．２２３ ．１３１

．５３９ ．２３７ ．０００ ．０００ ． ．０００ ．０００ ．０６２ ．０８４ ．３１３

学校への
愛着度

－．０３７ －．１５０ ．１４５ ．３０５＊ ．２３９ １．０００ ．８０９＊＊ ．２０８ ．０９０ ．１１８

．７８０ ．２４７ ．２６６ ．０１７ ．０６４ ． ．０００ ．１０８ ．４９２ ．３６３

学業へのモチ
ベーション

．１１３ －．０４７ ．３６４＊＊ ．２９２＊ ．３７７＊＊ ．４７７＊＊ １．０００ ．２０９ ．００２ ．１１６

．３８８ ．７１９ ．００４ ．０２３ ．００３ ．０００ ． ．１０６ ．９８７ ．３７１

子ども数
－．１３９ ．１０１ ．０８７ ．１４３ ．１６４ ．０２９ ．１１１ １．０００ －．１２３ ．２８３＊

．２８７ ．４４０ ．５０３ ．２７０ ．２０６ ．８２２ ．３９４ ． ．３４４ ．０２７

フルタイム
．２５２ －．１６７ －．０６９ －．０６９ －．１７９ ．０８８ －．０２１ －．１３３ １．０００ －．１１６

．０５０ ．１９９ ．５９５ ．５９７ ．１６８ ．５０２ ．８７２ ．３０６ ． ．３７２

ホーム
スクール

．１６２ －．０１８ ．０２９ ．２０９ ．０８１ ．０４０ ．０７２ ．２７５＊ －．１１６ １

．２１３ ．８８９ ．８２２ ．１０７ ．５３６ ．７５９ ．５７９ ．０３２ ．３７２

（注）＊はDye（２００６）に依拠した父親関与変数である。

（注）右上は、ピアソン相関係数、左下はスピアマン順位相関係数である。
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図４ 子育てに伴う幸福とは（米国の調査）

４．調査結果からのインプリケーション

米国の調査から母親の幸福度は父親関与に関連して

いること、日米両方の調査結果から、父親関与が子ど

もの学業へのモチベーションと関連していることがわ

かった。この調査結果から、父親関与が母親の幸福度、

子どもの学業へのモチベーションと関連しているので、

日本でも父親関与を量的に増やしていくことが望まし

いといえる。しかしながら、父親関与を量的に増大さ

せるためには、父親自らの積極的な関与以上に、現実

的には父親関与が増大することが可能な就業システム

へと転換する必要性がある。日韓の父親の接触時間と

子育ての関わりに関する酒井（２００７）研究では、日本

の父親が子育て時間が少ない理由として「時間的余裕

仮説」が支持された。この結果から、酒井（２００７）は、

父親の労働時間の削減、すなわち、単純に早く仕事を

終わらせて父親を早く家庭に帰すといった取り組み（例

えば、業務の効率的な遂行による時短や、ノー残業デ

イの設定とその忠実な実行）が有効であると結んでい

る。父親関与を増大させる施策の提言としては、父親

の夕食、学校行事への参加を促進するためには、政府

には企業が就業時間、就業構造の柔軟性を取り入れる

ことを支援すること、企業にたいしては従業員に作業

能率を高めて残業をしない方向へ転換させることが考

えられる。経済至上だけではなくそこで働く人たちの

育児事業を支援し、父親にはこれまでの価値観４を転換

させてエネルギーを家庭教育にも費やすように支援す

る。また、企業社会の時間帯をできるだけ学校の時間

とリンクさせ、子どもを送迎してから出社可能なよう

にしたり、学校行事は夜間に行うように変更したりす

ることが期待される。

図４は、米国の調査における面接結果である。この

結果から、米国の両親が、子育てを通して充実感を得

て、子育てそのものを楽しんでいることがわかる。な

ぜ米国での子育てが楽しいのか、それは、子どもの成

長をみんなで共有し、喜びをともにしているからだ。

次世代へつなげる人間形成事業は壮大で責任を伴うも

のであるが、子どもの成長を共有できる事業には夢や

可能性が広がり、充実感が得られるものである。男性

も女性も経済社会だけではなく地域社会、家庭でお互

いに協力しあい、ともに従事者として携わっていくよ

うになることが期待される。

おわりに

日米における女性の就労構造や出生率など現在の育

児をとりまく環境を概観し、わが国では依然として日

本の伝統的な就労システムが支配していること、育児

休業法などさまざまな母親支援政策が実施されている

にもかかわらず、母親が出産後育児に専念し育児終了

後に復帰するという M字型就労構造になっていること

から、母親が出産育児を両立しながら就労し続けるの

が難しいことが分かった。また、基幹従業員による長

時間労働で日本の経済社会が支えられている現状にお

いて、実際の育児に携わるのは主に母親であり、父親

関与が時間的にも少ないことが先行研究から分かって

いる。本稿における米国の調査から父親関与が母親の

幸福度に繋がること、日米における調査結果から、父

親関与が子どもの学校への愛着度、学業にたいするモ

チベーションに影響を及ぼす結果が導出できた。

この父親のエネルギーの移転を考える場合に必要な

ことは、価値観の変換を伴う社会システムの変容であ

る。社会システムの変容としては、就業構造を男性が

家庭教育に参加可能なように勤務時間のフレキシビリ

ティを考慮することが不可欠であろう。男性・女性従

表４ 母親の幸福感と父親関与（米国の調査）

係数 t 値 有意水準

定数項 ４．８４５ ３１．３５２ ．０００ ＊＊＊

ほめる回数（日） ．００８ ．２３０ ．８１９

話したりあそんだりする時間（日） ．２１１ ２．７３２ ．００９ ＊＊＊

夕食回数（週） －．０８９ －２．１８１ ．０３４ ＊＊

学校への愛着度 －．０８１ －１．７５１ ．０８６ ＊

学業へのモチベーション ．０８６ １．６６１ ．１０３

子ども数 －．０６６ －１．６４９ ．１０５

フルタイム ．１５３ １．７３０ ．０９０ ＊

ホームスクール ．２２１ １．６８８ ．０９７ ＊

R２＝０．３０５ F＝２．８４９＊＊
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表５ 基本統計量（N＝２１７）（日本の調査）

表６ 相関（N＝２１７）（日本の調査）

平均値 中央値 標準偏差 最小値 最大値
パーセンタイル

第１四分位 第３四分位

学校への愛着度 ５．１２４ ５．０００ １．４３３ １．０００ ７．０００ ４．０００ ６．０００

学業へのモチベーション ５．１７５ ５．０００ １．２８３ １．０００ ７．０００ ４．０００ ６．０００

父親業楽しみ度 ４．７７０ ５．０００ １．４５１ １．０００ ７．０００ ４．０００ ６．０００

緊急時の父親存在性 ４．６３１ ５．０００ １．６１９ １．０００ ７．０００ ４．０００ ６．０００

父親のエネルギー度 ４．８８９ ５．０００ １．６０３ １．０００ ７．０００ ４．０００ ６．０００

父親への信頼性 ３．９３５ ４．０００ １．８３０ １．０００ ７．０００ ３．０００ ５．０００

父親との時間 ４．８７１ ５．０００ １．５５２ １．０００ ７．０００ ４．０００ ６．０００

父親との近接度 ４．７５１ ５．０００ １．６２８ １．０００ ７．０００ ４．０００ ６．０００

父親との良好な関係 ４．４７５ ４．０００ １．７１６ １．０００ ７．０００ ３．５００ ６．０００

父親への評価 ５．０４６ ５．０００ １．６２７ １．０００ ７．０００ ４．０００ ６．０００

父親の心的存在感 ４．２０７ ４．０００ １．５２１ １．０００ ７．０００ ３．０００ ５．０００

学校への
愛着度

学業への
モチベーション

父親業
楽しみ度

緊急時の
父親存在性

父親の
エネルギー度

父親への
信頼性

父親との
時間

父親との
近接度

父親との
良好な関係

父親への
評価

父親の
心的存在感

学校への愛着度 １．０００ ．３９４＊＊ ．１６５＊ ．０６８ ．１４５＊ ．１１３ ．０９７ ．０９７ －．０３２ ．１３５＊ ．０１１
． ．０００ ．０１５ ．３２１ ．０３３ ．０９８ ．１５６ ．１５６ ．６４３ ．０４８ ．８６７

学業へのモチ
ベーション

．４０２＊＊ １．０００ ．２７１＊＊ ．１７２＊ ．２１２＊＊ ．２２２＊＊ ．２２５＊＊ ．３１１＊＊ ．１８７＊＊ ．２３６＊＊ ．２６８＊＊

．０００ ． ．０００ ．０１１ ．００２ ．００１ ．００１ ．０００ ．００６ ．０００ ．０００
父親業楽しみ度 ．１６０＊ ．２５７＊＊ １．０００ ．６３２＊＊ ．６４８＊＊ ．５８２＊＊ ．６４３＊＊ ．６０７＊＊ ．５１１＊＊ ．６８５＊＊ ．５６３＊＊

．０１８ ．０００ ． ．０００ ．０００ ．０００ ．０００ ．０００ ．０００ ．０００ ．０００
緊急時の父親
存在性

．０４１ ．１５０＊ ．６１７＊＊ １．０００ ．７３７＊＊ ．７１１＊＊ ．７２７＊＊ ．６６７＊＊ ．６３０＊＊ ．６７８＊＊ ．６５３＊＊

．５４５ ．０２７ ．０００ ． ．０００ ．０００ ．０００ ．０００ ．０００ ．０００ ．０００
父親のエネル
ギー度

．１４４＊ ．２２８＊＊ ．６３２＊＊ ．７３８＊＊ １．０００ ．６９２＊＊ ．７４９＊＊ ．７６３＊＊ ．６２７＊＊ ．７８５＊＊ ．６４３＊＊

．０３４ ．００１ ．０００ ．０００ ． ．０００ ．０００ ．０００ ．０００ ．０００ ．０００
父親への信頼性 ．０８９ ．２０５＊＊ ．５７６＊＊ ．６９６＊＊ ．６７５＊＊ １．０００ ．６７０＊＊ ．７５３＊＊ ．６６０＊＊ ．７０６＊＊ ．７０２＊＊

．１９０ ．００２ ．０００ ．０００ ．０００ ． ．０００ ．０００ ．０００ ．０００ ．０００
父親との時間 ．１０５ ．２５７＊＊ ．６１５＊＊ ．７１４＊＊ ．７２３＊＊ ．６６２＊＊ １．０００ ．７３５＊＊ ．５８８＊＊ ．７１６＊＊ ．６００＊＊

．１２１ ．０００ ．０００ ．０００ ．０００ ．０００ ． ．０００ ．０００ ．０００ ．０００
父親との近接度 ．０９６ ．３１９＊＊ ．５８６＊＊ ．６５２＊＊ ．７１２＊＊ ．７５０＊＊ ．７１１＊＊ １．０００ ．７５５＊＊ ．７６７＊＊ ．６８１＊＊

．１５９ ．０００ ．０００ ．０００ ．０００ ．０００ ．０００ ． ．０００ ．０００ ．０００
父親との良好
な関係

－．０２５ ．１８８＊＊ ．４９７＊＊ ．６３７＊＊ ．５７４＊＊ ．６４３＊＊ ．５５５＊＊ ．７２７＊＊ １．０００ ．６８０＊＊ ．６３３＊＊

．７１３ ．００６ ．０００ ．０００ ．０００ ．０００ ．０００ ．０００ ． ．０００ ．０００
父親への評価 ．１２３ ．２７２＊＊ ．６６７＊＊ ．６８７＊＊ ．７７４＊＊ ．６９３＊＊ ．７００＊＊ ．７５０＊＊ ．６４３＊＊ １．０００ ．６９６＊＊

．０７２ ．０００ ．０００ ．０００ ．０００ ．０００ ．０００ ．０００ ．０００ ． ．０００
父親の心的存
在感

．０１０ ．２６３＊＊ ．５６０＊＊ ．６３９＊＊ ．６３４＊＊ ．６９３＊＊ ．５９６＊＊ ．６８４＊＊ ．６２０＊＊ ．７０３＊＊ １．０００
．８８１ ．０００ ．０００ ．０００ ．０００ ．０００ ．０００ ．０００ ．０００ ．０００ ．

（注）＊変数は、Finley and Schwartz（２００４）に依拠している。

（注）右上はピアソン相関係数、左下はスペアマン相関係数である。

７
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表８ 父親関与と学校への愛着度と学業へのモチベーション（米国の調査）

表７ 回帰分析（日本の調査）

Panel A：学校にたいする愛着度 B t 有意確率 Panel B：学業へのモチベーション B t 有意確率

（定数項） ４．５８０ １２．２７０ ．０００ ＊＊＊ （定数項） ３．８０４ １１．６９６ ．０００ ＊＊＊

父親業楽しみ度 ．１５５ １．５９４ ．１１３ 父親業楽しみ度 ．１６７ １．９８１ ．０４９ ＊＊

緊急時の父親存在性 －．０５３ －．５１１ ．６１０ 緊急時の父親存在性 －．０８９ －．９８２ ．３２７

父親のエネルギー度 ．１２６ １．０８７ ．２７８ 父親のエネルギー度 －．０６７ －．６６７ ．５０５

父親への信頼性 ．１１７ １．２７６ ．２０３ 父親への信頼性 －．０２９ －．３６７ ．７１４

父親との時間 －．０５８ －．５３７ ．５９２ 父親との時間 ．００３ ．０３５ ．９７２

父親との近接度 ．０７９ ．６５２ ．５１５ 父親との近接度 ．２９８ ２．８１０ ．００５ ＊＊＊

父親との良好な関係 －．２２７ －２．５０８ ．０１３ ＊＊ 父親との良好な関係 －．０８８ －１．１１８ ．２６５

父親への評価 ．１２３ １．０６３ ．２８９ 父親への評価 －．０４２ －．４１９ ．６７６

父親の心的存在感 －．１７１ －１．７２３ ．０８６ ＊ 父親の心的存在感 ．１４４ １．６６６ ．０９７ ＊

R２ ０．０８７ R２ ０．１３５

調整 R２ ０．０４７ 調整 R２ ０．０９７

F 値（Pr>F） ２．１８９（＜０．０００） F 値（Pr>F） ３．５７７（＜０．０００）

（注）各変数の定義は表１を参照。＊１０％水準で有意、＊＊５％水準で有意、＊＊＊１％水準で有意。

Panel A：学校への愛着度と父親の関与 係数 t 値 有意水準

定数項 １．３８５ ２．２１７ ．０３１ ＊＊

ほめる回数（日） ．０４５ ．３２６ ．７４６

話したりあそんだりする時間（日） ．２８３ ．８７５ ．３８６

夕食回数（週） ．３４７ ２．１０８ ．０４０ ＊＊

子ども数 ．１２８ ．７５８ ．４５１

フルタイム ．６３６ １．７３２ ．０８９ ＊

ホームスクール ．１７９ ．３２２ ．７４９

R２＝０．３２９ F＝４．４２３＊＊＊

Panel B：学業へのモチベーションと父親の関与 係数 t 値 有意水準

定数項 １．２７０ ２．２７５ ．０２７ ＊＊

ほめる回数（日） ．１９２ １．５４２ ．１２９

話したりあそんだりする時間（日） ．００７ ．０２３ ．９８２

夕食回数（週） ．３７６ ２．５５４ ．０１４ ＊＊

子ども数 ．０８０ ．５３０ ．５９９

フルタイム ．４０８ １．２４４ ．２１９

ホームスクール ．２４３ ．４９１ ．６２６

R２＝０．３９１ F＝５．７９０＊＊＊

８



業員がお互いに、家庭にも時間がとれるような、男女

ともに家庭でも職場でも存在感をもつような社会への

転換が必要である。また、男性・女性が一時期育児に

集中する時期があっても、育児が終了するころには復

職可能な中途採用市場の充実など政府支援のもとで企

業への対応策を期待する。「少子化対策大綱に基づく重

点施策の具体的実施計画について」（内閣府 ２００４）５に

もあるように、男性も女性も、仕事と家庭の両立がで

きるような、価値観の転換と政府主導のもと企業の支

援が期待される。

近年の米国で少子化が深刻な問題となっていない理

由を考えてみると、米国の価値観が、家族中心主義、

子ども中心主義社会となっているからとも思われる。

いつの世も子どもは社会の宝である。今日のわが国経

済が幾分停滞状態とはいえ、わが国は世界において経

済大国ともみられている。そうであるならば、わが国

は、経済中心社会から子どもを優先にする社会へと価

値観の転換を考えるときに来ているのかもしれない。

すなわち、少子化対策は、われわれに経済中心社会か

ら子どもや家族を中心とする社会へと価値観の転換を

迫っているというのは過言ではなかろう。
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てお礼を申し上げる。

注

１ 内閣府（２００４，２００７，２００９）「男女共同参画社会に関する世論調

査」

２ 『人口統計資料集』（２００９）の主要先進国の合計特殊出生率

（１９５０－２００６年）によると、近代多産化から近代経済化へと転

換する１９７０年中ごろに、出生率は、日米両国とも２．０となる。

それ以降、米国は、２．０の出生率を維持している。一方、わが

国の出生率は１９８０年２．０となり、それ以降、減少に一途をた

どっている。

３ Hofferth（２００６）は、父親関与研究において、父親の関与に

よる影響は父親が生物学上の父か継父かどうか，関わる時間

や、父親の教育的バックグラウンドなどの要因に依存する結

果を示している。

４ 父親関与水準が高いのは、米国での価値基準が「良き市民志

向（a good citizen）」にあるからと思われる。米国のジョン

F．ケネディ元大統領（John F. Kennedy）の有名な演説に

"Ask not what the country can do for you，ask what you

can do for your country"がある。所属組織が自分にしてく

れることを期待するのではなく、所属組織にたいして自分が

何をすることができるかを常に考えるという意味である。そ

のような価値基準をもち、実際にそれに依拠して行動するの

が、良き国民、良き市民、良い社会人、良き家庭人というこ

とである。たとえば、国のためには選挙に行き政治に参加す

る、コミュニティのためには寄付したり、芝刈りをしたりす

る、学校のためには行事に参加したり、ボランティアをした

りする。家庭では家庭責任を果たすのである。

５ 内閣府 共生社会政策統括官（２００４）「少子化対策大綱に基づ

く重点施策の具体的実施計画について」
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１．民生委員の歴史的背景と研究目的

民生委員は、民生委員法に基づく、民生委員・児童

委員や民生児童委員などと称される（以下、「民生委員」

と略す。）。民生委員制度の源流は、第一次世界大戦後

の１９１７（大正６）年に岡山県知事の笠井信一が創設し

た済世顧問制度で、ドイツのエルバーフェルト市で行

なわれていた「救貧委員制度」を参考にした篤志家に

よる貧民救済制度である。また、翌年、大阪府知事 林

市蔵と大坂府救済事業指導嘱託であった小河滋次郎に

より、方面員制度を発足させている。この方面員制度

は、管内を幾つかの方面（地域）に分け、それぞれの

方面に委員を配置し、生活状況の調査と救済などの実

務にあたるものである。以後、双方をモデルにした制

度が各都道府県に設置され、１９２９（昭和４）年に制定

された救護法では、身分を「名誉職」とし、市町村の

救護事務のための「補助機関」と位置づけ、被救済者

に対するいわゆる公的救護扶助業務に当たった。１９３６

（昭和１１）年に公布された方面委員令によって全国的

に統一した制度となった。（１）

第二次世界大戦後、１９４６（昭和２１）年民生委員令と

して改称し、その二年後、民生委員法が制定された。

その後、１９５０（昭和２５）年の生活保護法の改正におい

て、民生委員は福祉事務所の「協力機関」として位置

づけられた。

民生委員法が２０００（平成１２）年に、５０年ぶりに改正さ

れた。法改正では、「名誉職」が削除され「無給」が加

えられたこと、「住民の立場に立った活動を行う民生委

員の職務内容」が掲げられたことである。しかし、身

分上は厚生労働大臣からの委嘱委員ではあるが、民間

人の立場で公務（行政協力事務）を行うという制度上

の矛盾を抱えたままであることと、社会福祉基礎構造

改革の趣旨により「利用者が事業者と対等な関係に基

づきサービスを選択」することとなったため、要援護

者（福祉サービス利用者）が民生委員に相談をせず、

直接に介護保険制度等の福祉サービスを利用する傾向

もみられる。また、個人情報保護法の施行により、地

域福祉活動を展開する上で地域住民の把握や個人情報

が入手しにくくなっている現状がある（２）。一方、職務内

容の具体的姿が依然として不明確であること、行政協

力事務が増加の一途を辿っていることに加え、地域住

民からの要請が多様化するなど、民生委員の役割を明

確に問い直さなければならない時に到っている。（３）

このことから、本研究では、民生委員活動の根幹で

ある民生委員法から課題整理を行い、今後求められる
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民生委員活動の職務について検証する。検証に当たっ

ては、宮城県 A 町民生委員児童委員協議会が行なった

活動を事例として挙げる。

２．民生委員法、主な他法律等から見る民生委員の位

置付け

１）民生委員法、主な他法律等の位置付け

民生委員法（以下、「法」と略す。）第１条において、

民生委員の理念と業務について、「社会奉仕の精神をもっ

て、常に住民の立場に立って相談に応じ、及び必要な

援助を行い、もって社会福祉の増進に努める。」と規定

しており、福祉に関する全般的な活動が求められてい

る。２０００（平成１２）年の法改正により「保護指導に当

たる」役割から「住民の立場に立った相談と援助」と

定められたほか、法第２条で、「常に、人格識見の向上

と、その職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に

努めなければならない」として、自己研鑽と研修が義

務付けられている。

民生委員の要件及び委嘱手続き、定数（表１、表２）

は、民生委員は「人格の識見高く、広く社会に状況に

通じ、且つ、社会福祉の増進に熱意のある者であって

児童福祉法（昭和２２年表率第１６４号）の児童委員として

も、適当である者」（法第６条）の中から推薦される。

また、民生委員及び主任児童委員候補者の推薦及び

委嘱にあたっては、民生委員法の規定に基づき、以下

の流れで行われる（カッコ内は流れ図上の番号）。

１ 各市町村民生委員推薦会（市町村に設置）から

福祉事務所（県）を経由し、都道府県知事へ推薦

を行なう（①～③）。

２ 都道府県知事は、地方社会福祉審議会の意見を

聴いて、厚生労働大臣に推薦を行なう（④～⑦）。

３ 厚生労働大臣が委嘱を決定する（⑧）。

４ 都道府県知事（市町村経由）から委嘱状を伝達

する（⑨～⑩）。

※主任児童委員には指名書も併せて伝達する。

身分は、「給与を支給しないものとし、その任期は、

３年とする。ただし、補欠の民生委員の任期は、前任

者の残任期間とする」（法第１０条）と規定され、法改正

により、「名誉職」を削除し、３年間は民生委員信条で

ある「１．隣人愛をもって社会福祉の増進に努めます。」（４）

にもあるように「名誉職」条項の削除、前と後で、民

生委員の職務の実態に大きく変化はなく、行政事務を

行い、自主的活動（ボランティア）に参加し、相談・

援助業務のために担当地区をまわる「厚生労働大臣か

ら委嘱された行政委嘱ボランティア」であること、公

的活動と私的活動「半官半民」の二重の性格は変わっ

ていない。

民生委員の職務に関するについて、法第１４条から１６

条まで規定している。

第１４条 民生委員の職務は、次のとおりとする。

１．住民の生活状態を必要に応じて適切に把握して

おくこと。

２．援助を必要とするものがその有する能力に応じ

自立した日常生活を営むことができるように生活

に関する相談に応じ、その助言その他の援助を行

うこと。

３．援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利

用するために必要な情報の提供その他の援助を行

うこと。

４．社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社

会福祉に関する活動を行う者と密接に連携し、そ

の事業又は活動を支援すること。

５．福祉事務所その他の関係行政機関の業務に協力

すること。

２ 民生委員は、前項の職務のほか、必要に応じて、

住民の福祉の増進を図るための活動をおこなう。

第１５条 民生委員は、その職務を遂行するについては、

個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守り、

人種、信条、性別、社会的身分又は門地によって、

差別的又は優先的な取扱をすることなく、且つ、そ

の処理は、実情に即して合理的にこれを行わなけれ

ばならない。

第１６条 民生委員は、その職務上の地位を政党又は政

治的目的のために利用してはならない。

また、主な他法律等（表３）での民生委員の位置付＊民生委員法に基づき作成
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けは多様であり、その職務の内容は事務の執行に協力

しなければならない事項から、助言、連携を密にする

など多岐にわたっている。（５）

２）民生委員、主任児童委員の配置状況

２０１０（平成２２）年１２月１日に、３年に１度の一斉改選

が行われ、全国で、民生委員定数２３３，９０５人のうち平成

２１年度末現在の民生委員（児童委員を兼ねる）の数は

２２８，７２８人で前年度に比べ３０１人（前年度比０．１％）増加

している。内訳は、男性が９１，９９０人で前年度に比べ３０２

人（同０．３％）減少し、女性は１３６，７３８人で前年に比べ

６０３人（同０．４％）増加している。（表４）

３）民生委員の活動状況

２００９（平成２１）年度中に民生委員が処理した相談・

支援件数は７，５４７，９２４件で前年度に比べ１３７，１３９件（前年

度比１．９％）増加し、その他の活動件数は２５，１３２，０６２件

で前年度に比べ１７，００５件（前年度比０．１％）減少してい

る。また、訪問回数は３３，４６４，９０９回で前年度に比べ

３３０，０８２回（前年度比１．０％）増加している。（表５）

活動の分野別（図１）では、「高齢者に関すること」

が半数を超え、「子どもに関すること」が２割、「障害

区 分 配 置 基 準
東京都区部及び指定都市 ２２０から４４０までの間のいずれかの数の世帯ごと１人
中核市及び人口１０万人以上の市 １７０から３６０までの間のいずれかの数の世帯ごと１人
人口１０万人未満の市 １２０から２８０までの間のいずれかの数の世帯ごと１人
町村 ７０から２２０までの間のいずれかの数の世帯ごと１人

民生委員・児童委員協議会の規模 主任児童委員の定数
民生委員・児童委員の定数３９人以下 ２人
民生委員・児童委員の定数４０人以上 ３人

法 令 名 条 項

生活保護法 第２２条

老人福祉法 第９条

身体障害者福祉法 第１２条の２

知的障害者福祉法 第１５条

母子及び寡婦福祉法 第１０条

売春防止法 第３７条

婦人保護施設の設置及び運営に関する最低基準 第１５条

学校保健法施行令 第８条 ２

独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令 第１７条 ２

児童福祉施設最低基準 第８８条の４ ２

生活福祉資金貸付制度
「生活福祉資金の貸付について」厚生労働省事
務次官通知

児童虐待の防止等に関する法律 第６条

ホームレスの自立支援等に関する基本方針
「ホームレスの自立支援等に関する基本方針」
厚生労働省／国土交通省告示第１号

都道府県国民保健モデル計画

市町村国民保健モデル計画

災害時要援護者非難支援ガイドライン

表１ 民生委員配置基準表

表２ 主任児童委員配置基準表

表３ 主な他法律等での民生委員の位置付け
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者に関すること」が１割弱であった。

また、相談・支援の内容別（図２）では、日常的な

支援、在宅福祉、健康・保健医療、児童関係など幅広

い相談を実施している。

高齢者・障害者・児童・母子世帯など要援護者の調

査・実態把握、相談支援を行ったり、各種行事への参

加協力や自主的な地域福祉活動等、幅広い活動を行っ

ている。

また、最近では、高齢者等への悪質商法被害防止の

取組みや虐待防止の取組み、災害時に備えた要援護者

平成１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度
対前年度

構成割合（％） 増減数 増減率（％）

総数 ２２６５８２ ２２６８２１ ２２７２８７ ２２８４２７ ２２８７２８ １００．０ ３０１ ０．１

男 ９４３００ ９３９２１ ９２２５５ ９２２９２ ９１９９０ ４０．２ △３０２ △０．３

女 １３２２８２ １３２９００ １３５０３２ １３６１３５ １３６７３８ ５９．８ ６０３ ０．４

平成１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度
対前年度

増減数 増減率（％）

相談・支援件数 ７８４８５５６ ７９０４４３５ ７６４７７７２ ７４１０７８５ ７５４７９２４ １３７１３９ １．９

その他の活動件数 ２２７８５８５３ ２３２５３７０３ ２３９６４４０２ ２５１４９０６７ ２５１３２０６２ △１７００５ △０．１

訪問回数 ３１１５２３３５ ３０５８６７７８ ３１７１０１５７ ３３１３４８２７ ３３４６４９０９ ３３００８２ １．０

表４ 男女別民生委員数の次推移
（厚生労働省：平成２１年度社会福祉行政業務報告）（福祉行政報告例））結果の概要） 各年度末現在

表５ 民生委員の活動状況の年次推移
（厚生労働省：平成２１年度社会福祉行政業務報告）（福祉行政報告例））結果の概要）

注：１）「その他の活動件数」は、調査・実態把握、行事・事業・会議への参加協力、地域福祉活動・自主活動及び民児協運
営・研修等である。

２）「訪問回数」は、見守り、声かけなどを目的として心身障害（児）者、ひとり暮らしや寝たきり高齢者及び要保護児
童等に対して訪問・連絡活動（電話によるものを含む。）を行った延べ回数である。

図１ 活動の分野別 図２ 相談・支援の内容別

＊表４，５および図１，厚生労働省「平成２１年度福祉行政報告例結果の概要」
（平成２２年１０月２０大臣官房統計情報部社会統計課）
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マップ作りなど、地域の多様な課題にも積極的に取り

組んでいることが理解できる。

３．先駆的単位民生委員児童委員協議会活動の事例

全国民生委員児童委員連合会は、民生委員の機能に

ついて、①社会調査、②相談、③情報提供、④連絡通

報、⑤調整、⑥生活支援、⑦意見具申の７つのはたら

きを挙げている。社会環境や人々の意識が変化し、子

どもをめぐる社会的な問題が深刻化している現在、地

域の中で子どもたちが地域の人々から守られ、様々な

実体験と人間関係を経験しながら健やかに育つことが

できるよう、地域と子どもを結び、地域ぐるみで子育

てを支えられるような環境づくりを推進していくため、

宮城県 A 町民生委員児童委員協議会が子育て支援につ

いて検討した際に行なったアンケート調査の事例を基

に検証する。（６）

宮城県 A 町民生委員の平均年齢は６９歳であり、民生

委員にとっては子育ての保護者は孫の世帯であること

から、子育て支援活動を企画するに当たり、子どもと

若い親がどのような意識で子育てしているのかを理解

するため下記の方法、内容で調査を行なった。

１）宮城県A町民生委員児童委員協議会が行なった

『育児に関する意識調査』調査の概要

・調査目的：子どもと子育て家庭をめぐる課題を明

確化することで、子どもと子育て家庭の立場に立っ

た計画的・組織的な活動の推進を図る。

・調査対象：調査地域（宮城県 A 町）で６歳児（未

就学児）未満を養育する家庭１，３３４世帯

・調査期間：平成１４年５月１０日～２７日

・調査方法：民生委員児童委員（６３名）による留置

調査法

・回収状況：１，２１４件（９１．０％）

・調査項目：①子育て家庭の基本属性、②家族の状

況、③少子化社会に関する考え、④子育ての意義、

⑤家事・子育ての役割分担、⑥子育てへの不安、

⑦児童環境づくり、⑧保育サービスの利用状況、

⑨希望する保育サービス

２）調査結果から活動の検証

『子育てに関する意識調査』の調査に基づいて分析

した結果、理想としている子どもの人数を産んでいる

か否かと、就業の有無や、世帯構造、世帯の収入との

関連性について検定を行った結果、いずれも有意な差

は認められず、女性の社会進出、家族形態の変化だけ

ではない新たな少子化要因を認識せざるを得ない結果

であった。

特に、少子化要因として挙げられる調査結果として、

子育てに対する不安（子育ての方法）の設問の第１位

に「子どもと常に向き合う生活がストレス」を挙げて

おり、次いで「小児医療、子育てサービスや子育て相

談に関する情報」、「しつけに自信がない」、「育児への

配偶者の協力体制」の順で挙げている。このことから、

核家族の進行や子育て担い手の就業等、地域社会にお

いては気軽に育児について相談できる体制とコミュニ

ティの形成が重要であることが調査結果から伺えた。

本調査の結果から、①育児と支援体制に関する情報

の不足、②子育てコスト問題の深刻化と保育料の軽減、

③仕事と子育てが両立できる職場の理解と支援体制、

④子育ての精神的・肉体的負担とカウンセリング体制

の整備、⑤男女共同参画社会の具体的な実現方策の検

討、⑥安心して子どもが遊べる環境と地域コミュニティ

の充実をまとめている。

更に、調査専門委員（委員長 単位民亊協会長）を

立ち上げ、調査結果を慎重に検討し地元福祉行政（町

長）に対し、以下７項目の意見具申を行なった。

A 町民生委員児童委員協議会「育児に関する意識調

査」調査専門委員会からの提言

①緊急時の一時、預かりの場を拡充（保育所、学童

保育）など

②親同士の交流の場（ストレス解消やお互いに相談

できる）の確保

③延長保育（乳児保育、学童保育）の充実

④企業、事業所等への育児支援体制の充実と理解を

求める働きかけ

⑤職場近くに預けられる保育制度への改善

⑥住民参加の保育、子育て環境の整備

⑦未満児保育の拡充

意見具申を行った次年度、A 町は、「福祉課」から児

童・子育て家庭に関する分野を担当する課を独立させ

『子ども家庭課』を新設する動機付けとなった。

また、町民生委員児童委員協議会は、社会福祉協議

会・ボランティアセンターと協働し、地元社会福祉法

人が行なう老人福祉施設（デイサービスセンター）や

地域福祉センターのフロアーを会場とし、「子育てサロ

ン」を定例化するきっかけとなった。

前述した民生委員の機能を A 町民生委員児童委員協

５
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議会が行なった調査に関連づけてみると、「①社会調査」

を実施し、子育て家庭の実態を明らかにするとともに、

行政への「⑦意見具申」および社会福祉協議会に調査

の結果を「③情報提供」するとともに、町社協が策定

した地域福祉活動推進計画に反映する活動も行なって

いる。更に、調査で明らかになった子育て家庭への「②

相談」活動による関係機関への「④連絡通報」、「⑤調

整」を各委員が担い、独自の民生員活動として子育て

サロン活動により「⑥生活支援」を行なっている。正

に、子どもと子育て家庭の立場にたった社会改良の観

点から地域福祉活動を行なった先駆的な事例と言える。

４．民生委員法からみる課題

１）民生委員の委嘱に関する課題

これからの地域福祉のあり方に関する研究会（２００８）（７）

は、地方分権改革推進委員会における民生委員の委嘱

に関する問題提起を整理している。

地方分権改革推進委員会における民生委員の委嘱に

関する問題提起における厚生労働省の回答から委嘱の

方法についての課題を挙げれば、「委嘱権限を基礎自治

体に委譲するべき」について、①～④引き続き厚生労

働大臣の委嘱が適当とし、その理由として、使命感・

責任感を高めていること、活動がますます活発化し成

果があがることを期待することを挙げているが、基礎

自治体の長が委嘱できない（推薦のみ）または、市町

村行政の協力および、指導の権限を持っていないこと

から、市町村の条例等で民生委員とは別に「福祉委員」

などの役職名を付けて委嘱する場合があり、地域福祉

推進に際し、不都合な点が多々出ている現状がある。

⑤～⑥委嘱事務の簡略化の回答については、「適格性

を厳格に審査する必要」としている、厚生労働省まで

審議しなければ厳格ではないとの見解からみると、市

町村民生委員推薦会および、地方社会福祉審会での審

議の内容を重要視すべきではないかと考える。

２）担当区域割制に関する課題

「民生委員は、その市町村の区域内において、担当

の区域又は事項を定めて、その職務を行なうものとす

る。」（法第１３条）規定により、２０１１（平成２３）年３月１１

日、東日本大震災の地震・津波被害および、福島第一

原子力発電所事故による避難生活に伴い、民生委員も

避難生活を余儀なくされており、「担当区域」であった

要援護世帯と避難場所が遠距離（他の市町村に避難し

ている事例もある）になり、安否の確認や日常生活支

援等の活動において、民生委員活動が休止している区

域もあり、「特区」措置などを講ずるなどの施策が必要

ではないかと考える。

３）民生委員の身分に関する課題

民生委員活動は、行政が位置付けているフォーマル

な役割や活動と、地域福祉推進役としてボランティア

活動を中心とするインフォーマルな活動を併せ持つ特

徴を有していることを鑑みると、無給であるがゆえに

『行政委嘱ボランティア』と一言では語れない幅広い

活動であり、多くの責務を負っている。ボランティア

活動は、自主性、善意性、無償性、先駆性ならびに、

自己犠牲を伴うことがその行為の基本的特性とされて

いる。民生委員法第１４条（職務）の遂行ための、地域

性、専門性、継続性など兼ね備えるためには、「法人格

を有しない NPO 活動」または、「サブフォーマルな活

動」と呼ぶことも出来るのではないか。

４）民生委員の定数充足率の低下

前回の一斉改選の２００７（平成１９）年１２月１８日現在の民

生委員定数充足率をみると、全国ベースで、民生委員

９７．９％、主任児童員は９７．７％である。定数充足率１００％

の地域は、民生委員の場合、次の１０地区―富山、石川、

山梨、愛媛の各県、京都、宇都宮、富山、豊橋、岡崎、

松山の各市である。主任児童委員の充足率１００％の地区

は２８地区―岩手、栃木、富山、石川、山梨、奈良、島

根、徳島、愛媛、佐賀、静岡の各県、堺、函館、旭川、

いわき、宇都宮、横須賀、富山、金沢、長野、岐阜、

豊橋、岡崎、姫路、和歌山、福山、松山、鹿児島、の

各市で、一方、定数充足率の低い地域（民生委員，主

任児童委員）は、川崎市（８７．６％，７９．２％）、沖縄県

（８６．０％，８５．２％）、横浜市（９１．０％，９０．０％）となって

いる。

２０１０（平成２２）年１２月の一斉改選では、熊本など３５の

都道府県で定数割れが生じ、全国の欠員は計５，３５５人で、

４，８１９人だった２００７年（前回の一斉改選）より５３６人増え、

充足率は０．２ポイント下がり９７．７％であった。

定数不足の主な理由として嘉陽（２０１１）（８）は、「大都市

圏と農山村、過疎地などで事情は異なるが、総じて、

核家族化の進展や近所付き合いの希薄化、他者との関

係を拒否する姿勢を示す若年層の増加などにより、民

生委員の業務が遂行し難くなっている現状もある。加

えるに、委員の高齢化や、近年、児童虐待、高齢者虐

待、高齢者孤独死、年間３万人を超える自殺問題、振

福島学院大学研究紀要 第４３集６
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り込め詐欺、成年後見制度、介護保険制度などの新た

な地域課題が発生する度に、行政からの協力依頼があ

り活動の負担感が増幅されてきていることも見逃せな

い。」と述べている。

多種多様化、深刻化する諸問題についての事例に対

応するためには、保健、福祉等（専門職者）の資格者

を登用することが望ましいと考える。

５）個人情報保護法における民生委員活動の弊害

山村（２００９）（９）は、「２０００年民生委員法の改正が行われ、

職務内容の見直しは、①住民の生活状態の適切な把握、

②援助の必要とする者への相談、助言等の援助、③サ

ービス利用の情報提供、④福祉事務所や社会福祉関係

機関等との連携・協力、⑤住民の福祉増進のための活

動であり、民生委員活動が益々期待されることになる。

しかし、介護保険等の個人契約と言う形態や個人情報

保護法施行以降、個人の情報やニーズの把握がより困

難になってきたという問題を取り上げており、小地域

で活動を行う中核的な役割が民生委員として捉え、「民

生委員を支える」ためのネットワークの体制の整備・

構築を目指すことが効果的であると考える。」と述べて

いる。

大規模災害時のみならず平常時から、災害弱者・世

帯に対する情報管理の提供システムの構築が必要と考

える。

６）活動の成果、評価が行われていない

民生委員活動または、単位民生委員・児童委員協議

会の諸活動報告については、前述したように厚生労働

省が毎年「社会福祉行政業務報告」で報告しているが、

前年度の数値における比較や活動内容のみを列記する

ものである。

地方分権改革推進委員会における
問題提起

厚生労働省の見解
（地方分権改革委員会への回答の要旨）

全国民生児童委員連合会の見解
（市長会へ提出された要望書の要旨）

民生委員・児童委員としての職
務である、基礎自治体と住民のパ
イプ役としての性格を考えると、
当事者である自治体長から委嘱さ
れる方が、より地域に密着した活
動が促されると考えられることか
ら、委嘱権限を基礎自治体に委譲
するべき。

民生委員・児童委員が死亡等し
て欠員が生じた場合、委嘱手続に
時間を要し、その間、担当民生委
員が不在となる等の問題が生じて
いる。また、市町村長が推薦した
候補者が、都道府県の社会福祉審
議会を経て国が委嘱する過程にお
いて、変更されたような事例はな
く、現行の制度は形骸化している
ため、委嘱事務を簡略化するべき。

①厚生労働大臣が委嘱することは、
活動の遂行にあたっての使命感
・責任感を高めている。

②近年、地域における福祉課題は
多様化しており、民生委員の地
域における役割はますます重要
になっている。

③国が委嘱することは、民生委員
の職務が国家的に重要であるこ
とを、社会一般の人々も認識し
てもらい、社会の理解、信頼を
得、その活動がますます活発化
し成果があがることを期待して
いる。

④以上のことから、引き続き大臣
委嘱が適当。

⑤民生委員の選任に当たっては、
適格性を厳格に審査することが
必要であることから、手続きの
簡略化は適当ではない。

⑥しかしながら、市町村の推進か
ら委嘱まで長期間を要すること
は、民生委員の不在期間の長期
化にもなりうるため、事務処理
の簡略化については検討。

○民生委員・児童委員の厚生労働
大臣委嘱は、その活動が国家的
にも重要であることを踏まえ行
なわれてきており、民生委員・
児童委員自身もこれを誇りとし
て職務遂行している。

○また、権限移譲が行なわれた場
合、全国に配置されている事に
よる特性は損なわれるとともに、
市町村による活動格差等を生む
懸念があり、その不利益を住民
要援護者が受けることになりか
ねない。
民生委員・児童委員の欠員補充
の迅速化・効率化は必要である
が、推薦手順は公平、中立な人
員の確保・選考が行なわれるよ
う配慮がなされるべきである。

※１ 構造改革特区の要望の際にも同様の趣旨の指摘がなされている。
※２ 下線及び、厚生労働省の見解（地方分権改革委員会への回答の要旨）については、「これからの地域福祉のあり方に関
する研究会」からの問題提起。

７
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具体的な相談事例やコミュニティソーシャルワーク

の展開事例を分析し、成果あるもの（活動）として評

価していない点が挙げられる。

５．まとめ

本研究テーマである「地域社会における民生委員活

動の役割と課題 ～民生委員法に基づく職務の検証～」

について、民生委員法に照らし合わせて役割と課題、

その方策を提案した。

２０１１（平成２３）年３月１１日の東大震災及び原発事故に

より、福島県においては、住み慣れた居住地を離れ避

難している者の中には、民生委員も被災者として避難

生活を送っている。一方、避難された方を受け入れる

地域も多数あり、これまでの担当地区の枠を越えた相

談支援活動も必要になる。その対策として、福島県社

会福祉協議会は、２０１１（平成２３）年７月から、福島県

「生活支援相談員」配置事業を施行し、被災者の生活

復興支援のため、応急仮設住宅等における見守り、相

談、福祉制度等の情報提供、被災者を中心とした交流

の場づくり等に取り組んでいる（１０）。雇用形態は、大半

が嘱託（１年間契約）職員であり、当初から個別支援、

地域支援（ソーシャルワーク）が十分にできる人材を

充てる（雇用する）ことは困難である。本来は、担当

地区（市町村の壁）を取り外しても、民生委員として

の職務が活かすことではなかったのだろうか。また、

「行政委嘱型ボランティア」の役割の重さが、民生委

員の定数充足率の低下に連動してことが伺えた。

「常に、人格識見の向上と、その職務を行う上に必

要な知識及び技術の修得に努めなければならない」（法

第２条）として、法的にも自己研鑽と研修が義務付け

られている現状から、単位民生委員協議会を統括する

社会福祉主事任用資格取得者又は、社会福祉士や保健

師等の資格をもつ民生委員の配置が望まれる。

【注・引用文献】

（１）百瀬孝著「日本福祉制度史」ミネルヴァ書房，１９９８

年 pp．１５～３６

（２）山村史子『地域福祉活動における民生委員の役割

に関する考察 ―情報収集の困難性をめぐって―』

桜花学院大学人文学部研究紀要第１１号，２００９年，

pp．１０１～１１０

（３）嘉陽正倫『民生委員の現状的課題 ―地域福祉の

担い手としての役割―』山口大学大学院博士論

文，２０１１年，p２

（４）「民生委員児童委員信条」である。民生委員法の

趣旨に則り奉仕活動への意思表明となっている。こ

の信条は、地区民生委員児童委員協議会の定例会の

冒頭で唱和される。

１．わたくしたちは、隣人愛をもって、社会福祉の

増進に努めます。

２．わたくしたちは、常に地域社会の実情を把握す

ることに努めます。

３．わたくしたちは、誠意をもって、あらゆる生活

上の相談に応じ、自立の援助に努めます。

４．わたくしたちは、すべての人々と協力し、明朗

で健全な地域社会づくりに努めます。

５．わたくしたちは、常に公正を旨とし、人格と識

見の向上に努めます。

（５）全国社会福祉協議会発行『これからの地域福祉の

あり方に関する研究会報告 地域における「新たな

支え合い」を求めて ―住民と行政の協働による新

しい福祉―』２００８年，p１２７

（６）育児に関する意識調査は、平成１４年度宮城県 A

町民生委員児童委員協議会が独自に行なった調査で

ある。当時、民生委員協議会の担当事務日下（著

者）共同で調査活動を実施した。調査票の設計分析

は増子正が担当した。

（７）全国社会福祉協議会発行『これからの地域福祉の

あり方に関する研究会報告 地域における「新たな

支え合い」を求めて ―住民と行政の協働による新

しい福祉―』２００８年，p１３５

（８）嘉陽正倫『民生委員の現状的課題 ―地域福祉の

担い手としての役割―』山口大学大学院博士論

文，２０１１年，p５２

（９）山村史子『地域福祉活動における民生委員の役割

に関する考察 ―情報収集の困難性をめぐって―』

桜花学院大学人文学部研究紀要第１１号，２００９年，

pp．１０１～１１０

（１０）福島県「生活支援相談員」配置事業における「生

活支援相談員」と他の援助者、協力者との関係図

（資料提供：福島県社会福祉協議会）
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はじめに：我が国の自殺の現状

日本においては、２０１０年の１年間で１日当たり約８７

人であった。これが何の人数を指すか分かるであろう

か。我が国の自殺者数である。２０１０年の我が国の自殺

者数は３１，６９０人であった（警察庁、２０１１）。自殺率（人

口１０万人あたりの自殺者数）で見ると、日本は自殺率

２４．０で世界第６位という不名誉な結果となっている

（WHO、２０１１）。尚、上位５ヶ国は、ベラルーシ、リ

トアニア、ロシア、カザフスタン、ハンガリーである

が、いずれも民族紛争等で政情および経済が安定しな

い社会不安の高い国々である。我が国では１９９８年に年

間自殺者数が３万人を超えてから、以後１０年以上に亘っ

て３万人を下回ることがない。２００６年には自殺対策基

本法が施行されたが、今の所、効果は現れていない。

長引く深刻な不況等、社会経済構造から自殺を分析す

る方法もあり得るが（天野、２００５）、本稿では自殺未遂

（attempted suicide）の事例を元にその心理と行動を

分析した。その際に、ハンス・セリエ（H.Selye）の

「ストレス理論（stress theory）」とジェラルド・キャ

プラン（G.Caplan）の「危機理論（crisis theory）」を

基軸にして論じ、自殺予防（suicide prevention）につ

いて考察を試みた。

１。ひとつの事例

ここで自殺を図る者の心理と行動を代表する事例を

紹介する。但し、これは複数の事例を組み合わせたも

のであり、更に事実をある程度改変しており、当該人

物が特定されぬようプライバシーの保護を厳重に行っ

た。それでも、自殺未遂者の心理と行動の典型例となっ

ている。また、重要な箇所に丸数字を付して下線を引

き、次章で考察した。

�問題の予兆を孕んでいる時期
A さんは大企業の情報システム部門の監査を行う部

署の係長で、４１歳の男性である。同居家族は、パート

をしている妻、中学３年生の長女、小学６年生の長男

である。A さん家族は東京郊外の B 県で暮らしている

が、A さんは東京の職場に片道１時間半かけて通勤し

ている。A さんは西日本の C 県出身で、大学進学のた

め上京して以来、首都圏で暮らしている。① A さんの

父親は脱サラして始めた事業に失敗して、A さんが３０

歳の時に縊首により自殺をしている。母親は A さんの

妹夫婦と実家で同居している。

② A さんは、元来、明るく豪胆な性格で、口癖は

「大丈夫、大丈夫。何とかなる」であった。学生時代

はこの口癖と共にリーダーとしてサークルやアルバイ

目 次

はじめに：我が国の自殺の現状

１。ひとつの事例

２。自殺を図る者の心理と行動に関する考察

おわりに：自殺予防に向けて

自殺未遂に対するコンサルテーション
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トの仲間を率いてきた。サークルやアルバイトに精を

出すあまりに大学を１年留年したときも「大丈夫、大

丈夫」と笑って乗り越え、見事に有名企業の内定を得

て無事に卒業した。

本当は、A さんは旅行が大好きで、大学卒業後は旅

行代理店の勤務を希望していた。しかし、父親の大反

対に遭い、仕方なく A さんには興味のない業界の会社

に就職をした。③ A さんの父親は頑固なところがあり、

A さんに対して非常に厳格な態度で接してきた。A

さんはそんな父親に反発を覚えながらも反抗すること

ができずにいた。

A さんにとって興味のない業界ではあったが、やり

始めると楽しい面もあり、仕事をしっかりとこなして

いった。仕事が順調な中、学生時代から交際していた

妻と２６歳で結婚した。すぐに子どもを授かり、A さん

は育児にも協力的で家庭生活も大切にしていた。

職場で複数の部署をローテーションで回った後、A

さんは、情報システム部門に異動をして、チームの主

任に昇進した。情報システム部門の仕事は、コンピュ

ータでプログラムを組んでシステムを構築するという

もので、④一つでもミスがあるとそのシステムは稼働

しないという厳密さが要求される仕事であった。A

さんはシステム・エンジニアではないので、プログラ

ムを組む作業はしなかったが、システムを企画して納

期までに完成させる責任を負うことになった。また、

システムが完成した後も、全国の支社からのシステム

に関する様々な問い合わせに対応することも A さんの

仕事であった。主任になってからのAさんは月に１００時

間の残業が当たり前になり、システム納期前の一ヶ月

は会社に泊まり込むほどであった。それでも、部下を

飲みに連れて行って労ったり、休日には家族でバーベ

キューや動物園に出かけて楽しんだりと、職場でも家

庭でも人間関係を大切にしていた。体は疲れていても、

人と一緒にいることは A さんにとって喜びだったので

ある。また、東京都内の賃貸マンションを引き払い、

B 県に⑤念願の分譲マンションを３５年ローンで購入した

のがこの頃であった。通勤時間が長くなったが、A

さんは「マイ・ホームを手に入れた喜びに比べたら、

通勤なんて苦にならない」と周囲に語り、通勤時間は

好きな語学の勉強に充てるようになった。

�ストレス状態：警告反応期
仕事に精を出したおかげで、① A さんはその会社で

は異例の若さである３９歳で係長に昇進した。管理職と

は言っても、所謂「プレイング・マネージャー」で、

現場に立ちながらマネジメントもするため、主任時代

よりも忙しくなった。A さんが調子を崩したのはこの

頃からである。慢性的な睡眠不足であるにもかかわら

ず、②寝床に就いても寝付けず、やっと寝付いたと思

うと今度は２時間おきに目が覚めてしまう。そんな具

合なので、朝から疲れた状態で通勤する日々が続いた。

それまでは苦にならなかった通勤が非常に辛いものに

なってきた。ある日、③ A さんは通勤途中で激しい動

悸と何とも言えぬ気分の悪さに襲われ、冷や汗をかき

ながら途中下車して一休みをした。ホームで飲み物を

買って、一息つくと落ち着いたので、医者にかかるこ

ともせず、再び忙しい仕事生活に戻って行った。しか

し、それ以後、A さんは「④また電車の中で急に具合

が悪くなるのではないか」という不安を常に抱えるよ

うになり、通勤時間に語学の勉強をするどころではな

くなった。

⑤眠れない状態が続いたため、A さんは寝酒を飲む

ようになった。最初の頃こそ、ウィスキーのシングル

を１杯も飲めばぐっすり眠れるようになったが、次第

に１杯では効かなくなり、酒量が増して行った。ひど

い時には二日酔い状態で出社し、会議で居眠りをして

しまったこともあった。⑥食欲もなくなり、周囲も気

づくほど痩せてしまったが、A さんは「メタボ対策の

効果が出た」と軽口を叩いていた。しかし、⑦仕事上

の凡ミスが続き、見かねた上司が面談をすると、A

さんは体調が悪いことを打ち明けた。そこで、社内の

嘱託の内科専門の産業医の診察を受ける事となった。

A さんが眠れないことを訴えると、⑧産業医は社外の

精神科の受診を勧めたが、A さんは忙しいことを理由

にそれを頑なに拒否した。止む無く産業医は睡眠導入

剤を処方し、「これでも改善されなければ必ず精神科に

かかるように」と助言した。しかし、睡眠導入剤が効

いたのは僅か３日だけであった。結局、再びウィスキ

ーを大量に飲んで床に就くようになった。そして、産

業医から連絡があっても、多忙を理由に受診しなくなっ

てしまった。

�ストレス状態：抵抗期
明らかに集中力と判断力が低下して、以前であれば

１時間でできた仕事に倍もの時間がかかるようになっ

てしまったが、A さんは周囲には気づかれまいと必死

で取り繕った。仕事の効率は下がり、それを①残業や

休日出勤等で補った。苦しみながら大きな仕事を終え
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て A さんは久しぶりに達成感を味わったが、上司はそ

の仕事をあまり高く評価しなかったため、A さんは非

常に落胆した。②落胆は次第に怒りに替わり、部下と

の飲み会で「あんな上司がいては会社がダメになる」

と息巻いて、周囲の者は「温厚な A さんが怒鳴るなん

て」と驚いた。

家庭では、妻も心配して声をかけていたが、酔って

声を荒げるAさんに対して次第に距離を取るようになっ

ていった。③ A さんから家族に関わることもほどんど

無くなり、子ども達も、特に中学生の長女は A さんを

毛嫌いして反抗的な態度を取るようになった。A さん

には妻の態度も子ども達の態度も気に入らず、「誰のお

かげで飯が食えると思ってるんだ」と怒鳴ることもし

ばしばあった。

そんな折、④Aさんの元に大学時代の親友が亡くなっ

たという連絡が入った。通夜に駆けつけると、縊首に

よる自殺だったと聞かされた。通夜から葬式にかけて、

その親友が亡くなる直前の様子を色々と聞かされたが、

A さんは自分のことを言われているようで、居た堪れ

ない気持ちになった。

その後もウィスキーを飲んで寝て仕事に出るという

生活を続けていたが、A さんの頭の中は常に親友の自

殺のことでいっぱいだった。そして、いつしか自分も

その親友と同じく自殺をするだろうと考えるようになっ

た。しかし、⑤部下や妻に親友の自殺について話をし

て、「俺もヤバいかな」と冗談めかして言っても、周囲

からは「変なこと言わないで」という返事しか帰って

はこなかった。

�ストレス状態：疲憊期
食欲もなく、大量に飲酒して寝る生活が半年も続く

と、A さんはもはや疲れ切って仕事のミスを取り繕う

どころではなくなっていた。青白い浮腫んだ顔で生気

が無くガリガリに痩せ衰えた姿は明らかに異様で、誰

から見ても A さんの健康状態は異常であった。①上司

に促されて、抵抗する気力もなく、再び産業医の元を

訪れると、すぐさま精神科を紹介された。精神科医は

「うつ病」と診断を下し、まずは１ヶ月間の休職をす

るよう勧めた。これに対しても A さんは抵抗するでも

なく、素直に従った。

精神科では抗うつ剤をはじめとして複数の薬が処方

され、A さんは素直にそれを飲み始めた。飲酒は厳禁

と言われ、妻が A さんに禁酒を守らせた。この一ヶ月

間はただただ布団で横臥する日々であった。しかし、

眠れるようになると、気力も回復し、体調も整ってき

た。落ち着いた気持ちで、妻や子ども達に怒鳴ったこ

とを詫びると、家族は泣きながら「お父さんは頑固だ

から、弱みを見せないで病気になってしまった。今は

ゆっくり休んで早く良くなって」といたわってくれた。

１ケ月の休職期間が終わろうとしたが、② A さんは

「だいぶ良くはなったが、まだまだ疲れが取れない」

と訴え、上司とも相談をして更に３ヶ月の休職をする

こととなった。また、精神科医からカウンセラーの元

にカウンセリングの依頼があり、③ A さんもカウンセ

リングを受けることに同意をし、週に１回５０分のカウ

ンセリングが始まった。

�ストレス状態からの回復期
休職して都合２ヶ月が過ぎると、薬物療法の効果が

出て、家での静養も効果も出た。気分もすっきりし、

体調も良くなり、食欲が出て、笑顔が目に見えて増え

た。家族で食事に出かけたり、温泉旅行に出かけたり

もした。① A さんはカウンセリング開始時は非常に寡

黙であったが、次第に今までの苦しみを語るようになっ

た。過去の話を情感豊かに語ることができるようになっ

ていった。妻はカウンセリングには同席しなかったが、

カウンセラーに「夫は元気だった頃の話し方に戻った」

と語った。②復職の時期が近付くと、A さん自身は

「やる気満々」といった状態であったが、カウンセラ

ーとしてはその元気さが却って不安であり、今後の方

針を決めかねていた。そこで、③カウンセラーは A

さんの同意を得て、筆者にコンサルテーションを求め

て来たのである。コンサルテーションの結果、カウン

セラーからAさんに復職に際して３割勤務（職場に行っ

て挨拶してお茶を飲んで帰る程度の勤務）をまずは１

ヶ月間続けるという条件を出した。A さんはこれに激

しく抵抗したが、主治医と上司も条件付き出勤を強く

主張したため、A さんも渋々同意した。しかし、④ A

さんは５割勤務（半日出勤で少しだけ仕事をする程度

の勤務）を譲らず、結局 A さんの意見を尊重して１ヶ

月間の５割勤務から復職するということになった。復

職後も週に１回のカウンセリングは継続することとなっ

た。

�ストレス状態：危機を招く難問発生状況
Aさんは、診察やカウンセリングでは「やる気満々」

であったが、実際に職場に復帰してみると、「これから

またやっていけるだろうか」という不安でいっぱいに

３

２３



なってしまった。結局、①１ヶ月間の５割勤務はビク

ビクオドオドしながらの勤務となったのであった。カ

ウンセラーは「それは当然のことであって、不安にな

りながら進めた方が慎重で良い」と説明をすると、A

さんも「そんなものなんですね」と納得をしていた。

職場の部下や同僚も A さんの元々の人柄を知っている

ので、皆が温かく A さんの復職を受け止めてくれた。

そして、もう１ヶ月間、５割勤務を行った後、７割勤

務（お昼をはさんで午後に雑用を少し片づけて帰る程

度の勤務）へと移ったのである。カウンセラーが A

さんと一緒に立てた復職プランでは、この７割勤務を

３ヶ月続けて調子が良いようならば、８割勤務（ほぼ

通常の勤務に近い程度だが残業は絶対にしない勤務）

を３ヶ月続けて、それでも調子が良いようならば、完

全復職というものであった。

さて、７割勤務が２ヶ月を過ぎた頃には A さんも安

心して職場に通うことが出来る様になっており、しか

し、それが却って A さんにも周囲の人にも「欲」を出

させることとなってしまった。② A さんは７割勤務中

に、カウンセラーにも主治医にも内緒で通常勤務に近

い勤務体制を勝手に取ってしまっていたのである。時

には残業までしていたとのことであった。そこで A

さんは自ら大きな仕事を引き受け、最初こそ心配して

いた上司も A さんが着々と仕事をこなす姿を見て、そ

の仕事を完全に A さんに任せてしまったのである。そ

うなると、７割勤務では時間的に追いつかず、７割勤

務の３ヶ月目にはほぼ通常勤務をしていたのである。

A さんにとっては、汚名返上・名誉挽回のための必死

の策であり、上司にまで A さんのその状況をカウンセ

ラーや主治医に知らせることを口止めしていたのであっ

た。

しかし、やはり本調子ではないので、思うように仕

事が進まなくなり、③またしても眠れない日々が続く

ようになってしまい、④アルコールと処方薬を一緒に

飲むという禁止事項までやるようになってしまった。

A さんの様子がおかしくなってきたことに今度は妻も

部下も敏感に気づいたが、A さんは従来の「大丈夫、

大丈夫」という軽口を叩くばかりで、部下には「上の

者に余計なことを言うんじゃないぞ」とやはり口止め

をしたのである。しかし、こうした秘密づくりは、結

果的に A さん自身のプレッシャーを増すばかりで、逃

げ道を自分から塞ぐような状況となってしまったので

あった。

�ストレス状態：危機への結実因子
部下が進言するまでもなく、上司は A さんが仕事を

こなせていないことに気が付いた。そして、A さんに

無理をしないようにと助言をしたのだが、この時、A

さんは「大丈夫ですから」と上司に食ってかかり、あ

くまでその仕事を自分が引き受けると宣言をした。し

かし、①仕事のタイムリミットを勘案して、上司は A

さんにはその仕事を締切までに仕上げることはできな

いと判断し、A さんと話し合うことをせずに、一方的

にその仕事の担当者を A さんの部下である主任に変更

してしまったのである。A さんは汚名返上・名誉挽回

どころか、メンツを潰されて恥ずかしいという思いと、

そんなにも自分は無能なのかという思いに圧倒されて

しまい、無断欠勤をするようになってしまった。

�危機状態
しかし、ひとたび秘密を作ってしまったがために、

妻にもカウンセラーにも主治医にも自己判断で仕事を

進めてしまったこと等を打ち明けることができず、朝、

出勤するふりをして家を出て、喫茶店で無為に過ごす

という状態が１週間ほど続いたのであった。この時の

A さんには父親と親友の自殺ばかりが思い出された。

父親と親友の命日は奇しくも近い日であり、そして、

①父親の命日に A さんは失踪してしまったのである。

妻は心配だけれども大人であるし暫くすれば帰ってく

ると信じたいようであったが、カウンセラーと主治医

に説得され、すぐさま捜索願を届け出た。しかし、家

族も会社も A さんと全く連絡を取れない状態が１ヶ月

も続いた。

誰もが最悪の事態を考え始めたある日、A さんから

妻に電話が入った。「どこにいるの？」と問いただす妻

を無視して、A さんは家族と会社に迷惑をかけたこと

を詫びた。妻の話によると②Aさんは呂律が回らず酔っ

ぱらっているようだったが、話しぶりは妙に落ち着い

ていて、そのことが却って恐ろしかったという。③必

死に A さんに帰ってきてもらいたいと妻が伝え続ける

と、A さんは泣きながら「もう死ぬしか方法はない」

と訴えるものの、どこか妻の慰めの言葉を待っている

ようでもあったという。結局、A さんは「明日、青木

ヶ原の樹海で首を吊る」と言って電話を切ってしまっ

た。

妻はすぐさま現地に駆け付け、地元の警察官に事情

を話し、一緒に捜索をしてもらった。半日探し回った

ところで、うずくまって凍えている A さんを無事に保
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護したのであった。A さんの話によると、④首を吊る

ために用意した紐が切れてしまい、地面に落下して足

首を痛め、そのまま動けずにいたとのことである。す

ぐさま、救急車で病院に運ばれ、片足首の複雑骨折と

診断された。その後、A さんの自宅近くの病院に移り、

１ヶ月の入院となった。

�危機介入
①筆者はコンサルタントとしてカウンセラーにカウ

ンセリングを集中的に行うことを提案し、カウンセラ

ーは A さんの入院先の病院の許可を得て、その病院内

で週に３回のカウンセリングを実施した。②カウンセ

ラーは入院直後の A さんが妙に明るいので訝しんだ。

しかし、③退院が近付くと、A さんはカウンセラーに

沈痛な面持ちで「もはや会社に戻ることはできない。

何もかも自信がない。家族ともうまくやっていけない。

…やはり死ぬしかない」と涙ながらに不安を訴えるよ

うになった。退院後は、会社も対応に苦慮し、取り敢

えず更に１ヶ月間の休職とした。自宅に戻っても、A

さんは「会社に迷惑をかけたから辞めるしかない。も

うお前たちを養っていけない。申し訳ないが子ども達

の養育費も出せない。こんな不甲斐ない自分は死ぬし

かないのだ」と言い張っては、妻を困らせた。一方、

会社も元の部署に復帰させるべきかどうか困っていた。

④妻と上司から相談を受けたカウンセラーも行き詰っ

てしまい、コンサルタントである筆者にアドバイスを

乞うてきた。

�新しい対処方法の拡充期
筆者はコンサルタントとして、カウンセラーに以下

のように段階的に進めるべきことをアドバイスした。

第１ステップ：A さんのうつ病が再発しているので主

治医と共にうつ病の治療を第一に行うこと、つまり、

A さんの休職を延長して静養させながら薬物療法とカ

ウンセリングを継続すること。第２ステップ：A さん

の会社に対する本音と会社のAさんに対する本音をしっ

かり聴き取ること。第３ステップ：カウンセラー同席

の元で A さんと上司が話し合う時間を設けること。①

カウンセラーはまずは「うつ状態にある時には重大な

判断は保留すること。また、辛いけれども今までの経

過を振り返りましょう」と粘り強く A さんを説得した。

最初は「死ぬしかない」の一点張りだった A さんだが、

日が経つにつれ、「実家に帰って農業でもやるか」とか

「子どもの成長を見届けたい」等カウンセリングでの

話に幅が出てくるようになった。A さんは家庭では、

「家族の皆に迷惑をかけてごめんな。仕事のことぐら

いで死のうなんて、お父さんが馬鹿だった。何があっ

てももう『死のう』なんて思わないよ。つらくなった

ら家族である皆に相談するよ」と宣言をしたとのこと

であった。②この頃から、A さんはカウンセラーや上

司や家族に弱音を吐くようになった。

続いて、主治医から見てもうつ状態が軽快してきた

頃を見計らって、カウンセラーは A さんに会社に対す

る本音を問うた。すると、A さんは「せっかく入った

会社なので辞めたくはない。但し、こんなトラブルを

起こしておいて、どんな顔で会社に出向いたものか…」

と本音を打ち明けた。カウンセラーは、A さんの許可

を得て上司と面談をし、会社側の A さんに対する本音

を聴きだした。上司の話によると、会社側は「A さん

の能力も人柄も高く買っている。但し、元の部署に戻

すことは会社としても恐ろしくて出来ない。そこで、

系列会社に出向させて、そこで係長とする案が出てい

るが、そうすると給与が下がってしまい、実質的な降

格に相当するので A さんのプライドを傷つけるだけな

のではないかと心配もしている」とのことであった。

続いて、カウンセラーは、A さん、上司、人事部長

を交えての面談を提案し、実施した。A さんがおずお

ずと「会社は辞めたくないが、迷惑をかけた以上、そ

れなりの処分は覚悟している」と述べると、③人事部

長は「あくまで病気のせいなのだから、処分などしな

い。元の部署に帰りたいか？それとも系列会社に行っ

てみないか？そこはデータを扱う仕事ではなく、あな

たの得意な人と関わる仕事。但し、本社勤務に比べて

給与はかなり下がってしまう。また、会社としてはあ

なたの能力を高く買っている。将来的には、本社に戻っ

てきて欲しい」と率直に A さんに伝えた。A さんは

「少し考えさせてください」と述べ、会社への回答は

一週間後となった。

Aさんは主治医に「うつ病というものは治るのでしょ

うか？またあんな状態になるのだとしたら、会社には

戻れない」と打ち明けた。④主治医は「まずは、自己

判断で薬を止めたりせず、私が『そろそろ薬を減らし

ましょう』とか『そろそろ薬を止めましょう』と声を

かけますから、焦らずに待っていてください。そして、

考え方の癖とか行動の癖を改善するために、カウンセ

リングを継続してください。そうしていればまず再発

はあり得ない」とアドバイスした。⑤主治医の話を傍

らで聴いていた妻が「私が服薬やカウンセリングのス
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ケジュールの管理をするから、まかせておいて」と言

うと、A さんは「ありがとな、これからはまずはお前

に弱音を吐くよ」と苦笑いをした。また、⑥ A さんは

カウンセラーに、「実は私は相手が男性だと身構えてし

まう。その場では『はいはい』と頷いていても、心の

中では『自分の判断の方が正しい』と考えてしまって

いた。振り返れば、職場でも家庭でもカウンセリング

でも虚勢を張っていたんですね。これからは相手に素

直に心を開こうと思います」と語ったのであった。

�より健康的な平衡状態
① A さんは「系列会社に出向する」という結論を出

した。元の部署に荷物の整理をしに行き、挨拶をした

時には声が震えたと言うが、「皆が『体調には気を付け

て。無理をしないで』と気遣ってくれたことが、本当

に有り難かった」と語った。そして、A さんは新しい

職場では３ヶ月の７割勤務からスタートし、その後本

格的に復職をし、②復職後１年続いたカウンセリング

も終結となり、その後数年間、何事もなく過ごしてい

る。

�プリベンションのためのポストベンション
① A さんにまつわる一連の出来事は、会社全体を大

きく揺さぶった。特に人事部は「人一倍元気に見えた

人がメンタルヘルス不全になってしまったということ

は、私たち働く者の誰もがそう成り得るということだ」

と認識を持つに至った。そこで、人事部は、筆者を講

師として招いて、まずは②管理者を対象に「メンタル

ヘルス研修会」を開催した。続いて、本社内にあるホ

ールを開放して、社員のみならず一般の人も受講可能

として、「メンタルヘルス講演会」を開催した。これに

は多くの社員が参加し、配偶者同伴で受講した者も多

く見られた。更に、産業医からの提言もあり、③外部

EAP との提携を検討中であるとのことであった。

２。自殺を図る者の心理と行動に関する考察

�問題の予兆を孕んでいる時期
A さんが関わった人物の関係を図１に示す。この図

を見て社会心理学の有名な図を思い返した人もいるで

あろう。この図は社会心理学者のロバート・カーン（R.

L.Kahn）とトニー・アントヌッチ（T.C.Antonucci）に

よる「コンボイモデル（convoy model）」を援用して作

成したものである。人間の一生にはここに書き出した

以上の援助者すなわち「人生の護衛団（convoys over

the life course）」が必ず存在するのである。この事例

に際しては、筆者とカウンセラーがコンサルタントの

体制を組み、カウンセラーと A さんはカウンセリング

の体制を組んだ。そして、カウンセラーが中心となっ

て「連携：リエゾン（liaison）」の体制が組まれたので

ある。

さて、人は問題が生じる前からその予兆ともいうべ

きものを持っている場合がある。そのため、心理臨床

においてはクライエントの成育歴や性格傾向や行動パ

ターンを十分に把握するのだが、A さんの場合はどう

であっただろうか。①自殺は遺伝するのであろうか。

自殺という破滅的な行動を取らせる遺伝子の存在は解

明されていないが、うつ傾向、アルコール依存傾向、

衝動性が高い傾向等は遺伝するであろう。また、身近

な人の自殺を学習してしまい、同じ死に方（A さんの

場合は縊首）を選ぶということも考えられる。日本を

代表する自殺予防の研究者である精神科医の高橋祥友

（２００４）は、臨床の現場では“自殺の危険の高い子ども

の後ろには、自殺の危険の高い親がいる”もしくは“自

殺の危険の高い親の後ろには、自殺の危険の高い子ど

もがいる”という認識が必要であると説いている。②

「大丈夫、何とかなる」という楽観的な考えは時には

大切なのだが、現状と対決せずに回避しているとも解

釈することができる。「時が解決してくれる」とか「い

つの間にか良くなる」という発想だけでは、問題が生

じた時の対処スキルが開発されないという事態を招き

得るので注意が必要である。

図１．Aさんの危機とその援助
（カーンとアントヌッチのモデルを基に作成）

③精神分析の立場を取らずとも、「転移（transfer-

ence）」と「逆転移（counter transference）」について

カウンセラーは熟知している必要がある。A さんは、
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後の供述でも明らかになったが、自分より年下の男性

のカウンセラーに対しても転移感情を抱き、表面上は

従順な素振りを見せながらも内心では反発していたの

であり、それを敏感に感じ取ったカウンセラーもまた

A さんに内心では反発していたのであった。治療関係

の恐ろしさは、その関係性の中にあってはそれがそう

とは気づかないことである。筆者がコンサルタントと

して転移と逆転移を指摘した時に、カウンセラーが「腑

に落ちた」と振り返ることができたのは幸いであった。

④「大丈夫、大丈夫」というアバウトな性格なのであ

るから、この仕事は A さんにとっては適性のないもの

であったと言える。⑤「うつ病（depression）」では

「統合失調症（schizophrenia）」のような派手な妄想は

抱かないが微小な妄想を抱く事が多々ある。A さんは

うつ状態が悪化した時には「貧困妄想（delusion of

poverty）」がひどくなりカウンセリングにおいて頻繁

に「３５年ローンは無茶だった。払いきれない。破産す

るしかない」と激しい不安と焦燥感を訴えたのであっ

た。

�ストレス状態：警告反応期
セリエはストレス状態が時間の推移と共に発達的に

変化するとした。ストレス状態の最初の段階が警告反

応期である。言わば心と体が SOSのメッセージを発し

ている時期であり、この時期であれば「セルフケア

（self-care）」を行うことでよりひどい状態に至ること

を防ぐことができるのである。しかし、A さんの場合

は自分を構うよりも仕事を優先してしまったのであっ

た。①この時期に昇進をしたことは A さんにとって不

幸であった。我が国では「昇進うつ」とか「出世うつ」

と言う言葉があるほど、働き者にとって出世はストレ

スフルな出来事なのである。②警告反応期に最も現れ

やすいものが睡眠障害である。A さんの場合は、寝付

きの悪さに加えて、必要もないのに夜間に何度も目覚

めるという「中途覚醒（nocturnal awakening）」が生

じており、疲れているのに眠れないという状態に陥っ

てしまった。③この時に身体的検査をしていないので

判断しかねるが、心身の疲弊が「パニック発作（panic

attack）」を引き起こしたと考えられる。パニック発作

は身体的な問題ではなくストレスに由来する症候群で

ある。④このような不安を「予期不安（anticipatory

anxiety）」と言い、パニック発作そのものよりも人を苦

しめる。⑤不眠に対して寝酒という対処が取られるこ

とが多々あるが、アルコールは覚醒作用があるので、

余計に眠れなくなる。しかし、この対処にこだわって

いると酒量が増す結果となる。産業メンタルヘルスに

おいては「二日酔い状態で仕事に出る」という事態は

非常に危険な状態にあると判断すべきである。⑥成人

がダイエットをしている訳でもないのに周囲から見て

も明らかなほど痩せてしまった場合は、身体疾患か心

の病を想定すべきである。⑦うつ状態になると集中力

と判断力が低下してしまい、本来であればクリアでき

る仕事でミスをするようになってしまう。⑧我が国で

は未だに精神科受診に偏見を持っている場合が多く、

特に A さんのようなエリートコースを歩んでいる人ほ

ど「精神科なんかにかかったら、出世の道が閉ざされ

る」と思い込んでいる場合がある。

�ストレス状態：抵抗期
セリエはストレス状態において警告反応期を無視す

ると、抵抗期に入るとした。抵抗期では人はストレス

状態を我慢するようになってしまうのである。① A

さんも心身の警告に抵抗して無理をしてしまった。②

健康な精神状態であれば受け容れるはずの理不尽さに

対して、うつ状態になるとその耐性が弱まってしまう。

理不尽さを受け容れられないと、それは怒りや恨みに

代わる場合があり、人柄が変わってしまったように見

える時は心の病を想定すべきである。③うつ状態にあ

る人は助けを求めているにも関わらず、それとは裏腹

に人付き合いを拒絶する。④親友の自殺とは本当に悲

運としか言いようがないが、A さんの精神状態が健康

であれば仲間と共に乗り越えられたはずである。うつ

状態にある時には、お気に入りのコーヒーカップが割

れただけでも、絶望的な気分になってしまうものであ

る。⑤自殺を考えている人は必ず自殺をほのめかす。

しかし、冗談めかして言う場合が多いので、周囲の人

も本気にしないことが多々ある。

�ストレス状態：疲憊期
①ストレス状態が悪化し続け、うつ状態が最もひど

い時には、何もできない。周囲の助言や指導に抵抗す

ることもなく、ひたすら布団に横臥するような状態が

続く。更に言うならば、うつ状態が最もひどい時には、

自殺をする気力も体力もないのである。②ひどい状態

に懲りると、人はしばらくは慎重になる。実際、寝込

んでしまうほどのうつ病であれば、再発予防のために

も、回復後もしばらくの静養を取ることが無難である。

③うつ病自体は薬物療法と静養により回復しやすい。
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しかし、うつ状態になる思考パターンや行動パターン

が改善されなければ、再発しやすいので、薬物療法と

カウンセリングを併用することが大切である。

�ストレス状態からの回復期
① A さんが語りにくかったのは、カウンセリングに

おいて転移・逆転移が生じていたせいもあるのだが、

所謂「大の男」が特に悲しみや苦しみ等のネガティブ

な気持ちを言葉にすることは大変な労力を要する。し

かし、臨床社会心理学者のジョン・ハーヴェイ（J.

Harvey）（２００２）は、悲しみに言葉を与えることがその

人の人生の再生に繋がることを指摘しているし、臨床

心理学者のやまだようこ（２０００）は、“自分にとって深

い切実な体験であればあるほど、ことばにすることは

難しく、とても物語ることなどできないのがふつうで

す。（略）語れない、語りたくない、しかし、そういう

体験をするときほど、物語が必要になることもまた事

実でしょう。それが、幸せな物語よりも、不幸な物語

のほうが世の中にみちあふれている理由です。そして、

そういう体験をするときほど、私たちは孤独ではいら

れず、自分の体験を共有してくれる誰かを求めます”

と述べ、苦しみを言葉にしてそれを誰かと共有するこ

との大切さを説いている。こうした機能を持つ人と時

と場がカウンセリングなのである。②「大丈夫、大丈

夫」というこの元気さが正に A さんのこれまでの在り

方だったのだが、このパターンを繰り返したのでは破

綻は目に見えている。ここでカウンセラーが心配になっ

たのは、このカウンセラーが有能だったからである。

③コンサルテーション（consultation）とは、２人の専

門家の話し合いのことである。一方をコンサルタント

（consultant）と呼び、もう一方をコンサルティ（con-

sultee）と呼ぶ。コンサルタントとしての筆者は、カウ

ンセラーであるコンサルティの専門性を重視してその

力が十分に発揮できるようにアドバイスを行ったので

ある。④復職しても簡単な仕事では本人のプライドが

傷ついてしまうし、難しい仕事では本人が挫けてしま

う。この匙加減が非常に難しいと言える。

�ストレス状態：危機を招く難問発生状況
キャプランは、ストレス状態がピークに達した時の

ことを「危機（crisis）」としたが、危機に至るまでには

難しい問題が次々発生する状況が生じる。これを「難

問発生状況（hazardous environment）」とした。①ビ

クビクがあまりにひどいようならば、３割勤務にする

など、柔軟に復職プランを立て直す必要がある。②調

子が良くなってくると本人は汚名返上・名誉挽回とば

かりに必要以上に張り切ることがあるが、復職プラン

は崩さないほうが賢明である。また、治療者に対して

ひとたび秘密を作ってしまうと、嘘で塗り固めること

になり、精神衛生上も治療上も非常に好ましくない。

③再発においても睡眠障害が真っ先に現れる場合が多

い。④アルコールと向精神薬の同時服用は絶対にして

はならない「禁忌（contraindication）」である。薬理効

果が強まる等の予測不能の事態が生じうる。

�ストレス状態：危機への結実因子
キャプランは、難問に対して万策尽きた時に追い込

むような出来事が生じるとし、これを「結実因子（pre-

cipitating factor）」とした。①話し合いもなしに仕事を

取り上げられたことが、A さんを危機に追い込む結実

因子となった。この事態に対して A さんはもはや何も

手を打つことはできず、万策尽きた状態となったので

ある。

�危機状態
①心理的な危機状態の中で失踪することを「遁走

（fugue）」と呼ぶ。これは「逃げ出す」等という生易

しいものではなく、「解離（dissociation）」と言って、

記憶が欠落したり感情の鈍麻が現れたりといった精神

症状を伴うのである。A さんも遁走中の記憶が曖昧で、

「気が付いたらホテルで酒を飲んでいた」と語ったと

いう。②飲酒は「タガを外す」という作用がある。つ

まり、衝動性が亢進されそれに抗いきれなくなるので

あり、自殺の危険性が増す。③自殺を企てる人は「今

の絶望的な状況から抜け出すこと」が目的であって、

「死ぬこと」を目的には決してしていない。妻に電話

をかけて寄こしたのも「生きたい。助けて欲しい」と

いうメッセージだったのである。④自殺を企てる人は

身近な人の自殺方法を真似る場合が多い。A さんの場

合は父親と親友の縊首であるが、自殺の“手段の選択

には無意識的な心理が関連する”（高橋、２００４）。また、

このように未遂で終わったことは A さんにとって本当

に幸いであった。心無い人は「自殺未遂者はどうせ死

ぬつもりなどない。A さんもわざと切れやすい紐を用

意したのだろう」等とうがった見方をする場合がある

が、自殺が未遂に終わったのは「些細な偶然に左右さ

れた幸運な結果」と考えるべきである。なぜなら、自

殺が遂行されてしまえば、まさに「取り返しがつかな
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い」からである。

�危機介入
A さんの危機状態は何も改善されていない。自殺未

遂後も危機は尚も続くのであり、この時期を逃さずに

「危機介入（crisis intervention）」を行うべきである。

①高橋（２００４）によると、“自殺未遂に及んだ人は、そ

うでない人に比べて、もしも何らかの適切な手立てが

取られなければ、今後も同じような行動を繰り返して、

結局、自殺で命を失ってしまう率がかなり高い”ので

ある。カウンセラーは「A さんもこれに懲りてもう馬

鹿な真似はしないだろう」と考えたのであるが、筆者

はカウンセラーに自殺未遂直後だからこその「集中的

な治療（intensive therapy）」の必要性を説いた。例え

病院の中であっても、首を吊ろうと思えばいくらでも

出来るのである。②筆者も自身でカウンセリングを行っ

た自殺未遂の事例で経験しているが、自殺未遂直後の

人の中には妙にハイテンションになる人がいる。高橋

（２００４）も妙に明るく振る舞ったり、昂揚感さえ覚え

ている人がいると報告しており、更に、太宰治の自伝

的小説『道化の華』の一節を紹介している。心中を図

り自分だけ生き残った男性が病室で友人とトランプに

興じ、冗談を言い合っているという場面である。しか

し、援助者は、自殺未遂者のこうした言動に騙されて

はならない。その証拠に、④ A さんは退院すなわち現

実を前にすると再び「希死念慮（suicidal idea）」を抱

くようになってしまった。④命は掛け替えが無い。援

助者が自殺の恐れのある人を一人で抱え込んだ挙句に、

自殺が遂行されてしまったら、その援助者もまた自殺

してしまう可能性すらある。重篤な事例に際して、カ

ウンセラーはコンサルタントやスーパーヴァイザー（su-

pervisor）からアドバイスを受けながら援助を進めるべ

きである。

�新しい対処方法の拡充期
危機状態から脱出するためには、問題に対して今ま

でとは違う「対処方法（coping skill）」が使えるように

なる必要がある。①まずはうつ病治療を優先させて、

うつ状態が改善されて来たら、A さんの「大丈夫、何

とかなる」という熟慮のなさや、アルコールによる葛

藤回避や、対男性に対する過度な身構えや、プライド

を保つために嘘で塗り固めてしまう等の従来の対処方

法を見直したのである。②これまでの人生で「明るい

リーダー」を演じてきたAさんであったが、「弱音を吐

く＝苦しさを訴える」という新しい対処方法を身に付

けたのであった。③長引く不況の折、このような寛大

な会社は少ない。現状としては、会社側は暗に退職を

仄めかし、本人も居づらくて退職してしまうことの方

が多いだろう。その場合にあっても、カウンセラーは

本人が自立して歩んで行けるような援助をする必要が

ある。④主治医の説得により、A さんの治療へのコン

プライアンス（compliance）が向上し、アドヒアランス

（adherence）の姿勢で自らも治療に参加するように

なった。⑤社会生理学者のトーマス・ホームズ（T.H.

Holmes）の研究によると、強いストレスを生じさせる

ライフイベントの上位３位までが配偶者とのネガティ

ブな関係であった。配偶者が本人と敵対すると事態は

非常に難しくなる。逆に言うと配偶者ほど心強い味方

はいないのである。⑥父親との関係は A さんにとって

言わば「トラウマ（trauma）」であり、トラウマは「反

復（repetition）」されやすく、持続的にその人を苦しめ

やすい。しかし、A さんはカウンセリングによって

「内省（reflection）」が促され、自らの人間関係の在り

方の根源を見つめ直し、トラウマの反復を克服すると

宣言したのである。

�より健康的な平衡状態
①現実的な選択肢の中から本人が主体的に選んだ結

果であれば後悔は少ない。②カウンセラーは「また何

かあったらいつでもいらっしゃい」と声をかけたとの

ことで、「オープンエンド（open end）」である。また、

終結後のある日、カウンセラーの元に A さんから「ス

マイルマーク」が描かれ「順調」とだけ書かれた葉書

が届いたとのことである。A さんが危機を乗り越えて

成長した様子が伺える。

�プリベンションのためのポストベンション
①高橋（２００４）によると、自殺者が一人出ると、そ

の人に近い５人に非常に強いインパクトを与えると言

う。更に、その５人に近い人にもインパクトを与える

としたら、１００人規模の事業所全体が揺さぶられること

になる。②筆者の経験上、まずは管理者にメンタルヘ

ルスの実情を知ってもらい、トップダウン式の気遣い

をすることが有効である。ボトムアップ式に現場の者

が苦しみを上の者に伝えても、上の者は「仕事に苦し

みはつきものだ」と片づけてしまう場合があるからで

ある。③「EAP（employee assistance program）」と

は従業員が利用できる産業カウンセリング等のメンタ
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ルヘルスサービスのことである。事業所内部にカウン

セラーを配置する場合もあるが、日本では外部機関に

委託する場合が多い。さて、自殺においては事前予防

すなわち「プリベンション（prevention）」が最も大切

である。なぜなら死は取り返しがつかない事態なので、

その場その時の介入すなわち「インターベンション（in-

tervention）」の実施が困難だからである。プリベンショ

ンと同じく重要であるのが事後対応すなわち「ポスト

ベンション（postvention）」である。本節冒頭で述べた

ように自殺あるいは自殺未遂は周囲に多大な影響を及

ぼすため、ポストベンションをしっかり行うことが重

要である。筆者は１００人規模の事業所で全従業員を対象

としたポストベンションを何度か行ったことがあるが

（数回に分けて全従業員に実施するのである）、参加者

からは「同僚が自殺をして会社に不信感を抱いていた

が、事後対応をしてくれて幾分解消された」とか「顔

見知りの人が自殺して、何故だか毎晩涙が止まらなく

なったが、それは当然の反応と聞いて安心した」とか

「自殺をタブー視して誰もが触れない話題となってい

たため、職場の雰囲気が徒に重苦しくなっていたが、

自殺の問題を直視してその重みを正当に受け止められ

るようになった」等の意見が寄せられた。

おわりに：自殺予防に向けて

本稿で紹介した A さんはストレス状態が悪化し続け、

うつ病になってしまった。実際、内閣府（２０１１）の分

析によると、２０１０年度において自殺の原因・動機が分

かった場合、「健康問題」が最も多く６７．０％で、次いで

「経済・生活問題」が３１．６％であった。「健康問題」の

内容については、「病気の悩み・影響（うつ病）」が

４４．４％と最も高かった。うつ病に関しては、医療機関

を受診していない場合も多いので、未受診者を含める

とこのパーセンテージはもっと高くなることは容易に

予想される。産業の現場ではメンタルヘルス不全者を

的確に把握して、早期に介入をすべきである。そのた

めには、メンタルヘルスの不全を「甘え」や「怠け」

等と見なす偏見をなくし、心身の不調を抵抗なく打ち

明けられる職場風土が必要である。

考察の最後に述べたように、自殺問題への取り組み

で最も重要であるのは事前予防である。ストレス状態

の多くがうつ状態を引き起こすのであるが、ストレス

状態の推移と危機状態の発生および理想的な介入時期

についてのモデルを図２として示す。

ストレス状態およびうつ状態は、比較的、誰もがな

りやすく、また一時的な問題として過ぎ去ってしまう

場合も多い。しかし、ストレスフルな環境要因が改善

されないままでいると、うつ病にまで至ってしまうこ

とも大いにあり得る。そして、うつ病（ストレス状態

の疲憊期に相当する）からの回復には多大な援助を必

要とする。従って、問題を解決しやすい初期段階であ

るストレス状態およびうつ状態の時期に介入がなされ

るべきである。また、うつ病は必ず治る病気であるが、

回復期で少し元気が出てきた時こそ、自殺を決行して

しまう恐れがあることを十分に関係者は把握しておく

必要がある。

命は掛け替えがなく、自殺は取り返しのつかない事

態である。大勢の人が働く大企業であっても、小規模

の事業所であっても、１人でも自殺者を出してはなら

ない。対策として重要なことは、プリベンション・イ

ンターベンション・ポストベンションの体制を組織が

しっかり打ち立てることと、メンタルヘルス不全者に

対するケアを複数の援助者が連携してしっかり実施す

ることである。

図２．ストレス状態の継時変化と援助のポイント
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はじめに

Risk とはその発生予見が可能な事象のことであり、

今日、保険・医療・介護・産業など様々な分野でこの

Riskという概念が扱われ、その分野におけるRisk対処

への研究が行われている。日常生活上にも様々な Risk

が存在し、人々は Riskからの被害の程度を自ら想定し、

日常生活を営んでいる。自らで対処出来る Riskであれ

ばその対処を自ら行うこともあれば、Risk の中には、

一度発生すると、生活環境自体の変化・転換を余儀な

くされる事象も存在する。そのような Riskに対しては、

Risk 被害を被る当事者の、その生活環境（地域）への

愛着と、Risk をコントロール出来る専門者から提示さ

れる対策への理解（リスクコミュニケーションの場に

おける双方の理解）が、具体的な対処策を決定してい

く大きな要因となっていると考えられる。特に東日本

大震災以後の日本国内においては、この Riskへの対処

が想定される事態が数多く発生している。地震の発生

に伴う津波や土砂崩れによる被害など、過去の歴史や

教訓から被害を最小限に抑えることの出来た事例が存

在する。しかし、今回の震災に関しては原子力災害の

発生が世界的にも重篤な事態として存在しており、事

態の重大さをより一層際立たせている。この原子力災

害の発生に伴う被害というのは、その全てが Riskとし

て当初から当事者間において認識されていたかという

と、必ずしもそうとは限らない。

本研究では、Risk に該当する事象とそうではない事

象に対して、それぞれどのような対処が取られている

のか、事例を交えて報告する。また、本研究における

Riskの定義は、ベックの定義である、「人間生活上の営

みにおいて、自らの行動の責任に帰せされるもの」と

いう概念に準拠していく。

また、一般的な Risk学の定義を踏まえ、危険事象の

発生予測把握が可能な事象のことを「Risk」、発生予測

把握が出来ず突如現れる事象を「Danger」としている。

１．Risk 対処の基本形

Risk 対処の歴史としては、化学分野のおける１９７０年

代の発がん物質を中心にした、「有害な化学物質はゼロ

であるべきである」というゼロ志向の考えが生まれ、

そこから高い安全性が求められていったのが本格的な

研究の始まりである。発がん性など重篤度の高いと思

われる事象について該当する化学物質の量に関係なく、

その物質自体を管理し規制しようとするものであった。

この考え方は、ダイオキシンや環境ホルモンなど、「疑
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わしきは使わない」という「Riskゼロ」の考え方とし

て現在でも存在している。

しかし、この「Risk ゼロ」の考え方は、量的な影響

に関する情報がなくとも、完全に規制することが可能

であれば問題はない。だが、自然界にすでに存在する

物質の場合、どの程度の量であればどの様な危害が起

こるか、どの程度の量までなら許容できるかの判断が

必ずしも出来るわけではなく、対処目標や方策を定め

ることは困難である。

１９８０年代に入ってからは、「全ての化学物質は何らか

の有害性を有しており、有害になるか否かはその量に

依存する」という、「影響の量依存性」の考え方が議論

され始めた。この考え方とは、化学物質を単に発生の

土壌として存在する量的多さで判断するのではなく、

その化学物質が影響を受ける対象（対ヒト、対生態系、

対設備など）と、どの様な状況で接触しているかとい

う点を加味した影響の大きさを含めて評価し、その相

関の中で許容できない領域に存在するものを、何らか

の手段によって許容できるレベルまで下げようという

「Risk 管理」の考え方であった。つまり、どれだけ危

険性のある物質がそこに存在していようとも、その物

質に遭遇する可能性を低下することができれば安全は

確保できる。逆に、危険性のある物質が例え小さくと

も、遭遇する可能性が高い場合にはそれに対する対策

を講じる必要が出てくる。

これらの一連の方法が確立したのは、松崎早苗（２００２：

１０３８）によると、１９８３年の全米科学研究評議会報告の中

で使われていた用語や危機管理の流れが社会一般に浸

透していったのが、その始まりであるとしている。

その危機管理の流れというのが、Risk 解析である。

著者の以前の報告（長谷川武史２０１０a：３１）でも述べた

が、基本的な Risk対処は、３つの過程を経て行われて

いく（図１）。①「リスクアセスメント」による Risk

発生の要因と、発生時の損益把握に基づき、② Risk

の適切な制御方法を「リスクマネジメント」において

検討・決定し、③「リスクコミュニケーション」の場

において、Risk 事象を取り巻く関係者に対し、その決

定内容に妥当性があるかの協議、方向性の決定を行う。

リスクコミュニケーションにおいて決定された対処策

の実施結果を踏まえ、再度①「リスクアセスメント」

へ戻るという循環によって構成されている。

図１ リスク解析の流れ

Risk 解析を実施するうえで重要なのは、Risk事象の

発生を恐れて未然防止のみに終始するのではなく、具

体的な影響を可能な限り明らかにし、Riskを最大限許

容し得られる利益を最適化するほか、Risk解析の中で

生じる対処行動の蓄積やそれ自体の経験による対処能

力の向上等、循環から得られる恩恵を最大限享受する

ことである。つまり Risk解析は、知覚の困難さを補う

技術であり、１つの現象の要因と影響を可能な限り明

らかにしていく技術である。

人がとる行動とは、ある事柄に対する利益と損失の

バランスを考慮した結果である。毎日、接する様々な

事柄を瞬時に比較し、行動の取捨選択を行うことで人

は生活を営んでいる。Risk 解析とは、専門家のみが取

ることの出来る方法ではなく、人々が行う日々の行動

の判断と決定、それ自体も Risk 解析であるといえる。

２．Risk 被害者のRisk 事象への理解

（リスクコミュニケーション）

Risk 解析の一過程として取り上げたリスクコミュニ

ケーションであるが、この場が最終的な Risk解析の結

果を左右する場であり、Risk への対処策を決定づける

重要な過程である。リスクコミュニケーションとは、

片桐純平（１９９８：３）が指摘するように、正確な情報

を関係者全てが共有し相互に意思疎通を図ることであ

る。リスクコミュニケーションの場では、すべての人

が重要な役割を担う。実際にリスクアセスメントやリ

スクマネジメントを行う専門家はその結果や対応方法

を伝える情報の送り手として、一般の市民やマスメディ

アなどはその結果や提案に対する考えや、不安・不信

感などを表す情報の受け手である。同時にその受け手

側の情報を送り手側が知ることができることから、双

方向に対しての情報共有の場でもある。

リスクコミュニケーションの意義に関して、石原孝

二（２００４：９３－９４）は、専門家としてのバイアスがRisk
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判断には掛かってしまうため、広い視点による検討が

必要であるとしている。また、中西準子（２００５：２４４）

は、ある Riskに関して、実際の危険性、専門家の判断、

一般の判断は、実際の影響を中心に３つの円に表すこ

とができると述べている。実態としての Riskを A、専

門家が想定するRiskをB、一般の人が抱くRiskの大き

さを C とする。すると、C は B より大きく、B は A

より大きい円で表されるとしている（図２）。また、U.

Beckも、同様に１つのRiskが文化や立場、あるいは対

処検討過程を経ることで「ある者には竜のように大き

く、ある者にはミミズのように小さく現れる」（U.Beck

２００３：７７）というように、その Risk事象との関係で、

Risk への印象には多様性があることを述べている。

図２ 各関係者のRisk 影響の把握程度

また、船橋晴俊（２０１１）は、環境問題の視点から本

研究で捉えている Riskに関する指摘として、以下のよ

うに述べている。

・「新しい環境問題が出てきたとき、すぐに解決策が

見つかり、社会全体が合意して対策が進むほうが

珍しい。（中略）環境問題が見つかり、原因が絞り

こまれ、対策が進められる過程では、つねに論争

・対立がつきまとう。（１８５頁）」

・「新しい問題が注目を集め、研究が進み、対策が練

られるなかで、高度な知識や技能をもった専門家

と呼ばれる存在が出てくるのである（１８７頁）」

・「どんなに大きなリスクが潜んでいても、誰かがそ

こに問題があると声を上げない限り、そもそも問

題がないことになってしまう（１８８頁）」

船橋と中西の指摘を踏まえると、今まで想定してい

なかった新たな問題発生の場合や、分析するデータが

少ない場合は、Risk からの正確な影響を導き出すこと

が難しくなる。G.Smithら（２００３：３８）が「リスク嫌い

に関する傾向は自然かつ健全である」と述べているよ

うに、人間は基本的に Riskからの影響を過小評価する

よりは、余裕を持ち過大評価する傾向にある。この場

合の結果として、B「専門家の判断」を大きく見積もる

ことになり、それに伴いC「一般の判断」も大きくなり、

最終的に Risk被害者の不安を増大させることにつなが

る。そのような状態が当初あったとしても、次第に B

「専門家の判断」として Risk解析の結果等のデータや

経験の蓄積が進むにつれ、A「実際の影響」に近い大き

さまで B「専門家の判断」が接近し、Riskからの影響

が可能な限り詳細に把握出来ることで、適切な関わり

方が見えてくると考えられる。

またリスクコミュニケーションが適切に行われない

場合も、過剰な不安を与えた結果、C「一般の判断」が

大きくなってしまう。どのような Riskに対応する場合

も、C「一般の判断」が大きい場合、対処策の決定に際

して大きな影響を及ぼし、適切な Risk解析を行うこと

はできない。また情報を制限し、あるいは全く情報を

伝えない場合は、逆に Risk事象への認識自体が形成さ

れなく、Risk 被害者の問題意識や危機意識が形成され

ない可能性がある。正確なリスクコミュニケーション

の実施が Risk 解析においては非常に重要にある。

正確なリスクコミュニケーション方法の１つとして、

船橋（前掲）が述べている「環境破壊を克服するため

に必要な諸課題」の項目を援用することが出来るので

はないかと考えている（表１）。

この項目は、水俣病などの過去の公害問題を解決し

ていく条件として提示され、環境正義の概念、および

そこから導きだされる規範的諸原則を包括的に網羅し

ている。Risk 解析の視点からこの項目を見ると、リス

クアセスメントとして求められる発生要因と、発生時

の損益把握については、「A１」「A２」によって、リス

クマネジメントの場において求められる適切な制御方

法については、「B１」～「B４」、「C１」「C２」によっ

て、リスクコミュニケーションの場において求められ

る、関係者に対しての対処策の妥当性協議、方向性の

決定については、「C１」～「C２」および「D１」「D

２」の項目が、それに該当する。

公害問題にような被害が広範囲・長期間影響が持続

する Riskに対しては、上記の項目に対する明確な方法

・対策を示すことが出来れば、解決に向けて求められ

る Risk解析の内容が網羅されている。何らかの阻害要

因があるとすれば、この項目のいずれかに支障が生じ

ていると捉えることが出来る。その阻害要因が明確化

することにより、その後の Risk解析の中での課題が明

らかとなり、より効果的な対処策を用意していくこと
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が可能となる。さらに金森修（２００２：１０２４）によれば、

自発的な行動による Riskと非自発的な行動によるRisk

の許容レベルの差には大きな開きがあると指摘してい

る。被害が不特定多数に渡り、その原因が Risk被害者

自身とは帰結しない Riskの場合、心的な影響は増大す

る。中西が指摘していた各Risk関係者のRisk把握程度

を踏まえると、被害者側の認識と、専門家側の認識で

は相当な開きが出る可能性が高いが、Risk解析の流れ

を追って対処策を見出していくことに基本的には変わ

りはない。全ての Risk解析の場においてリスクコミュ

ニケーションは重要な場であることは前述しているが、

被害者と専門家での Risk事象への認識に相当の隔たり

がある場合、リスクコミュニケーションの場での対応

がより一層重視される。

３．予想出来る事象（Risk）と予想出来ない事象（Dan-

ger）

１つの事象が、「Risk」と認識される場合と、Risk

とは認識されず突如「Danger」として出現するには、

どのような違いがあるのだろうか。もう一度、Beck

（前掲：１５２）によるの定義を確認すると、「危険（本

研究でいう Danger）とは例えば天災のように人間の営

み、自己の責任とは無関係に外からやってくるもの、

外から襲うものである。それに対してリスク（本研究

では Risk）とは、例えば事故のように人間自身の営み

によって、まさに自らの責任に帰せられるものである」

と述べており、その発生起因を自らが左右できる事象

は「リスク（本報告では Risk）」、左右できない場合を

「危険（本報告では Danger）」としている。橘木俊詔

ら（２００７：３）は、U.Beck以降のリスク学の中で議論

の中心とされてきたのは、人間の作為とは関係なく発

生する自然現象に基づく Riskではなく、人為的な現象

に基づく Riskであったと述べている。しかし、地域生

活上の Risk発生およびその影響を考えた場合、自然災

害を起因とした Riskについてもその対処を検討してい

く必要があることを以前指摘した（長谷川武史２０１０b：

１３０）。自然環境からもたらされる災害等の事象であっ

たとしても、被害については、事前に防災として想起

できる事柄も存在する。地震のような発生が事前に予

見出来ない自然現象自体の発生低減や回避といった対

処は現段階では不可能であるが、その被害低減・防止

やその後の生活機能の低下防止といった事前対処は可

能である。

実際にどのような事例が Riskと危険という認識の違

いを生み出すのか、２０１１年３月１１日に発生した、東日

本大震災において福島県の状況が大きく変わった要因

である、東京電力福島第１原子力発電所のある大熊町

および双葉町と、計画的避難地域に指定された飯舘村

表１ 環境破壊を克服するために必要な諸課題（環境ガバナンスの実現）

（参照：船橋晴俊 編 「環境社会学」２４頁）

A 原因の究明

A１ 原因物質（病因物質）の明確化

A２ 汚染源あるいは責任主体の明確化

B 被害の防止

B１ 汚染食品の摂食禁止による直接的被害の防止

B２ 汚染の停止による直接的被害の防止

B３ （貧困や差別や偏見などの）派生的被害と派生的加害の防止

B４ （正当な補償要求の拒絶という形での）追加的加害と追加的被害の防止

C 被害からの回復

C１ 汚染された環境の浄化

C２ 被害者への補償と生活再建

C３ 加害者による謝罪

C４ 地域コミュニティーにおける和解

D 教訓を学ぶこと

D１ 同様の環境破壊の禁止

D２ 学ぶべき教訓の明確化とその伝達
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を例に述べていく。

原子力発電所が居住地域に存在することにより発生

が想起される事柄について、「原発Risk」と本研究では

設定する。この原発 Riskの認識に関して、大熊町およ

び双葉町では、それぞれの町と原子力発電所の今まで

関わりの中で形成されてきている。住民の原発に関す

る認識（原発 Risk）の変遷について、開沼博（２０１１）

によると、表２のように整理することが出来る。

建設開始期においては、原発からの恩恵が多く表面

化し、反対派の増発を抑えこむことが出来ていた。し

かし、原発運転開始後の社会情勢や世界での原子力に

よる事件・事故という世情の変化に合わせ、原発の負

の側面が露呈することになる。純粋な原発への信頼・

期待は薄まり、原子力と職員への根拠のない幻想的な

信頼を持ち続けるしかなくなってしまったことを開沼

は指摘している（開沼 前掲：２９３－２９４）。

建設時のリスクコミュニケーションとして、通常の

Risk 対応であれば、Riskの加害者・被害者となる者双

方が、同じ Risk事象に対して共通認識を持ち対処策を

検討していくところを、開沼（前掲：２９２頁）は、「中

央は世界有数の原子力技術の確率を望んでいる一方で、

ムラはそのようなことに関心はなく、むしろ中央にとっ

ては関心が二の次であるムラの維持・発展を考えてい

る」というように、明確な意見の合意があり、原子力

発電所がこの地域に作られたわけではなく、双方の利

点を原子力発電所建設から双方に異なる視点で見出し

た結果であると言える。

また、７０年代以降の反対運動が本格的に現れて以降

は、「推進派のみならず、反対派も、官産学政や反対派、

マスメディアも含めて、それぞれの意図はそれぞれに

あろうとも、意図せざる結果として原子力が安定的に

社会と共生していく条件が出来た」（開沼 前掲：２９８

頁）とまとめているほか、「加害／被害という２項対立

において、実は間にある「／」が不明確になり、加害

と被害がないまぜになったような、例えば、被害を受

けているはずの側がなぜか知らぬ間に加害の片棒を担

いでしまい自らで自らに加害することで社会を成立さ

せているような現象が少なからず存在する」（開沼 前

掲：１５頁）と、当時の原発を取り巻く環境を、反対派

の存在自体も、国の経済成長と密接に絡み合い原子力

技術が推進・継続されていくという動きや被害者自身

が、Risk 事象の枠組みの１つとして根深く関係してい

ることで、単純に拒否することが出来ない、出来にく

い土壌が作られていることを指摘している。

大矢根淳ら（２００７：１７６）も、「災害によって受ける影

響も、複雑な社会システムを媒介にしながら、多様な

かたちで思わぬ連鎖を繰り返しながら現れてくるので

ある。そこでは、被害を拡大させるのも、コントロー

ルするのも、グローバルな広がりをもつ不可視の巨大

なシステムであるとされる。」と述べ、現代社会の複雑

な状況を示している。

このように、Risk を想定する場面においては、第三

表２ 東京電力福島第１原子力発電所直近、福島県双葉郡大熊町および双葉町の原発Risk への関わり

（参考：開沼博「「フクシマ」論 原子力ムラはなぜ生まれたのか」 青土社 ２０１１）

１９６０年代原発建設開始前

雇用の確保、経済の安定化（減反による困窮、出稼ぎからの開放）への期待が大きかった。危険という

認識よりも生活環境の安定化を図ることができるとの期待。

原発建設開始

東電社員や下請け職員をターゲットにした飲食店・宿泊施設の増加。原発建設への人材需要と合わせそ

れを取り巻く商業の需要増による地元での雇用増加。原発建設の恩恵の享受。

原発完成→運転

原発を中心にした交通網の整備、村庁舎の改築、公共施設の整備等、生活環境の発展（都会文化の浸透）。

１９７０年代半ば～８０年代

反対運動の増加（公害問題、スリーマイル島、チェルノブイリ）、東電関係者と町民との溝（生活資源

（余暇活動）の分化）、風紀の悪化。
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者から見ると、Risk（例：放射性物質の飛散）としての

影響が非常に大きい考えられるものであっても、リス

クコミュニケーションの結果によっては、Riskの被害

者となり得る者にとっては、それ以上に魅力的なメリッ

ト（例：雇用や地域振興）が存在する場合がある（参

照：福島民報 コラム「今を生きる 原発事故の現場

から（２３）」２０１１年６月１４日）。

原発 Risk に関しては、さらに開沼（前掲：１１０）は、

清水修二（現：福島大学災害復興研究所長）の「奴隷

の知恵」という表現を引用して、原発や電力会社を欺

瞞的に捉えて生活していくよりも、町にもたらされる

交付金などの恩恵を受け、信頼して（信頼していくし

かない）生活していく方が安穏な生活を送ることがで

き、それが庶民の知恵（＝奴隷の知恵）であり、大熊

町および双葉町の住民意識の主流を占めていたとして

いる。また、JCO や浜岡原発での死傷者が出た事故後

においても、けがや病気の罹る確率の高い事象を取り

上げ比較し、「自らそれを無害なものへと自発的に処理

する力さえ持っている」（開沼 前掲：１１１）として、

政府や外部からの圧力ではなく、原発が置かれている

自治体の住民自身が積極的に精神的安定化を図る意識

を形成しているとしている。

しかし、同じ Risk事象であったとしても、地域や現

在までの状況によって、Risk からの影響やその程度は

当然異なる。原発直近の自治体の様子とその様相が大

きく異なるのは、福島県飯舘村のような自治体の住民

である。飯舘村は村の南東端が原発より半径３０�圏域

に入り、村内一部地域が、放射線量の年間被曝基準値

を超える恐れがあるとして、計画的避難地域として指

定された（図３）。

大熊町および双葉町とは異なり、飯舘村には、東日

本大震災の影響により、突如自治体に原発 Riskがもた

らされた。飯舘村における、２００５（H１７）年から２０１４

（H２６）年の１０年間の計画を定めた「飯舘村第５次総合

振興計画書」（別紙抜粋）によれば、村の基本的な方向

性はスローライフ（までいライフ）の推進（までい：

東北地方の方言「大事に、丁寧に」という意味）であ

る。基幹産業である酪農業、地域環境、村民、家族を

大切に協力し合い生活していく基盤を整えていくこと

を目標にしている。

図３ 飯舘村と東京電力福島第一原子力発電所との距離
（参照：日本社会福祉学会東北部会第１１回福島大会 シンポジウム資料）

原発が自らの居住地から３０�圏内に置かれるという

ことは、東日本大震災後の現在、個人の主観的にも客

観的にもその距離感の認識が大きく変化しているので

はないだろうか。飯舘村においても、震災前はおそら

く原発 Riskを認識することが出来ていなかったのでは

ないだろうか。「飯舘村第５次総合振興計画書」におい

ても、原発 Riskに関する項目は見られず、筆者が２０１０

年度に行った、飯舘村在住の高齢者に行った生活意識

調査においても、「現在の生活および将来的な不安」に

関する項目では、酪農業、自営業の継続維持や、本人

や家族の健康というような項目が抽出されたが、原発

などの村内居住における環境面での不安事項は抽出さ

れていない（長谷川 前掲 b）。

飯舘村の村民にように原発が自分の自治体になかっ

た人々は、２０１１年３月１１日に突如、RiskではなくDan-

ger として原発事故からの影響が出現した。そこから急

遽、原発 Riskとして生活環境にどのような影響を受け

るのかどのように対処しなければならないのか、判断

する必要に迫られた（表３参照）。

原発から離れた自治体において、原発 Riskを把握し

にくい現状にあった理由として、大熊町や双葉町とは

異なる原発に対する不完全な受容があったと考えられ

る。その１つとして、電力会社がスポンサーとなって

いるスポーツチームや、福島県と電力会社等が共同出

資して作られたスポーツ競技の合宿施設等が福島県の

観光・産業資源として存在していたこと。大熊町や双

葉町等、原発直近の自治体以外でも、原発 Riskが認識

されにくく（されたとしても異端として扱われ）、電力

会社からの恩恵のみが際立って県内には写っていた。

震災への備えに限ったものであるが、２０１１年１０月の
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日本社会福祉学会第５９回秋季大会「東日本大震災特別

企画シンポジウム」において、シンポジストの淑徳大

学の稲垣氏は、今回の震災での二次被害ととされる災

害弱者の避難生活での課題やライフラインの中長期的

確保に関して、被災した自治体の全てで過去の震災か

らの教訓が活かされていた訳ではなかったと報告して

いる。近年の大規模な震災であった阪神淡路大震災や

新潟中越地震においても、高齢者や障害者の一次避難

所やその後の仮設住宅での生活に大きな支障が出てい

たことが報告されている。今回も各自治体において影

響の低減への方策が取られてはいるが、宮城県内の仮

設住宅において、入居開始して二週間程の高齢者が孤

立死として報告される事態が起きている（河北新報２０１１

年７月１５日号）。この新聞報道によると、当時この仮設

住宅の一画では自治会活動や見守り活動などのコミュ

ニティが未形成の状態であったとされている。たとえ

類似した教訓が過去から得られているとしても、全て

の条件をそのまま応用出来るというわけではなく、自

らの状況に応じた工夫を講じる必要がある。このよう

に考えると、大規模な影響が発生する Riskが想定され

る事態に対しては、即応的に対応する困難さが存在す

ると考えられる。また、その教訓を得てから実際にRisk

に対峙する時までの時間が経つほど、教訓や対策が風

化する可能性もある。さらに原発事故のように過去の

Risk 発生が極めて稀で特異的な事象と考えられる場合、

一般の人間がその Riskからの影響に注視するには限界

がある。国内において東日本大震災が起こる以前、過

去のチェルノブイリやスリーマイル、高速増殖炉もん

じゅの事故のように過去からの経験・教訓を、一般の

立場で日常生活に反映させ行動の取捨選択の手段とし

て用いていた人というのは、殆どいなかったのではな

いだろうか。

日常生活をマクロからミクロの視点で見渡すと多種

多様な Riskが存在する。Riskとして把握しているもの

であればその対処策を踏まえた上で、居住地域を選ぶ

ことが可能である。しかし、Riskと把握することが出

来ていなく、突如Dangerとして発生する事象について

は、一から対処策の検討を行わなければならず、負担

も大きくなる。

おわりに

Risk というものは、突如発生してそれにすぐ対応出

来るというものではなく、過去の出来事や経験の蓄積

により、初めて対応できるものである。またそれが一

個人で対応出来ないものであれば、その対処策を専門

家から得ることを望む。Risk 事象に関わる専門家とし

ても、Risk の影響を広く伝え、当事者間での共通理解

を図っていくことが、実際の対処にも重要となる。し

かし、その専門家からの情報が不適切・不十分であっ

た場合、一個人での Risk認知は困難なものとなる。ま

た、その Risk事象が特定の地域に対し、時間的・文化

的に根深く入り込んでいる場合もまた、Risk認知を歪

める事態が起こる。そのような Risk認知の不適切・不

十分な状態や、認知の歪みが起こる要因として、リス

クコミュニケーションの困難さが考えられ、実際にRisk

が具現化した場合には、Danger として事象が現れた場

合と同じような対応の困難を生じる可能性がある。

表１で示した船橋の環境ガバナンスの項目は、Risk

事象の規模が大きくなればなるほど、その対応にも大

掛かりな対処が必要となり、Risk加害者側の対応への

負担感が増大する。大矢根ら（前掲）が指摘していた

ように、想定される Risk規模が大きく複雑なシステム

により利害関係が絡まり合う事態の場合、加害者側の

責任所在の在り方が不明瞭になり、大熊町や双葉町の

ように、Risk 被害者となる可能性のある地域住民が、

その Riskの原因となった原発自体の維持に関わってし

まっているという仕組みが存在するなど、適切な Risk

対処を阻害する要因が数多く存在する。原発反対派の

議論では、原発 Risk を抑えるにはゼロリスク（Risk

発生の可能性自体を消滅させる）を達成するしかない

との意見もある。複雑な利害関係が重層的に様々につ

ながり、絡みある今日の社会において、本研究におい

て取り上げた、原発 Riskなどのこれまでの生活環境を

大きく変えてしまう Riskに対して、どのような姿勢を

取るべきか、それを事前に想定した地域環境を作ると

いうことは、実際として多大な課題や障壁が存在する。

地域生活に存在する全ての Riskに対して、対処策を

全て持ち合わせ地域生活を継続していくということは、

おそらく不可能であろう。今後の社会として、突如と

して Risk が新たに出現してくることも考えられる。

ただし、対処出来る可能性も存在する。今回 Risk

を説明する一部として取り上げた、地震災害による支

援についてであるが、福島県においては現在、医療・

社会福祉・介護福祉の専門職者が相談専門職支援チー

ムを組織し、震災直後より各避難所への支援や、現代

は仮設住宅等での継続的な支援を実施している。地域

生活という点ではその居住地域を変更する可能性があ

るが、震災後の生活の維持という点では、医療・社会
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福祉・介護の専門職が長期的に関わることで、孤立死

のような Riskを低減することが可能であろう。具体的

な Risk 対処の効果測定は、今後の検討課題となる。
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表３ 東日本大震災後の飯館村の動き

３月１１日 東日本大震災発生

３月１９日 村内からの避難者第１陣が、栃木県に避難。

３月２１日 厚生労働省発表、村内簡易水道水より、基準以上の放射線量検出。飲水自粛要請。

３月２９日 村内の幼稚園・小中学校、隣町の川俣町内の施設使用による授業開始。

３月３０日 国際原子力機関（IAEA）、飯舘村を避難勧告対象にするよう政府に呼びかけ。

〃 原子力保安院、被ばく量試算に基づき飯舘村の避難不要と政府に報告

４月１日 村内簡易水道水の放射線量減少により、飲水自粛解除

〈〈この時期前後より、震災当初避難していた住民が村に戻る数が増加〉〉

４月４日 村内高汚染地区居住者の村内低汚染地域への移転避難

４月６日 福島県発表、村内小中学校の校庭より、児童の課外活動許容基準以上の放射線量測定。

４月１１日 政府による、避難指示区域の拡大に備えた計画的避難を飯舘村に要請。

（住民約６２００人の内、既に約１５％（１０００人程）が避難）

４月２６日 村内の若手を中心にしたメンバーが決起集会を開催（決議文を採択）

４月２９日 村による計画的避難に関する住民説明会実施。

４月３０日 東京電力による計画的避難に基づく補償金等のための説明会実施。

５月１日 村内の高校、福島市内（村より約５０�）の県保有施設に移転

５月２日 村内事業者を対象にした計画的避難に対する事業者向け説明会を実施（国・県の担当者出席）

（屋内放射線量基準値を下回る事業所、村内の事業継続許可→９事業所（１つは特別養護老人ホ

ーム）継続）

（村内の畜産農家の７割（約１５０戸）が廃業）

５月９日 村長が、県に対して避難計画書を提出。

５月１０日 村による計画的避難先に関する住民説明会実施。

５月１５日 村としての計画的避難開始。（既に約３２％（２０００人程）が避難）

５月２０日 計画避難後の村内防犯についての説明会。（パトロール隊として村民約３５０名を雇用）

５月２１日 村内残存者への健康診断実施。

５月３１日 村民の約８０％が避難。

６月１８日 政府が村に対し、村内の農地保全のための屋外作業を許可。

６月２２日 村役場を福島市に移転完了、２年後の帰村を目標にした復興プラン発表。村民の約９０％が避難。

〃 村内唯一の診療所を閉鎖。

６月２８日 村内の畜産農家、肉牛を最後の競りに。７月中に畜産農家全て避難。
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１．序 文

２０１１年３月１１日、日本時間１４時４６分に太平洋三陸沖を

震源とする最大震度７（宮城県栗原市）、マグニチュー

ド９．０の東北地方太平洋沖地震が発生した。この地震と

それに伴った津波の影響により、福島第一原子力発電

所の電源機能が喪失、原子炉の冷却機能が停止し、圧

力容器内の核燃料棒が損傷した。翌日１２日に福島第一

原子力発電所の１号機建屋で水素爆発が発生し、さら

に１４日には３号機建屋で水素爆発が発生した。また、

１３日には２号機の原子炉格納容器の圧力弁の開放が実

施された（１）。フランス放射線防護原子力安全研究所

による放射性物質の大気拡散シミュレーションによる

と、１５日の１２時ごろから１６日の０時ごろまで福島市上

空では常に１０から１００Bq／�のセシウムが飛散していた

（２）。福島第一原子力発電所から約６０�離れた福島市

は１５日の１５時ごろを初めに放射線量が上昇した（３）。

雨により大気中にある放射性物質の９９％は地表に落ち

る（４）ため、１５時ごろから降り始めた雨が上昇の一

要因と考えられた（５）。福島市では１５日の１８時４０分に

最大２４．２４ μSv／hの空間放射線量率を記録し、その後で

減衰しているものの６ヵ月が経過した時点で未だ１ μSv
／h 程度の空間放射線量率を計測している（３）。

このような放射線災害の最中、政府、日本原子力安

全保安院、地方自治体などの公共機関を始めとし、医

療機関、自衛隊、消防隊、ボランティア集団などが復

興を目指している。一方で、原子力発電所事故が発生

した今日の状況において、一般市民の放射線に対する

正確な知識、理解の不足および情報の錯綜が人々の大

きな不安を誘起している。このような状況を避けるた

め専門家がメディアなどを介し放射線関連の情報を説

明しているが、一般市民には初めて耳にするような専

門用語が多く、不安の解消に繋がっていないことが危

惧される。実際の放射線の身体影響をみると、過去の

原子力発電所事故において、小児を始め各年代で甲状

腺がんの増加がみられた報告（６）、放射性物質による

汚染が強かった地域で早産が多くみられた報告（７）

などがあり、また、発がんと遺伝的影響は、線量蓄積

に伴い影響の発生率が増加するため、低線量の放射線

でも注意が必要である（８－９）ことから健康への悪影

響も懸念される。

そこで、一般大学においては、大学生が様々な情報

に惑わされないよう放射線に関する正しい認識を獲得

する授業が求められる。放射線の漠然とした不安を和

らげたり、放射線を防護するためには、放射線に対す

る正しい知識を持つことが大切である。環境放射線に

焦点を当てた授業を展開し、その授業効果を検討した
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報告は見当たらず、一般大学において放射線関連の知

識を身につける授業を実施することは意義がある。大

学生の学習到達目標として、「大学屋内およびその周辺

屋外の環境放射線を測定し、その結果を考察すること

で放射線に関する認識を深め、家族など身近な者の疑

問に対して回答できるようになること」を掲げた。ま

た、本授業を環境放射線測定実習に加えて、Problem

-based Learning（PBL）テュートリアル形式講義を実

施する。PBL テュートリアル形式講義の効果を報告し

ている文献はいくつもある（１０－１１）ため、より知識の

定着が期待できる。本研究は、福島市における一般大

学において放射線授業を展開した際、大学生の放射線

に対する認識の変化を確認することを目的とする。

２．方 法

対象は、福島第一原子力発電所（３７°２５′N，１４１°０２′

E）から北西６２．３�の位置にある福島学院大学駅前キャ

ンパス（３７°４５′N，１４０°５２′E）に通学している福祉学部

２年生１１名（男性２名，女性９名，平均年齢１９．５±１．２

歳）とし、２０１１年５月１２日から８月２５日の間の環境衛生

学１６回の授業内で実施した。

表１のような構成で授業を実施した。初回の授業で

福島第一原子力発電所事故の影響により大学のある福

島市の平時より放射線量の高い生活環境についてどう

考えるかおよび家族への予防的助言について対話形成

の授業を実施した。次授業で、環境放射線測定の測定

項目の設定、測定実施マニュアルや記録用紙を作成し

た。このとき測定項目は、ニュースなどで得た情報か

ら大学生同士が話し合い決定した。決定した測定項目

は、図１に示す通りで、大学屋内１５項目（エレベータ

ー内含む）、大学周辺の屋外１３項目に、予防医学的観点

から髪および靴裏の外出前後の比較、衣類等の放射線

遮蔽効果の検討、手洗いよる曝露軽減効果の検討の４

項目を加えた合計３２項目であった。

大学内および大学周辺の環境放射線測定を実施した。

実施日は６月９日１３：４０－１５：１０（天気：晴れ，気温：

２９℃，湿度：４０％，風：東南東２m／s）および６月１１

日１３：４０－１５：１０（天気：晴れ，気温：２５℃，湿度：

表１．環境衛生学の授業構成

回数 授業日 授 業 内 容

１ ５月１２日 現段階における福島市の現環境や家族への助言に対して考える。

２ ５月２６日

環境放射線測定実習

環境測定の測定箇所のデザインを行う。測定者、記録者な
ど担当を決める。

３ ６月２日 マニュアルや記録用紙などを作成する。

４ ６月９日
環境測定実施。実際に測定機器を用いて学内、学外の測定
を行う。

５ ６月１１日
環境測定実施。実際に測定機器を用いて学内、学外の測定
を行う。

６ ６月１６日

PBLテュートリアル
形式講義

放射線と放射性物質の違い

７ ６月２３日 被曝と汚染の違い、外部被曝と内部被曝

８ ６月３０日 測定機器の種類、単位

９ ７月７日 日常生活と放射線、環境中にある放射性物質

１０ ７月１４日 通常時の放射線許容線量と緊急時の放射線許容線量

１１ ７月１６日 放射線による健康障害、放射線の予防（放射線防護）

１２ ７月２１日 原子力発電所事故発生から現在まで

１３ ７月２８日
その他（福島市の放射線の推移、県の他の地域との比較、
長崎・広島の原爆やチェルノブイリ・スリーマイル島など
の原発事故との違いなど）

１４ ８月４日
考察及び発表

獲得した知識を基に環境測定の結果について考察する。

１５ ８月１１日 意見をまとめ、クラスでディスカッションを行う。

１６ ８月２５日 現段階における福島市の現環境や家族への助言に対して再度考える。
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� 屋内測定項目
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５８％，風：西南西２m／s）とした。測定する高さに関

して、屋内においてはすべての測定項目で地上１２０�
（最初に測定した大学生の鼻口の高さ）を設定し、キャ

ンパス玄関のみ地上１�地点も測定を実施した。窓の

ある箇所は、窓側において測定機器を窓向きに固定し

て測定および壁側において測定機器を壁向き固定して

測定した。屋外においては地上１２０�および地上１�の

高さの測定を実施した。物質に対する線量を測る際は

物質から１�離れたところから測定した。地上１２０�の

高さは測定機器を地上に対して水平に保持し測定し、

地表面または物質から１�地点の測定は測定機器を垂

直に保持し測定した。測定機器に関して、空間放射線

量率の測定は NaI シンチレーション式サーベイメータ

ーTCS－１７２（Aloka，東京）を用い、計数率の測定はガ

イガミュラー（GM）管式サーベイメーター TGS－１３６

（Aloka，東京）を測定機器として用いた。サーベイメ

ーターの性能として、NaIシンチレーション式サーベイ

メーターでは主に γ 線、GM管式サーベイメーターでは

β 線および γ 線を測定している。単位として、空間放射

線量率は μSv／h、計数率は cpm を用いた。

測定結果を判断する際に必要な知識を習得するため

に、PBL テュートリアル形式を用いて講義を行った。

テーマに沿ったシナリオを提示し、これからキーワー

ドを抽出して図書やインターネットを利用しキーワー

ドを基に放射線関連の情報を収集した。なお、インタ

ーネットのサイトを引用する際は、信用あるサイトの

情報のみを採用するよう指示した。授業の後半で各々

調べたことを教え合い、質疑応答の時間も設けた。そ

の後、教員による補足および解説をした。授業テーマ

は表２に示す。これらから得た知識を基に環境放射線

測定による実際の測定値について考察をした。最終回

の授業では、初回の授業で実施した対話形式で、福島

第一原子力発電所事故の影響により大学のある福島市

の平時より放射線量の高い生活環境についてどう考え

るかおよび家族への予防的助言について自由回答して

もらい、加えて、今後自らはどのように生活していく

かも質問した。授業の初回と最終回にて、放射線につ

いての考え方を自由回答式に述べたものを比較し評価

� 屋外測定項目

図１．大学生が設定した環境放射線測定項目
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した。

３．結 果

大学生における授業開始時の福島第一原子力発電所

事故の影響により大学のある福島市の平時より放射線

量の高い生活環境についてどう考えるかおよび家族へ

の予防的助言について表３に示す。曖昧な回答や知識

不足による困惑が伺える回答が多くあった。

環境放射線測定の測定結果を表４に示す。屋内測定

項目の最大値は、壁向きでは６階喫煙室の９５ cpm、６

階喫煙室および４階カウンセリング室の０．０９ μSv／h

であり、窓向きでは４階カウンセリング室の１８８ cpm、

０．３３ μSv／hであった。これらより窓側の方が壁側より

放射線量が高いことがわかった。また、階による放射

線量の測定値に大きな違いはなかったが、屋上ラウン

ジはガラス張りであったため他の箇所より高い傾向に

あった。屋外測定項目の最大値は、雨どいの下の１２１９０

cpm、３０超 μSv／h（測定限界超）であり、屋外は全体的

に屋内と比較して高い放射線量を示した。測定する高

さは地上１�の方が地上１２０�より高い値を示しており、

地面の性状によっても放射線量に違いが示された。予

防医学的観点の項目では、マスクやビニールのように

薄い生地のものでは放射線量にあまり差が生じなかっ

たが、ジーパン２～４枚の厚さで放射線量を約１／５に

低減できることがわかった。

PBL テュートリアル形式講義後の環境放射線測定の

測定結果に対する大学生の考察を表５に示す。考察で

大学生の反応が最も顕著に示されたのが、“屋内の窓側

と壁側の比較”、“ホットスポットに関して”、“予防医

学的観点”の項目であった。

最終回授業における大学生の福島第一原子力発電所

事故の影響による福島市の環境についての考察、家族

への助言およびこれからの自身の生活についての考察

を表６に示す。PBL テュートリアル形式講義で得た知

識やキーワードを活用した具体的な回答、また具体的

な数字を用いた回答がみられた。

４．考 察

福島第一原子力発電所事故後、一般大学において、

大学生の放射線に関する認識の変化を把握するため、

授業時間内に、環境放射線測定の実習、放射線に関す

る PBL テュートリアル形式講義を展開した結果、授業

初回時には漠然とした不安を抱えた回答や現実から目

を背けた回答であったのに対し、授業後は“正しい情

報を収集することができれば大丈夫”、“現在の福島市

の放射線量は国が示した許容基準以下だから問題ない”

表２．PBLテュートリアル形式講義における授業テーマおよびキーワード

表３．初回授業における大学生の福島第一原子力発電所事故の影響による福島市の環境についての考察および家族への助言

テーマ キーワード

放射線と放射性物質の違い 放射線，放射性物質，半減期

被曝と汚染の違い，外部被曝と内部被曝 被曝，汚染

測定機器の種類，単位 放射線測定機器，Sv，cpm

日常生活と放射線，環境中にある放射性物質 自然放射性物質，体内放射性物質

通常時の放射線許容線量と緊急時の放射線許容線量 緊急時の放射線許容線量，子供

放射線による健康障害，放射線の予防 確率的影響，確定的影響，放射線防護

原子力発電所事故発生から現在まで 津波，水素爆発，ベント など

福島市の放射線推移，過去の原発事故との比較など 福島県HP，チェルノブイリ原発事故 など

福島市の環境 家族への助言

■逃げ道がない ■どう助言すればいいのかわからない

■現在の環境放射線量は危ないのかもしれない ■ストレスをためず楽観的になろう

■水道水、農作物を介して放射線被曝がある ■放射性物質の付着した農作物への注意

■原発問題よりも他の環境問題、例えば大気汚染や水
質問題などを片付ける方が優先

■事故が起きたばかりなので注目したり危機感を感じ
るのは当たり前
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表４．環境放射線測定の測定結果

� 屋内測定項目

階 測定場所 方向 GM（cpm） Nal（μSv／h）

地階 ごみ収集所入口 ７１ ０．０５

清掃員控え室入口 ５０ ０．０４

１階 １階ラウンジ ７３ ０．０６

女子トイレ入口 ６８ ０．０６

女子トイレ奥 ７６ ０．０６

便座 ５７ ０．０８

２階 教室１ 窓向き １３５ ０．２５

壁向き ６６ ０．０８

栄町教室 S２０２ 窓向き １２４ ０．２２

壁向き ７２ ０．０５

３階 階段踊り場 ６７ ０．０６

４階 実習室２
（４階南側）

窓開放前 窓向き １７１ ０．２９

壁向き ７９ ０．０７

窓開放後 窓向き １３９ ０．２８

壁向き ７５ ０．０６

カウンセリング室C
（４階北側）

窓開放前 窓向き １８８ ０．３３

壁向き ７９ ０．０８

窓開放後 窓向き １６１ ０．３１

壁向き ６６ ０．０９

５階 事務室入口 ６８ ０．０５

６階 図書室入口 ８１ ０．０７

喫煙室 窓向き １１９ ０．１５

壁向き ９５ ０．０９

屋上 屋上ラウンジ １５５ ０．２５

その他 エレベーター内 ７１ ０．０５

GM（cpm） Nal（μSv／h）

地上１� 地上１２０� 地上１� 地上１２０�
キャンパス玄関 １５５ ９７ ０．２７ ０．１４
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（B－１）屋外測定項目

（B－２）地面の性状の比較

■GM（cpm）／地上１�

■GM（cpm）／地上１２０�

■NaI（μSv／h）／地上１�

測定場所
GM（cpm） Nal（μSv／h）

地上１� 地上１２０� 地上１� 地上１２０�
パセオ １６８５ ３５８ １．６２ ０．８１

地下道入口 １４４１ ２０３ ０．７０ ０．４０

地下道階段下 ２１３ ６８ ０．１０ ０．０７

地下道中央 １３４ ８１ ０．１１ ０．０５

交通量の多い道路 ２２７ ４７９ １．２４ １．１１

ビルの間 ２７８０ ２５９ ３．５０ ０．４５

コンビニ前 ２０７ １８２ ０．２１ ０．３１

測定場所 GM（cpm） Nal（μSv／h）

タイヤ ６３１ １．０１

車内 １８０ ０．５０

車外 ３１６ ０．７３

植物の陰 １３８５ ２．２３

側溝 ９５４ １．１３

苔 ５２５ ２．００

雨どいの下 １２１９０ ３０超

測定場所 control 水（２�）かけた後 原発事故後にできた道

土 １３２５ １００１ ６５８

芝 ２０３０ １４９７ ７４５

アスファルト ３３６０ １４２３ １５９４

測定場所 control 水（２�）かけた後 原発事故後にできた道

土 ５９４ ６７０ ４５１

芝 ５３４ ５８３ ２８９

アスファルト ５６１ ６２５ ３８５

測定場所 control 水（２�）かけた後 原発事故後にできた道

土 ２．１１ ２．０６ １．８９

芝 ２．３７ ２．３８ １．１１

アスファルト １．６３ １．６３ １．９４
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というような知識に裏打ちされた大らかな回答が多く

みられた。ただ、線量が平時より高いこと、ホットス

ポットがあることには注意すべきだという慎重な回答

もみられた。今回、大学生において授業を通して放射

線に対する自己判断が可能となったといえる。

福島市の原発影響において、授業初回時は“逃げ道

がない”、“危ないのかもしれない”などといった情報

の不足や不明確さからくる不安や“かもしれない”と

いう曖昧な回答が挙げられたのに対して、授業最終回

時は“今回測定した限り高いところでも２ μSv／h程度

であり、２４時間３６５日浴び続けても、年間１７．５２mSv

であり国の許容基準の２０mSv以下だから特に問題ない

ように感じる”など数字を用いて理由を明確にした回

答がみられた。本授業は放射線に関する知識獲得の一

助となったと考える。また、授業最終回時では“一時

期より放射線量はだいぶ落ち着いているが決して良い

■NaI（μSv／h）／地上１２０�

� 予防医学的観点の項目
■外出前後の放射線量の比較検討

■放射線遮蔽効果の検討

■手洗い効果の検討

※表中の“GM（cpm）”はGM管式サーベイメーターで測定した計数率（単位：cpm）を示し、“Nal（μSv／h）”は
NaI シンチレーション式サーベイメーターで測定した空間放射線量率（単位：μSv／h）を示す

測定場所 control 水（２�）かけた後 原発事故後にできた道

土 １．３９ １．３４ １．０６

芝 １．１６ １．１６ １．１５

アスファルト １．２６ １．２４ １．０６

測定場所
髪の毛 靴の裏

GM（cpm） Nal（μSv／h） GM（cpm） Nal（μSv／h）

外出前 ５８ ０．０８ ８０ ０．０７

外出後 ６０ ０．１１ ７６ ０．０８

遮蔽物 GM（cpm） Nal（μSv／h）

（control） ３８３０ １．７２

マスク ３０９０ １．７５

ビニール ３７６０ １．６１

コピー用紙 ３５３０ １．６５

ジーパン１枚 １２０３ １．６９

ジーパン２枚 ８６２ １．６０

ジーパン４枚 ７１４ １．５５

測定場所 GM（cpm） Nal（μSv／h）

測定前 ７３ ０．０７

地面につけた時 ７２ ０．０７

水洗い ６２ ０．０７

石鹸洗い ６１ ０．０９
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表５．環境放射線測定の測定結果に対する大学生の考察

項 目 考 察

屋内と屋外の比較 ■屋外には放射性物質がたくさんたまっているから線量が高い
■ガラスがベータ線を遮っているから屋外より屋内の方が低い
■屋内は壁（コンクリート）などにより放射線を遮蔽できるため被曝を防げると
考えられる

■屋内は放射線をあまり気にしなくてよいと思った
■屋外において地下道内部は屋内の放射線量とほとんど変わらなかったので放射
線を遮断できている。コンクリートでできているのが要因と考えられる。また
原発事故が再度起きてもいいように地下シェルターをたくさん作っておくべき
である

■屋外で１番数値の低い地面芝生の呼吸の高さ１．１６ μSv／hより、屋内で１番数
値の高い玄関入口の地上１�の高さ０．２７ μSv／hの方が低い値であった。つま
り、屋内には放射性物質があまりなく、屋外、特に芝生、土には多くの放射性
物質があると考えられる

屋内の階の比較 ■階ごとは対して変わらないので気にしなくてよいと思う
■１階の放射線量は高い。１階は入口で放射性物質が入りやすいからと考える
■屋上の放射線量が高いのは屋根に放射性物質が残っているため、またガラス張
りであるためと考えられる

■３階と４階はあまり人が入らないので放射線量は低い

屋内の窓側と壁側の比較 ■窓ガラスは γ線を遮らないので窓側の方が高い値となっている
■窓側と壁側を比較すると壁側が低い。窓から壁に向かって線量がどんどん低く
なると考える

■窓の隙間に放射性物質がたまりやすく、また屋内に侵入してくる可能性が高い
ので窓側の放射線量が高いのではないかと思った

■窓側の放射線量を比較すると γ線は５階建ての建物くらいでは減少していない
■壁側がはるかに低く窓側が高いことから屋外の放射線は噴水みたいに広がって
いると考えられる

屋外の地面からの高さの比較 ■地面に放射性物質が落ちている（染み込んでいる）ので地面に近づくほど放射
線量が高い

■１�の高さの方が放射線量高いが、普段地面近くで生活することはあまりない
から気にしなくて良いと思った

■ビルの間を例すると、地上１�の高さ３．５０ μSv／hの方が呼吸の高さ０．４５ μSv
／h より高いことがわかる。放射性物質が雨で地面に落とされたことで、空中
に放射性物質がほとんどなくなり、このような結果になったと考えられる

■地表に近い方が放射線量が高くなる。子供は背が低いため大人よりも影響を受
けやすく、また内部被曝もしやすいのではないか。子供の生活環境（例えば、
学校の校庭３．８ μSv／h 以上で屋外活動制限）を大人の基準と同一でいいのか

地面の性状に関して／ホット
スポットに関して

■アスファルト、芝、ビルの間、雨どいの下が屋外でも特に放射線量が高いため、
地面の性状によって放射性物質が付着しやすいものがあるということだろう

■雨どいの下の放射線量３０ μSv／hに関して、雨によって様々なところから流れ
てきた放射性物質が溜まってしまうため、他と比較して異常に高い数値となっ
たと考えられる

事故の影響を受けている道と
水による遮蔽効果、原発事故
後にできた道との比較

■水による遮蔽効果の検討から、空間放射線量率はあまり変化が見られなかった
が計数率は低減していた。水は γ線も遮蔽できると学んだが、今回用いた水２
リットル程度では、β線は抑えられるが γ線は抑えられないのではないかと考
えられる

■今回は直径約２mに水をかけて遮蔽効果を検討したが、もっと広範囲に水を
まかないと周りの影響を受け効果はないのではないかと考えられた

■事故後にできた道の方が土と芝は放射線量が低いが、アスファルトは事故後の
方が放射線量が高い。アスファルト舗装する際のセメントなど材料に放射性物
質を含んでいた可能性がある

■事故後にできた道も事故の影響を受けているであろう道と比較してたいして変
化がなかった。放射性物質が雨で流れてきたか、靴に付着して運ばれたのだと
考えた
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環境とはいえない。子供が安心して外で遊べないし放

射線量が高い地域もある。市民がそれぞれちゃんとし

た知識を身につけることが重要だと感じた”、“子供は

身長が低く感受性が強い分、放射線の影響を受けやす

いので市内にいない方が良いと思う”など子供のこと

を心配する回答も多くみられた。“年間２０mSv以下な

ので問題はないと思う”、“意外と深刻ではなさそう”

など大らかな回答と“事故前の線量とは明らかに違う

が、低線量下の影響が確認されていないため安全か危

険かどちらかに決めることはできない”、“国の基準は

下回っているが、影響が明確でない以上、被曝をしな

いことに越したことはないと思う”など慎重な回答と

両面が挙げられたのも特徴的であった。個々人で放射

線に対する感じ方が違うことが示され、最終的な判断

は個々人によるものとなると考える。そのため、万人

が理解できる解り易く正確な情報の提供が求められる。

家族への助言について、授業初回時は“どう助言す

ればいいかわからない”、漠然と“ストレスをためない

方が良い”などといった回答であったのに対して、授

業最終回は“体内に放射性物質を取り込む内部被曝に

特に注意すべき”、“現在の環境放射線は許容線量（２０

mSv）内だから安心して”、“確定的影響はしきい線量

を把握しておくことが予防につながる”、“マスクは β
線、γ 線を防ぐ効果はあまりないが、放射性物質を口に

入れないという考えだと予防効果はある”など獲得し

た知識を活用した予防的助言が多くみられたり、授業

を受けた後でも“神経質になりすぎたり、色々考え込

む方が心身に悪いと思う”という授業初回時と同様の

内容の回答が得られた。

以上のように授業初回時と最終回時を比較すると、

回答の質および量の両面からみても本授業は大学生の

放射線に関する認識に変化を与えたと考える。初回時

の漠然とした不安な回答から最終回時には明確な回答

へと変化した。正確な知識や理解が、不安の解消や置

かれている現状を自ら評価することに効果的であるこ

とが示唆された。

これからの自身の生活においても大らかな回答と慎

重な回答の両端に分かれ、個々人による感じ方の違い

が読みとれた。また、自身の生活を客観的に見ること

ができており、自身のとるべき行動を考えることに繋

げるようになった。さらに、本授業によって“「放射線

＝怖い」という漠然とした気持ちが、この授業で「放

射線＝ある程度理解していれば大丈夫」と思うように

なった”、“「自分が被害にあわないため」という考えか

ら「これから育つ小さな子供たちの将来を奪わないた

め」にはどうしたらよいかを考えたい”といった気持

ちの変化が読み取れる回答もいくつかあった。これは

本授業による知識獲得によって、自己判断ができるよ

うになったためと考える。

環境放射線測定実習をしたことにより、実際に測定

して数字を示すことで、ニュースからの情報を正確に

読み取ることができるようになった。非日常的な現状

に向き合うきっかけとなり、また客観的な情報の理解

促進につながったと考える。測定結果に対する大学生

の考察において、３項目の反応の強かった理由として、

“同じ室内でも放射線量の違いがあること”、“測定で

きない放射線量を示す場所が身近にあること”、“普段

身につけるようなもので放射線を遮蔽できること”な

項 目 考 察

予防医学的観点 ■マスクに放射線の遮蔽効果は期待できないことがわかった。だが、放射性物質
を吸い込むことを低減できる可能性があると考えられる

■ジーパンは空間放射線量率を見ると遮蔽効果がないように思えるが、計数率を
みると厚いほど遮蔽効果がみられる。これより、ジーパンは厚みがあるほど
β線を遮蔽する効果があると考えられる

■地面（土）に手を付けたときと水洗い、石鹸洗いの放射線量（計数率）は変わ
らなかった。これより土の表面に放射性物質はないことが考えられる。つまり、
放射性物質は雨などにより土に少しずつ沈んでいったのではないか

■髪や靴、手の測定結果からわかるように、空中や地表面には放射性物質は少な
く、雨により大半が地面に落ち、地面に落ちた放射性物質も流されたり、地中
に染み込んだりしていると考えられる

■今回の結果では値に変化はなかったが、地面の性状によっては放射性物質が手
に付着することもあると思うので、洗わないよりは洗った方が良いと思う

■放射線の問題以前に外に出たら手を洗うことは重要
■手を洗っても放射線量に変化がなかったので、気にしすぎない方が良いと思っ
た
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表６．最終回授業における大学生の福島第一原子力発電所事故の影響による福島市の環境についての考察および

家族への助言およびこれからの自身の生活

項 目 回 答

福
島
市
の
環
境

■他の地域に比べると少し放射線量が高いがそんなに騒ぐほどでもないし遠くに引っ越すほどでも
ない。

■年間２０mSv以下なので問題はないと思う
■一時期より放射線量はだいぶ落ち着いているが決して良い環境とはいえない。子供が安心して外
で遊べないし放射線量が高い地域もある。市民がそれぞれちゃんとした知識を身につけることが
重要だと感じた

■事故前の線量とは明らかに違うが、低線量下の影響が確認されていないため安全か危険かどちら
かに決めることはできない

■国の基準は下回っているが、影響が明確でない以上、被曝をしないことに越したことはないと思
う

■子供は身長が低く感受性が強い分、放射線の影響を受けやすいので市内にいない方が良いと思う
■福島市だけの問題ではない。国が動かないと現状は改善されない
■人間が住めないような環境ではない
■意外と深刻ではなさそう
■人に多大な影響をがあるようではないが、被害がないとも言い切れない微妙な現状である
■子供のことを考えると除染が必要だと思う
■福島市はぎりぎり避難できないくらいの値で一番中途半端だと思う
■今回測定した限り高いところでも２ μSv／h 程度であり、２４時間３６５日浴び続けても、年間１７．５２
mSvであり国の許容基準の２０mSv以下だから特に問題ないように感じる

家
族
へ
の
助
言

■外部被曝は透過力の強い γ線、内部被曝は身体影響の強い α線に注意して
■体内に放射性物質を取り込む内部被曝に特に注意すべき。内部被曝において放射線の中では α
線が最も危険だが、α線を放出する放射性物質は市内にはないとされているから安心して

■市内にはヨウ素と１３１とセシウム１３７が飛来していると言われているよ。これら放射性物質には半
減期というものがあって、ヨウ素１３１は８日、セシウム１３７は２年だから、今後心配しなければい
けないのはセシウム１３７の影響かな

■原発事故が起きる前から実は自然放射線によってみんな被曝していたんだよ
■現在の環境放射線は許容線量（年間２０mSv）内だから安心して
■健康障害を起こす程の環境放射線量ではない
■放射線による健康障害には確定的影響（白血球の減少、白内障など）と確率的影響（がん、遺伝
的影響など）がある。確定的影響はしきい線量を把握しておくことが予防につながる

■昆布などのヨウ素を含む食べ物は大量の放射性物質が漏れ出した際、放射性ヨウ素による影響を
予防するのに役立つ

■放射性物質が付着している食物は避けて
■マスクは β線、γ線を防ぐ効果はあまりないが、放射性物質を口に入れないという考えだと予防
効果はある

■神経質になりすぎたり、色々考え込む方が心身には悪いと思う
■国の基準の年間２０mSvは１日１．５箱タバコを吸う喫煙者（年間１３～６０mSv）と同じような被曝
量なので国でタバコは認められているのだからそんなに考え込むことはない

こ
れ
か
ら
の
自
身
の
生
活

■事故前の普段通りの生活を送る
■外に出るときはあまり肌を出さないように心がけたり、室内に入るときは手洗いをすることは大
切だと思う

■正しい情報を集めて、各々で判断すべき
■内部被曝をしないように放射性物質が検出されている食物は控えたい
■気にしすぎると心が病んでしまうので、考えすぎない程度にとどめる
■県や市が発表している環境放射線量の数値を見守っていく
■「放射線＝怖い」という漠然とした気持ちが、この授業で「放射線＝ある程度理解していれば大
丈夫」と思うようになった

■「自分が被害にあわないため」という考えから「これから育つ小さな子供たちの将来を奪わない
ため」にはどうしたらよいかを考えたい

■雨水の溜まるような場所は避けて生活をする
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どの事実に驚き、新たな知識と理解につながったため

と考える。また、マスクやジーパンなど身近なものを

授業に活用することで理解力の向上につながることが

示唆される。その他の項目の考察も PBL テュートリア

ル形式講義にて獲得した知識を適切に活用したもので

あった。例えば、“窓ガラスは γ 線を遮らないので窓側

の方が高い値となっている”、“雨どいの下の放射線量

３０ μSv／hに関して、雨によって様々なところから流れ

てきた放射性物質が溜まってしまうため、他と比較し

て異常に高い数値となったと考えられる”、“マスクに

放射線の遮蔽効果は期待できないことがわかった。だ

が、放射性物質を吸い込むことを低減できる可能性が

あると考えられる”、“ジーパンは空間放射線量率をみ

ると遮蔽効果がないように思えるが、計数率をみると

厚いほど遮蔽効果がみられる。これより、ジーパンは

厚みがあるほど β 線を遮蔽する効果があると考えられ

る”などである。屋内と屋外の比較、屋内の階の比較、

屋外の地面からの高さの比較、地面の性状に関してな

どの大学生の考察は先行研究の報告（１２）と一致して

おり、本授業は大学生の正確な知識獲得に有効であっ

たことが示唆された。また、考察をみると回答理由が

明確であり、PBL テュートリアルの効果は大きいと考

える。他の人に教えることで学習定着率が９０％期待で

きる（１３）ため、PBL テュートリアル形式講義は、通

常の講義より放射線に対する知識を深めることができ

たと考える。

本研究は授業受講者を対象として実施したため、対

象者が少なく年齢や性別ごとの検討は行うことができ

なかった。また、福祉学部の大学生のみが対象であっ

たため、子供に配慮した回答が多く含まれていたと考

える。

本研究において、放射線に関する環境放射線測定実

習および PBL テュートリアル形式講義を通した授業を

展開することで、大学生における放射線に対する認識

を高めることができると示唆された。また、知識をつ

けることで自己の判断にも自信を持つことができ、家

族など身近な者に対するアドバイスも自己の考えを交

えたものとなっており、当初の授業の目標も達成され

たと考える。福島第一原子力発電所は未だ予断を許さ

ぬ状況にあるため、今後も新たな情報の収集を行い、

正しい知識を身につけていく必要がある。

参考文献

�経済産業省．地震被害情報（第８５報）．http：／／www.

meti.go.jp／press／２０１１／０４／２０１１０４１０００３／２０１１０４１０００３

－１．pdf（２０１１）．Accessed ２９ Aug ２０１１．

�ISRN.Simulation : la course du nuage radioactive

au large du Japon. http：／／tempsreel. nouvelobs.

com／actualite／planete／２０１１０３１８．OBS９８７３／simula-

tion-la-course-du-nuage-radioactif-au-large-du-japon.

html（２０１１）．Accessed２９Aug２０１１．（in French）

�福島県．環境放射能測定結果・検査結果関連情報．

http：／／www. cms. pref. fukushima. jp／pcp_portal

／Portal Servlet ; jsessionid＝５F６３B９４７９１４０C９BEF

４F９２１１８７３２C４８EE？DISPLAY_ID=DIRECT&

NEXT_DISPLAY_ID=U０００００４＆CONTENTS_ID

＝２３８５３（２０１１）．Accessed １２ Sep ２０１１．

�Mattsson S, Vesanen R. Patterns of Chernobyl fall-

out in relation to local weather conditions. Envi-

ron Int，１４：１７７－１８０，１９８８．

�気象庁．被災者・復旧担当者支援のための気象情報

など．http：／／www. jma. go. jp／jma／index. html

（２０１１）. Accessed ２９ Aug ２０１１．

�Murbeth S, Rousarova M, Scherb H, Lengfelder

E. Thyroid cancer has increased in the adult popu-

lations of countries moderately affected by Cher-

nobyl fallout. Med Sci Monit，１０：３００－３０６，２００４．

�Harjulehto T, Aro T, Rita H, Rytomaa T, Saxen

L. The accident at Chernobyl and outcome of preg-

nancy in Finland. BMJ., ２９８：９９５－９９７，１９８９．

	辻本忠，草間朋子．放射線防護の基礎 第２版，第

６章 放射線影響に関する基礎，日本工業新聞社，

東京，p ５９－９９，１９９４．


飯田博美．放射線衛生学，３ 放射線の生物学的影響．

医療科学社，東京，p ２１－３５，１９９６．

�Yoshioka T, Suganuma T, Tang AC, Matsushita

S, Manno S, Kozu T. Facilitation of problem find-

ing among first year medical school students un-

dergoing problem-based learning. Teach Learn

Med，１７：１３６－１４１，２００５．

�福島哲仁，錫谷達夫，八木沼洋行，阿部正文．福島

県立医科大学における PBL テュートリアル教育～導

入初年度の評価と課題．福島医学雑誌，５５：２２５－

２３２，２００５．

Tsuji M, Kanda H, Kakamu T, Kobayashi D, Mi-

yake M, Hayakawa T, Mori Y, Okochi T, Hazama

A, Fukushima T. An assessment of radiation doses

at an educational institution ５７．８� away from

福島学院大学研究紀要 第４３集１２

５４



theFukushimaDaiichinuclearpowerplant １ month

after the nuclear accident. Environ Health Prev

Med，２０１１．in press.

�Wood EJ. Problem-based learning :exploiting knowl-

edge of how people learn to promote effective learn-

ing. BEE-j，３，２００４．

１３

５５





はじめに

　「アール・ヌーヴォー」に関心がなくても「ミュシャ」
の絵を好む人は多い。洗練された美しい曲線、気品
のある淡い色調で描かれる女性像、それを取り囲む
花々、植物─その作品は、見る者を豊かな忬情で包み、
あたたかな癒しを与える。ミュシャの絵がいつの時代
も多くの人々に愛されるのはそのためであろう。
　アルフォンヌ・ミュシャは、19世紀末に世界を席捲
したアール・ヌーヴォーの代表的な画家の一人である
が、最近、彼の作品集が巷に出始めている。
　その中で、若い女性向けのファッション誌で国内
トップの売行きを誇る雑誌社は、ミュシャの絵をプリ
ントしたトートバッグを付録に、ミュシャの作品集を
出版している。
　一方、最近の服飾の傾向を見ると、花・植物・動物
など生命体をモチーフとした柄や、柔らかに体を包み
込むデザインによって、やさしさ・あたたかさ・癒し
をコンセプトにしたものが目立っている。服飾は時代
を映し出す鏡の一つといえるが、現代の女性の服飾
に、アール・ヌーヴォーの精神の蘇りが見て取れる。

　筆者はこれまで、服飾デザイン・服飾史や、アート
フラワー・デコパージュ・ディスプレイ等を含む生活
デザイン、ファッションビジネス等を長年研究し、さ
らにそれらの研究を深めるために、パリのベルサイユ
宮殿、ウィーンのシェーンブルン宮殿、ハプスブルグ
帝国皇妃・エリザベートの関連資料を集めたシシィ美
術館をはじめ、ヨーロッパ各国、イギリス、アメリカ
等の服飾・美術・工芸を視察し、論文を書いてきてい
る。
　この研究の中で、筆者はアール・ヌーヴォーにも大
きな関心を寄せてきた。その有機的で見る者の心を
癒すアール・ヌーヴォーの表現様式は、日本の美意
識と底流でつながりあっていることを実感してきた
が、今、服飾という日常の暮らしの中にアール・ヌー
ヴォーが蘇っていることの意味に、筆者は着目してい
る。
　ここで、アール・ヌーヴォーをあらためて見直し、
現代の服飾に蘇るその精神と現代人の癒しについて考
察したい。これによって、現代社会に生きる我々が歩

現代の服飾に蘇るアール・ヌーヴォーの精神と
現代人の癒しについての一考察

Ａ considerasion of the reviving spirit of  Art・Nouveau,and curing of
stress of contemporary persons, through dresses and their ornaments in these days.

片 山 邦 子
Kuniko Katayama
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むべき方向を探る、糸口の一つを見出すことができれ
ば幸いである。

1．現代の服飾に見られる癒しへの憧憬

　ここ3年ほどの服飾の流行では、チュニックが根強
い人気を保っている。一流のブティックでも地方の小
さな“呉服店”でもまちがいのない売れ筋であり、10
代の若者から高齢者まで幅広い年代に受け入れられ
ている。素材やデザインのバリエーションによってカ
ジュアルからセミフォーマルまでカバーでき、ボトム
の組み合わせも自由という柔軟性、ギャザーやタック
でゆったりした形の着やすさ、体型の欠点を隠せる便
利さなどが支持されていると思われるが、そのデザイ
ンのコンセプトは、「やさしさ」「あたたかさ」である。
実際、ふだんテーラードスーツを着て近づきがたいイ
メージの女性がチュニックを着れば、彼女は優しげで
温かな人に見え、彼女自身の心身がリラックスするだ
けでなく、周りの人の心をも和ませるであろう。
　このチュニック人気と流れを同じくして、最近の
服飾の新しい傾向も、「やさしさ」「やわらかさ」「あた
たかさ」を表現しているものが目立っている。柔らか
で上質の素材を使った、ゆったりした形に優雅なボウ
タイやフリルの付いたブラウス、ギャザーや細かなプ
リーツをほどこしたロング丈のスカート、花柄や 、
犬、小鹿、小鳥などの動物柄など、生命の温もりとや
さしさを感じさせるイメージがこの秋冬のトレンドと
なりつつある。つまり、現代の服飾のコンセプトは「癒
し」であると思われる。
　ファッション誌の多くは、この新しい傾向を、「70年
代のビッグトレンド」として、「70年代のイメージの再
生」と位置づけている。
　70年代直前の日本をふり返ると、当時はめざましい
経済成長のさなかにあった。アジア初のオリンピック
が東京で開かれ、万国博覧会が大阪で催され、国中が
上昇気流に乗って湧きかえっていた。大量生産・大量
消費時代が到来し、GNPは世界第2位にまで上りつめ
た。
　国民は“モノの豊かさ”に酔いしれ、自分たちが生き
るこの時代を「昭和元禄」と呼んだ。
　女性の服装も華やかさを増して、既製服も“プレタ
ポルテ”と名を変え、需要はオーダーメイドを上回っ
て、ファッション業界も大量生産・大量消費時代に
入った。ここに、1967年、ロンドンからミニスカート

が上陸した。ミニスカートブームはたちまち日本中に
広がり、女性たちをミニ一色に包んで、大量生産・大
量消費に拍車をかけることになった。
　しかし、70年代に入ると、流行の画一性が消え始め、
Ｔシャツ・パンツのカジュアルウェアが定着、マキシ
スカート、マキシドレスなどのロング丈やパンタロン
など、多様なファッションが現れ始めた。
　ファッション業界は、ミニブームの次に来る大流行
を創ろうと躍起になり、あの手この手をくり出した
が、消費者は大量生産・大量消費の枠から抜け出して、
ひとり歩きを始めた。消費者が欲したものは、企業や
国の経済効率のためでなく、自分自身のためのファッ
ションであった。国中が経済成長に浮かれ、立ち止
まってくらしや自分と向きあうこともなかったこの時
代の後、70年代に求められたコンセプトは、「やさし
さ」「あたたかさ」と「自由」そして「癒し」であった。
この時代の服飾の傾向が、今と重なっていると考えら
れる。まさに今日の服飾の傾向は、70年代のトレンド
の再生といえるだろう。
　近年、日本は、昭和元禄と相対する不況に陥った。人
間関係は希薄になるばかりで、高齢化は進み、地域の

写真①
ウィーン工房デザインのファッション
（1913年）

写真②
ウィマー・ウィスグリル作の舞台衣装
（1917年）
（「クリムトとウィーン」、学習研究社、1955より）

写真③
スズキタカユキのドレス
（「MUCHA」、宝島社、2011より）

① ②

③
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活力が失われている。このような時に、東日本大震災
が起こり、福島県は地震・津波の被害に加えて、原発
事故に苦しめられている。今、誰もが求めるものは、や
さしさ、あたたかさに包まれる、心の癒しであろう。そ
の憧憬の一端が服飾にも表れて、今日の傾向を形作っ
ていると思われるが、それはルーツを遡れば、70年代
を一つの節目として時代をさかのぼり、アール・ヌー
ヴォーの精神にたどり着くと考えられる。
　左下の写真は、アール・ヌーヴォー時代（写真①②
③参照）と今日のファッションであるが、この二つの
時代に根底でつながるものを感じさせられる。
　繊細な美しさとやさしさのあふれる服で今注目され
ている、新進の服飾デザイナー・スズキタカユキは、
アール・ヌーヴォーの代表的画家のひとりであるアル
フォンヌ・ミュシャ（写真④参照）の、「有機的なもの
から発生する美しさ」に深い共鳴を覚えるという。ス
ズキの服（写真③参照）を現代の服飾の傾向を象徴す
るものの一つと考える時、アール・ヌーヴォー時代と
の時の隔たりを越えた、共通の「やさしさ」「あたたか
さ」が伝わってくる。つまり、われわれの日常の中に、
アール・ヌーヴォーの精神の蘇りを感じ取ることがで
きるといえるだろう。

2．アール・ヌーヴォーの精神と癒し

（1）アール・ヌーヴォーの誕生とそのルーツ

　「アール・ヌーヴォー」と呼ばれた19世紀末の新し
い表現様式は、1889年に行われたパリ万博で爆発的な
展開を見せた。
　それ以前に、江戸幕府が鎖国を解いて以来、外国人
の収集家によって日本の美術工芸品がヨーロッパ、イ

ギリスに渡り、その表現様式の新鮮さが注目されてい
たが、日本の文物が公的にヨーロッパ世界に登場した
のは、1867年〔慶長3年〕に行われたパリ万博からで
ある。当時のほとんどのヨーロッパ人は、初めて日本
の文物に触れることになった。1850年代から日本美術
に深い関心を寄せて積極的にヨーロッパに紹介してき
た、劇作家・小説家のゴンクール兄弟が、この万博を
契機に「ジャポニズム（日本熱）」を展開していく動因
となった。
　1873年（明治6年）のウィーン万博は、明治政府が始
まって初の国際舞台への登場となったが、この時は、1
年以上の周到な準備期間をかけて収集した国家的規模
の文物を出品している。日本館の中には、茶屋や日本
庭園もしつらえ、日本の風景も写真で再現しており、
それらと数々の出品物を通して、日本人の生活、文化、
精神をうかがい知ることのできる展示であったと記録
されている。
　ウィーン万博への出品物は次のようなものである。
国照、国親、二代・三代広重などの浮世絵・錦、繍仏
などの染織品・目貫、花瓶、置物などの金工品・輪島、
家具・漆器・七宝・伊万里、瀬戸、薩摩などの陶磁器、
櫛、簪などの装身具・人形・欄間・仏像・狛犬・団扇・
羽子板・三味線、琴、琵琶などの楽器・甲冑、刀など
の武具などに、会津や輪島など諸国の美術工芸品。さ
らに、日常生活で使われる諸道具―家具・衣類・大工
道具・農耕具・神楽太鼓・漁船・民家や仏閣、塔堂の
模型・名古屋の金のしゃちほこ・食料品・お茶・漢方薬。
まさに日本のすべてが登場したような展示である。
　1878年以降のパリ万博には、政府出品の他に、民間
人も参加するようになり、政府主導の精緻な技術の粋
を集めたものばかりでなく、型にはまらない自由な様
式のものも出品されたり、市場に流入するようになっ
た。
　このような日本からの出品物は、ヨーロッパ世界に
新鮮で強烈な印象を与えた。当時のヨーロッパの美術
工芸は、精緻で厳格な技術主義の枠の中で固まり、表
現様式は古典のマンネリズムに陥ったままであった。
また、一方では、急速に発達した機械による大量生産
に圧迫されて、出口の見えない低迷と試行錯誤を繰り
返していた。このような時に、日本から吹いてきた新
しい風は、ヨーロッパ世界にとって、一種の“啓示”で
あるかのように人々の心を打ったと思われる。
　日本の美術工芸品の、技巧を弄さない伸びやかな表
現、洗練された自由で美しい線、遠近法や左右対称の

写真④
ミュシャ「飾りガラス皿」
〈ヒヤシンス姫〉
（「MUCHA」、宝島社、2011
より）
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観念に縛られない大胆な構図、花・植物・鳥・虫・動物・
波・風・月などの自然に向けられた眼、さらに自然か
ら得たイメージを抽象化して美しい文様に昇華させる
美意識と技法―それまで触れたことのなかった表現様
式に人々は衝撃を受けた。
　この日本の表現様式は、パリを中心として「ジャポ
ニズム」と呼ばれる“日本熱”を高めていった。これを
踏み出しに、花・植物モチーフを軸とした「アール・
ヌーヴォー様式」が誕生する。
　アール・ヌーヴォーは、1889年のパリ万博をジャン
ピングボードにするかのように、全世界に広がって行
き、絵画、工芸品、家具、服飾、食器、建築、印刷物な
どあらゆるものを、生命体の花・植物の曲線で表現さ
れる「アール・ヌーヴォー様式」で包み込んだ。
　その背景には、時代の激動期の破壊と新生のエネル
ギーの渦があった。アメリカでは南北戦争があり、大
陸の新時代が拓かれようとしていた。ダーウィンは
「進化論」を展開して現代科学の扉を開け、シュリーマ
ンはトロイの遺跡を発見して古代史に光を当て、人々
の史観に大きな広がりをもたらした。折しも日本では
明治維新が起き、近代国家の一員として国際社会に登
場してきた。このような世紀末の土壌にアール・ヌー
ヴォーというその名の通り、「新しい芸術」の花が咲い
たのである。
　記録によれば、1800年代に日本が参加した万博は、
1862年のロンドン、1873年のウィーン、1876年のフィ
ラデルフィア、1878年、1889年のパリ、1893年のシカ
ゴで、通算1億1000万人余の入場者があった。当時の
欧米人の総数の23パーセント、約4人に1人が日本の
文物を鑑賞したことになる。
　こうした背景の中で、日本の文化・美術を積極的に
欧米の知識人の間に浸透させ、アール・ヌーヴォーの
誕生の担い手になったのが、美術商であり、美術評論
家でもあったサミュエル・ビングである。
　ビングは、パリにあった自分の東洋美術品の店を改
装して、「ビングのアール・ヌーヴォーの店」と名付け、
ヨーロッパの古い伝統のもとでマンネリに陥っていた
絵画、産業美術を打破して新しい表現を試みようとす
る若い芸術家たちの作品を展示して、次々に優れた作
家たちを世に出していった。美術史に刻まれる「アー
ル・ヌーヴォー」の名称は、このビングの店に由来し
ている。
　ビングが、私費で発行した「藝術の日本」という雑
誌がある。これは、日本文化・日本美術の専門誌で、

3年間、36号に渡って出版された。この中で、ビング
は、日本の芸術作品に内包されている生命の息吹と美
意識を次のように述べている。
　「日本の芸術家たちは、あらゆる規範から解放され、
あてもなく空想に耽る放浪者なのか、いや、けっして
そうではない。〈自然〉という名の信頼すべき案内者こ
そ、彼らが尊敬する唯一の師であり、その教訓こそ、
汲めども尽きぬ霊感の泉なのだ。（中略）彼らは、自然
の大スペクタクルに感動する霊感に満ちた詩人である
と同時に、『極微の世界』を持った身近な神秘を発見す
る、注意深い観察者でもある。（中略）彼らは、蜘蛛の
巣に幾何学を学び、雪の上の鳥の足跡に装飾のモチー
フを見、そよ風が水面に描く漣に曲線模様の霊感を受
ける。約言すれば、彼らは、自然は万物の根源たる要
素を秘めていると信じている。彼らによれば、創造物
はすべて、芸術の気高い概念の中に位置するにふさ
わしいものである。たとえそれが、一枚の小さな葉で
あっても」（1）

　─この考察の上に立って、ビングは、ヨーロッパの
工芸意匠家、美術家たちに、日本の芸術を単に模倣す
るのではなく、表現の普遍的な様式を引き出すことを
提言している。つまり、万物の根源としての自然を師
とし、その生命のエネルギーを汲み取ることを勧めて
いるといえるだろう。ビングの、日本の美意識に対す
る深い理解と共感は、日本人自身が認識しなかった自
らの美意識を明確に浮き彫りにしていると思われる。
　ビングは、それまで欧米のサロンで流行していた上
辺だけの日本趣味ではなく、自然を師とする、日本の
美術の根本の思想を説き、日本美術がヨーロッパ世界

「藝術の日本」
1888年5月号
（「LE JAPON
 ARTISTIQUE」、
美術公論社、1981より）
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の美術と深く結びついていくことを予測している。
　こうしてアール・ヌーヴォーは、ヨーロッパだけで
なく、イギリス、アメリカ、北欧に広がり、それぞれの
国の表現様式、美意識と混淆しながら、グローバルな
様式となっていった。ここで、ビングの言葉をあらた
めて見直す時、我々は「自然」をこの上ない師とする
日本の精神と美意識を、21世紀の今、ビングによって
あらためて認識させられる思いがする。
　1991年、筆者は、花の文化をテーマにした研究で、
イギリスを訪ねたが、ここでもアール・ヌーヴォーと
日本の美意識の邂逅を見た。
　イギリスでは、ルネサンス時代から植物学が発達し
ており、花の文化が成熟している国である。
　イギリスの建築家・装飾家であったオーウェン・
ジョーンズ（1809～1874年）は、アール・ヌーヴォー
のうねりが生まれる時期の一足前の時代に、美学と産
業の融合を推進する運動に参加していたが、彼は、文
様の造形が自然の形態に立ち返ることをくりかえし主
張している。とくに、東洋美術の研究から引き出され
た法則として、花やそのほかの自然の対象は、そのま
ま文様として使用されるべきではなく、自然を喚起さ
せるイメージをもたらすことが必要であるとしてい
る。これは、自然のモチーフをそのまま写すのではな
く、抽象化して対象の最も美しい本質を表そうとする
日本の表現様式と意識を同じにするものである。
　万博で展示された日本の草花は、イギリス人が初め
て見る花々もあったと思われる。それらの珍しさと、
美術工芸品に描かれた草花の表現に、彼らは新鮮な驚
きと刺激を受けたであろう。この日本の美意識を、イ
ギリスの伝統の花の表現様式に取り入れたのは、アー
サー・ラセンビー・リバティである。
　リバティは、1875年にリバティ商会を設立、東洋、
とくに日本の美術工芸品を販売していたが、1879年頃
から、服地のプリントを手掛けている。筆者は現地で
リバティプリントの数々をつぶさに見たが、繊細で象
徴的な花の表現、ヨーロッパやイギリスには見られな
い花鳥画のプリントに、アール・ヌーヴォーのうねり
を通してイギリスに根付いたであろう日本の香りを感
じ取った。

　19世紀の終わりに誕生して嵐のように世界に広
がったアール・ヌーヴォーは、20世紀初頭に、現代デ
ザインのスタートとなるアール・デコ様式を生みなが
ら、新旧世紀の橋渡しをするかのようにその姿を消し

た。
　しかし、それは表面の現象であり、アール・ヌー
ヴォーの精神は、伏流水のように時代の底を流れ続
け、21世紀の今、日本の女性の服飾に蘇ってきている。
その蘇りが、高尚な美術界ではなく、服飾という日常
の中に見られることに筆者は着目する。これは、アー
ル・ヌーヴォーの精神の根幹である「癒し」が日常生
活の中で求められ、癒しへの憧憬が形になっている証
しであろうと考えるからである。

（2）アール・ヌーヴォーの精神と自然への回帰

　アール・ヌーヴォーは、「花の様式」とも呼ばれる。
それだけ、モチーフとするもののメインが花であった
ということである。花のほかにも、鳥、蝶、虫なども取
り上げられたが、それらは花を引き立てる脇役である
ことが多い。
　花のモチーフは、アール・ヌーヴォー様式に限らず、
古代から現代まで世界中で用いられていることはいう
までもない。それは、装飾、祈り、象徴、癒しなど様々
な目的や意味を持って表現されてきた。そして今日で
も、花のモチーフは生活の中に途絶えることなく用い
られ、万人に愛される永遠のモチーフである。
　花はその美しさ、やさしさで人の心を癒してくれる
が、その魅力の背後にあるものは、生命のあたたかさ
であり、生命を育む大自然の息吹きである。それだか
らこそ、花のモチーフはいつの時代、どの民族にも愛

グスタフ・クリムト作「女性の肖像」（未完、1917～18年）
（「クリムトとウィーン」、学習研究社、1995より）
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されてきたのであろう。
　従って、アール・ヌーヴォーが「花の様式」ともい
われるのは、その表面に表されるモチーフだけを指す
のではなく、生命の息吹、自然への回帰を暗示するも
のであったためと考えられる。
　ヨーロッパにおいては、造形表現の主題は常に「神」
であり、自然は神を表現するための装飾にほかならな
かった。ルネッサンスを機に、西洋美術の主題は「人
間」に移りはしたが、そこでも自然は主題を引き立て
るわき役にすぎない。例外的に風景を主題としたもの
もあるが、それは啓蒙や教訓、記録などの特別な役割
を持ったもので、自然そのものを主題として描くこと
とは本質的に性格を異にする。
　また、花や果物だけを描いたものもあるが、それら
は室内の装飾を目的にしたものであり、花は豪華な花
瓶に挿され、果物は銀の器に盛り付けられて、室内の
空間に閉じ込められている。それらは「自然」ではな
く、人間の支配下で手を加えられ、まもなく朽ちてい
く仮の生命体である。
　しかし、日本人がとらえるものは、大自然そのもの
である。西洋のように、人間の都合に合わせて自然を
室内に切り取ってくるのではなく、人間自体も自然の
一部として溶け込んでいくという視点、思想を持って
いる。
　アール・ヌーヴォーのルーツとなった日本の美術工
芸品、絵画のモチーフを見ると、花が一番多く取り上
げられてはいるが、萩、ナデシコ、桔 、あやめなど西
洋絵画には見られない（西洋にはない品種もあるが）
地味な花にもいきいきした生命が与えられている。
　また、花だけでなく、南天や万年青などの実、笹、薄、
葦や名もない草や楓、松、竹などの樹木、雀、雁、鷹、
鶴などの鳥、キリギリス、蝉、トンボなどの虫やはま
ぐりなどの貝、こうもりなど、自然の中に見られる生
命体が幅広く描かれている。さらに、月、太陽、波、風、
雪、雨などの森羅万象と、夜明け、朝、昼、黄昏、宵、

夜という1日の時の推移、春夏秋冬という季節の移ろ
いといった大自然の息吹を、掌に載るような小さな簪
や櫛、紙入れ、煙草入れ、刀剣の飾りなどに映し出し
ている。
　ヨーロッパ世界にとって、このモチーフの選択から
垣間見える日本の美意識と自然と融合する精神は、形
や線、色使い、構図といった造形感覚よりも、大きな
衝撃ではなかったかと思われる。
　アール・ヌーヴォー様式を育て上げた美術商、評論
家、美術愛好家、新進作家、知識人たちは、日本の美術
工芸品の中にさりげなく表現されている「自然への回
帰」の姿勢と美意識を間違いなく掬い取った。
　アール・ヌーヴォーは、非常に柔軟で、多様な様式
を持ち、どこにでも根づく国際性を持っていた。この
時代の装飾品や建築でアール・ヌーヴォーの影響を受
けないものはなかったといっても過言ではない。ドア
ノブ、手すり、壁紙、建物全体、照明器具、食器、装身
具、服飾など生活のあらゆる分野にこの様式が応用さ
れた。
　アール・ヌーヴォーは、階級や質も選ばなかった。
高価な1点ものの手づくりの花瓶や家具、豪華な装身
具もあれば、大量生産の安い食器もあり、使い捨ての
印刷物までもがこの様式で作られた。この相反する二
つの性質は、アール・ヌーヴォーが、時代の転換期に
おける芸術、デザイン、社会のあらゆる葛藤を具現し
たことを意味している。その表現形態の多様性におい
て、アール・ヌーヴォーは、貴族的で庶民的、私的で
公的、保守的で革新的、華麗で素朴、伝統的で近代的
という両面を持ち合わせていた。
　こうしたアール・ヌーヴォーの多様性、柔軟性、両
義性は、生命そのものの持つたくましさ、自然が本来
持っている様相であろうと筆者は考える。
　世紀末の激動期にあって、人々が求めたものは、自
然に回帰する「癒し」であっただろう。だからこそ、
アール・ヌーヴォーは、「日本様式」「花の様式」とも

写真⑤カールスプラッツ市営鉄道（ウィーン）
（「クリムトとウィーン」、学習研修社より）

写真⑥
市民会館（プラハ）
（「MUCHA」、宝島社、2011より）
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呼ばれながら、怒涛のような勢いで世界に広がって
いった。その意味で、アール・ヌーヴォーは「癒しの
様式」ともいえると考えられる。
　エミール・ガレは、ヨーロッパのアール・ヌーヴォー
を推進した中心人物であり、美しいガラス器、家具な
どの天才的な作家として、その作品は今日もなお高い
評価を受けている。ガレの制作活動は1884年から始
められているが、当時その作品はヨーロッパの伝統的
な技法と様式の枠を出ていなかった。
　しかし、1885年、日本からフランスの文化都市ナン
シーに来た画家、高島北海が積極的に日本美術を紹介
し、ガレとの交流が始まってから、ガレの作風は一変
した。ガレは「自然は素晴らしい」と自然への愛を表
明し、日本の美意識と様式を吸収して、花・鳥・蝶・
虫などをモチーフとした作品を次々と世に送り出し
た。
　批評家たちはガレの作風を「日本様式」と呼び、ガ
レの新しい作品と自然を愛する思想は、当時の人々に
熱狂的に受け入れられた。写真⑦は、エミール・ガレ
の作品である。この花鳥を描き込んだ美しい花瓶を通
して、ヨーロッパに花咲いた日本の美意識とアール・
ヌーヴォーの精神を、われわれはあらためて見直すこ
とができるだろう。

おわりに

　筆者は、皇妃エリザベートについての研究でも、数
回ウィーンを訪ねているが、ウィーンもまた、アール・
ヌーヴォーの熱狂的な広がりを見せた都市である。駅

写真⑦
草花文花器
透明なガラス器にエナメ
ル金彩で絵付けした、エ
ミール・ガレの作品

「アールヌーヴォーの装飾」、学習
研修社、1955より

舎、宮殿、劇場、集合住宅等に、今なおアール・ヌー
ヴォー様式が遺されており、21世紀の都市に美しく
調和していることに感動した。ラインツには、ハプス
ブルグ皇帝の別荘「ヘルメスヴィラ」があるが、その
中のエリザベートの寝室の天井画は、ウィーンのアー
ル・ヌーヴォーだけでなく、アール・ヌーヴォー時代
を代表する画家、グスタフ・クリムトによって描かれ
たものである。
　エリザベートは、ミュンヘンの広大で豊かな自然の
中でのびのび育った少女であったが、17歳でハプスブ
ルグ帝国皇妃になってから、人生は激変した。
厳格な宮廷のしきたり、皇妃としての重圧、初めての
子の夭折、成人した王子の突然の死などによって、彼
女は深く傷つき、人生の後半を漂泊の旅に費やした。
　そのエリザベートが自らの“避難所”として愛した
のがヘルメスヴィラであった。エリザベートが、ベッ
ドに仰向けになって天井のクリムトの絵を眺めなが
ら、傷ついて疲れ果てた心を癒したであろうと想像す
ると感慨深いが、その意味でも、アール・ヌーヴォー
は「癒しの様式」でもあったとあらためて筆者は考え
る。
　現代人もさまざまなストレスに囲まれ、心を病む若
者も少なくない。加えて、3月11日の東日本大震災に
よって、実際の被害はもとより、社会の構造が大きく
歪み、人々は心の癒しを求めてやまない。
　今回の大震災で我々は、大自然が人間の知恵や力を
はるかに超えたものであること・人間は大自然を構成
するものの一つにすぎないことを思い知らされたと
いっても過言ではない。生産効率と最先端の科学が社
会の価値観の柱となってきていた現代社会の中にあっ
て、われわれは、自然と共に在り共に生きる日本の美
意識とそれにつながるアール・ヌーヴォーの精神を、
真 に見直していく時にさしかかっているのではない
かと思われる。

　これまでの研究にあたっては、フラワーデザイナー
のマミ川崎氏、デコパージュの平本節子氏はじめ、
アートフラワー、染織、服飾史、美術史などその分野
の第一人者である先輩方と、視察、研修、ワークショッ
プなどでご一緒に活動し、多くを学ばせていただい
た。ここにあらためて心からの謝意を表したい。

７

６３



〈参考文献〉
スチーブン・エスクリット、アールヌーヴォー、岩波
書店、東京、2004。
馬渕明子、ジャポニズム─幻想の日本、ブリュッケ、
東京、1997。
由水常雄、花の様式　ジャポニズムからアールヌーヴ
ォーへ、美術公論社、東京、1984。
クリムトとウィーン、学習研究社、東京、1955。
装飾デザイン9─アールヌーヴォーの装飾、学習研究
社、東京、1984。
アールヌーヴォーの華　アルフォンス・ミュシャ展、
ドイツ文化事業室、東京、1989。
塩田丸男、心に染み入る日本の詩歌、グラフ社、東京、
2002。
みずえ─フランスリアリズムの伝統、美術出版社、
東京、1981。
高橋順子、日本の名詩を読みかえす、いそっぷ社
ジウリア・ヴェロネージ、アール・デコ、美術出版社、
東京、1976。
昭和史̶昭和元禄、毎日新聞社、東京、1995。
男も女も装身具─江戸から明治の技とデザイン、NHK
プロモーション、東京、2002。
片山邦子、花と文化̶生活デザインとしての花の一考
察、福島女子短期大学研究紀要第22集、1991。
片山邦子、金箔を通して見た安土桃山時代の服飾・工
芸の一考察、福島女子短期大学研究紀要第26集、1995。
片山邦子、皇妃エリザベートの美の追求に見る現代性
̶その光と影、福島学院大学研究紀要第39集、2007。
片山邦子、現代人のストレスとアロマテラピーについ
ての一考察、福島学院大学研究紀要第41集、2009。
GLOW9、宝島社、東京、2011。
〈引用〉
サミュエル・ビング、藝術の日本、美術公論社、東京、1981。（引
用・P.16）
SWEET5、7、8、9、10、11、宝島社、東京、2011。
古着MIXガールズ12、学研パブリッシング、東京、
2011。
アルフォンヌ・ミュシャ展　図録、ドイツ文化事業室、
東京、1986。
アンドルー・ワイル、癒す心、治る力、角川書店、東京、
1993。
大木幸介、脳と心の健康、東洋出版、東京、1993。
コンスタンス・クラッセン、アローマ、筑摩書房、東京、
1997。
島薗　進、癒す知の系譜、吉川弘文館、東京、2003。

鳥居鎮夫、アロマテラピーの科学、朝倉書店、東京、
2002。
高田明和、うつに効く実践ノート、リヨン社、東京、
2007。
MYUSHA、宝島社、東京、2011。
レイチェル・カーソン、センス オブ ワンダー、祐学社、
東京、1992。

６４



１．紙芝居の歴史概観

保育現場で頻繁に活用されている紙芝居は、エプロ

ンシアターやペープサートとともに日本人が考案した

日本文化の１つとされている。

紙芝居の起源は古く、平安時代以前から仏教布教の

ための「絵による噺（はなし）」として利用されたのが

始まりとする説が有力である。江戸時代になると影絵、

のぞきからくり、写し絵、立絵紙芝居と改良され明治

期を迎える。明治期は立絵紙芝居が主流だったが、昭

和５年ごろからは現在のような平絵を用いた紙芝居が

誕生している。

１９３２（昭和７）年、この絵画を用いた紙芝居を教育

現場に普及させる目的で日本劇画教育協会が設立され

宣伝したが、実現されるには至らなかった。これは当

時多かった街頭紙芝居が非教育的で、特に飴を売る行

為が非衛生的という理由であった。学校によっては児

童に見ないようにとの禁止令さえ出されるケースがあっ

た。協会名に低俗とされていた紙芝居という表現を用

いず「劇画」という別称を用いた苦心も実らなかった。

しかし、学校から帰った子どもは紙芝居屋のおじさ

んの拍子木の音を聞いて、われ先にと小銭を持って集

まったのである。子どもたちは夢や精神的喜びを与え

る紙芝居本来の持つ魅力を知っていたが、学校関係者

はその魅力や効用を研究せず、業者を非難するだけで

あった。

１９３６（昭和１１）年の東京では２０００～３０００人の紙芝居屋

がいて、１日に１００万人を超える子どもを集めていたと

されている（山本武利「紙芝居」吉川弘文館）。全国的

にはこの数倍になり、マスメディアとしての位置を占

めるに至っていた。

１９３７（昭和１２）年には日本教育紙芝居協会が設立さ

れたが、これは戦争遂行を目的としており、紙芝居本

来の魅力を教育現場に普及させるのとはかけ離れてい

た。戦後になり、街頭紙芝居は黄金期を迎えるが、１９５３

（昭和２８）年には電気紙芝居とも呼ばれたテレビ放送

が始まり、１９５５（昭和３０）年、テレビの普及台数が全
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舞台 かならず使う ときどき使う 使わない

園数 １８ ４８ ３４

舞台使用 いつも使用 時々使用
ほとんど
使用しない

使用しない

園数 １０ ２２ ４７ ７０

国で１０万台に達し、この５年後には５００万台を突破する。

このテレビの普及に圧倒され、街頭紙芝居は衰退の一

途をたどることになる。

街頭紙芝居の衰退する傍ら、教育紙芝居は学校教材

として小学校に販路を拡大していった。そのような中

で１９６２（昭和３７）年に「高橋五山賞」が制定され、印

刷紙芝居の優秀作品を顕彰する活動が始まり、今日ま

で続いている。しかし、紙芝居は新種の視聴覚教材に

押され「時代遅れ」との烙印を押され、次第に小学校

での利用が廃れていった。

１９６９（昭和４４）年になると「子ども文化研究所」が

設立、続いて「子ども文化」が創刊された。さらに同

研究所内において「幼児紙芝居研究会」の活動が始ま

り、紙芝居の対象は小学生から幼児へと移り、保育紙

芝居の出版部数は飛躍的に増加し始めた。

これは幼稚園・保育園の開園ラッシュが続いた１９６５

～１９７５年と時期が重なり、保育紙芝居は簡単で扱いや

すい人気ある教材・教具として、どの園でも積極的に

購入し使用された。この傾向は現在も同じで、３０余年

経過しても根強い人気を集めている。

本学保育科第一部の１年生は、附属幼稚園で行う基

本実習の「技術演習」に手作りの紙芝居を選択し、時

間をかけて製作し臨んでいる。

平成２２年度保育科第一部基本実習（５日間の観察実

習）の中で最終日（４日目か５日目）の園児のお帰り

の時間帯に、各クラスに分かれて子どもの年齢と発達、

季節に合った「技術演習」（１人５分間）を実施するが、

実習生が選んだ演習は次の通りである。

紙芝居：６７名（２９．１％） エプロンシアター：１０１名（４３．９％）

ペープサート：５４名（２３．４％） 歌（ピアノ）：８名（３．５％） 合計２３０名

紙芝居を約３０％が選択しており、将来、保育者を目

指す学生の間においても、人気を集めていることが分

かる。

最近は海外でも「KAMI-SHIBAI」として普及し始め

ているので、将来は「KARAOKE」のように世界的に

認知される可能性も秘めている。

２．本論の目的

以上の歴史を踏まえ、保育現場で紙芝居の舞台使用

のあるべき姿を見いだすことを本論の目的とする。

注目するのは、街頭紙芝居と教育紙芝居の舞台使用

の格差である。街頭紙芝居は自転車の荷台に飴などの

入った引き出し付き箱の上に折りたたみ式の木製舞台

が例外なく設置されていた。拍子木で子どもたちを集

める前に、紙芝居屋のおじさんは手際よくそれらをセッ

トしていた。飴を売り終え、紙芝居の上演となると見

事な口上とともに舞台の中の絵を操って演出効果を高

めていた。

ところが教育紙芝居から保育紙芝居に変遷するうち

に、舞台の使用は常時でなくなってしまった。この点

に関して、以下のような調査結果が２点ある。

紙芝居に関するアンケート

１９８３（昭和５８）年４月１５日、「子どもの文化研究所」

の「紙芝居研究会」、前月１日より始めた紙芝居に関す

るアンケート調査を締め切る（調査対象は東京都公立

保育園・幼稚園４０園、愛知県公立幼稚園２０園、他公立

幼稚園４園、私立保育園・幼稚園４０園。計１０４園。園児

最多４７１人、最少４０人、平均１４０人）。

表１）

（石山幸弘「紙芝居文化史」萌文書林より）

舞台について「かならず使う」はわずか１８園にとど

まり、逆に全く「使わない」が倍近い３４園にも上って

いる。その理由はどこにあるのか。さらに興味深いの

は「ときどき使う」で４８園もある。どのようなときに

舞台を使うのかを知るのも目的にしたい。

もう１つ、最近の調査を引く。

２０１０年、愛知県の保育現場における紙芝居の利用状

況について詳細に調査した報告の中に、舞台使用に関

するデータである。回答のあった１４８園の舞台使用状況

である。

表２）

（鬢櫛久美子・野崎真琴「保育現場における紙芝居の利
用状況」名古屋柳城短期大学研究紀要 第３２号）

両調査には２７年の時間が経過している。表１）の「か

ならず使う」が１７％に対して、表２）の「いつも使用」

は６．７％にとどまっているのは興味深い。保育紙芝居と

して活用が進むに従って、年々、舞台の使用率が減少

しているとも推測できる。
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この２つの調査結果を踏まえ、今回のアンケート調

査結果を比較検討して、その舞台を使用しない理由に

ついても追求したい。

３．アンケート

�調査方法

本論のために、次のようなアンケート用紙を作成し

た。記入者の負担軽減を考慮して設問を絞り、回答し

やすいように工夫した。

紙芝居の舞台に関するアンケート

１．貴所（園）に、紙芝居の舞台は用意されていますか？

（番号を○で囲んでください）

�いる �ない

「（１）いる」場合は、次にお答えください。

２．３．４．５歳児の保育時に紙芝居をする場合、舞台を使用しますか？

（番号を○で囲んでください）

�たいてい使う �時には使う �全く使わない

その理由を簡単にお教えください。

調査期間 平成２３年８月～９月

調査方法

①平成２３年度保育科公開講座受講者

（田上・中野担当）

幼稚園…１８ 保育所（園）…１ 計１９

（回収率１００％）

②平成２３年度教員免許状更新講習「選択領域」受講者

幼稚園…３６ 保育所（園）…１２ 計４９

こども園・児童館など…１１（調査対象から除外）

（回収率１００％）

③平成２３年度保育科２年生保育実習先保育所（園）

保育所（園１４２に調査依頼、８７所（園）回収

（回収率６１％）

④平成２３年度保育科２年生教育実習先幼稚園

幼稚園１３９に調査依頼し、６０園回収（回収率４３％）

［注］本稿の締め切り日と教育実習の終了日が切迫

していたために回収率が低くなっている。

�保育所（園）の使用状況について

まず、使用状況を見てみる。調査方法の①②③の保

育所（園）を合計すると１００園になる。アンケートの設

問別の数は次のようになる。

１．貴所（園）に、紙芝居の舞台は用意されていますか？

�いる ５３所（園） �ない ４７所（園）

図１）舞台は用意されていますか

「�いる」場合は、次にお答えください。

２．３．４．５歳児の保育時に紙芝居をする場合、舞台を使用しますか？

�たいてい使う ５所（園）

�時には使う ３０所（園）

�全く使わない １８所（園）

［注］この設問を「３．４．５歳児」に限定したのは、幼稚

園との比較を容易にするためである。

図２）舞台を使用しますか

�幼稚園の使用状況について

次に幼稚園の使用状況を見てみる。調査方法の①②

③の幼稚園を合計すると１１４園になる。アンケートの設

問別の数は次の通り。
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１．貴園に、紙芝居の舞台は用意されていますか？

�いる ６７園 �ない ４７園

図３）舞台は用意されていますか

「�いる」場合は、次にお答えください。

２．３．４．５歳児の保育時に紙芝居をする場合、舞台を使用しますか？

�たいてい使う １３園

�時には使う ３６園

�全く使わない １８園

図４）舞台を使用しますか

この設問については「その理由を簡単にお教えくだ

さい」と理由を聞いているので、それぞれについて保

育所（園）、幼稚園の区別はしないで主なものを列挙する。

１）「�たいてい使う」についての回答

①紙芝居の研修会（または短大時代の授業）で、必

ず舞台を使うように勉強したから。…�
②舞台使用で「どのような話が始まるのか」期待感

が高まるから。

③紙芝居が固定され、細かい効果が生かせるから。

④画面が指で隠れることなく、子どもも集中できる

から。

⑤話の世界を楽しむための環境構成の１つと考えて

いるから。

⑥絵本と違って紙芝居は演じるものだから、舞台を

使って両手を空けると楽器を使ったり身振り手振

りを加えられるから。

２）「�時には使う」についての回答…�
①舞台が近くになく用意が面倒で、忙しいから。

②舞台を使うとよいのは分かっているが、手軽に見

せるのを優先してしまうから。

③全体の集まりや誕生会など行事の時には使う。

④普段と違う刺激や変化を与えたいときは使う。

⑤３歳児クラスは必ず使う。

３）「�全く使わない」についての回答…�
①手持ちで行うと、気楽な雰囲気でできるから。

②大きすぎて、扱いにくいから。

③舞台を使わないと、子どもの表情や感情をキャッ

チできるから。

④舞台の枠で画面が見えにくくなるから。

⑤なくても子どもは喜んで見ているので、必要性は

感じないから。

⑥いろいろな場所で見せるから、手に持って行って

いる。

⑦絵本中心で、紙芝居は保育に取り入れていないか

ら。

⑧園に一台しかないから。

⑨使わない方が幼児との距離感が近くなるから。

⑩絵を自由に動かせないので。

⑪舞台の出し入れ（準備）が面倒なのと、重いから。

４）その他の回答（今回のアンケートを見て、舞台を

使ってみたら）…�
①普段と違う雰囲気で、子どもたちはいつもより集

中して見ていた。

②舞台の袖で不要な物が隠れるためか、熱心に見入っ

ていた。

	舞台使用に関する既説

紙芝居の舞台使用に関して、既説はどのような立場

を取っているのかを調べると、以下のようになる。

①お芝居が舞台の上で行われるのと同じように、紙

芝居も舞台という枠の中で行われてはじめて、現

実の世界ではない別の世界ができあがり、観客は

ドラマ化された別の世界にひきよせられていくか

らです。（右手和子「紙芝居の上手な演じ方」童

心社）。
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②紙芝居の舞台などの道具を使うと、紙芝居の形式

が生かされ、その魅力を引き出すことができます。

紙芝居舞台は市販されていますが、実演用に貸出

をしている公共図書館もあります。（「児童文化研

究会『さなえ』活動状況」）

③舞台を使ってください。舞台を使うことで、空間

が仕切られ、紙芝居への集中度が高まります。ま

た、舞台を使わずに手で持ちながら演じるとぐら

つくので、大切な「ぬく」の効果が半減してしま

います。（酒井京子他「紙芝居を演じる」図書館

流通センター）

④舞台は必要です。よく忙しいから、面倒くさいか

ら、イベントのとき以外は舞台を使わない、とい

う話を聞きます。倉庫でほこりをかぶっていると

いうところもあります。紙芝居は異次元の世界、

こことは違うおはなしの世界に観客を誘う文化で

す。舞台はその世界へのトビラなのです。舞台が

ないと演劇的空間をつくりにくくなりますし、第

一集中力が低くなります（作品によっては使わな

いものもあります）。また、紙芝居はふつう舞台が

あるのを前提につくられていますから、せっかく

の紙芝居、舞台を用意して効果の上がる演じ方を

しようではありませんか。（ときわひろみ「手づ

くり紙芝居講座」日本図書館協会）

⑤紙芝居の作品をしっかり観てもらうために、その

ためには舞台は必要なのです。手に持って演じて

いたのでは、演じる人の顔の表情が気になったり、

また着ている服の色やデザインに紙芝居の画面が

引き立たないということがあるのです。実際に、

紙芝居の作品を舞台に入れてその画面を見てくだ

さい。ずいぶん印象が違うはずです。観客の紙芝

居への注目度が上がるはずです。（菊池好江「み

て！きいて！わくわくするよ紙芝居」学事出版）

⑥保育所では、あまり舞台を使うことがないので舞

台の扱い方がちょっとぎこちなかったり、抜き方

や差し込み方がスムーズにいかなかったりなどが

ありました。

舞台を使うことで、集中の違いや抜きの効果、コミュ

ニケーションがとれる、紙芝居の世界が広がって共感

できるなど、紙芝居の特性が理解できたと思います。

ぜひ舞台を使って、演じてみてください

（http：／／www. geocities. jp／sanae_naisyo／kenkyukai. htm）

⑦紙芝居をするときは、絵を入れた舞台（枠）の横

に立って自分の顔と体を子どもたちに向け、子ど

もたちの表情を見ながら演じること。（鈴木常勝

「保育に生かす紙芝居」かもがわ出版）

⑧紙芝居を演じる時、舞台を使うのをめんどうがる

人がいらっしゃいますが、それは使い慣れていな

いからでして、舞台はぜひ使っていただきたいの

です。なぜかといいますと、お芝居が舞台の上で

行われるのと同じように、紙芝居も舞台という枠

の中で行われてはじめて、現実の世界でない別の

世界ができあがり、観客はドラマ化された別の世

界に引き寄せられていくからです。つまり、舞台

を使うことで、演劇的な空間を作り出すことがで

きるのです。よく手に持って、胸元で見せる方が

いらっしゃいますが、観客にとっては、演じ手の

表情、服装などと画面が一緒になってしまって、

とても別の世界として見られませんので効果も半

減してしまいます。（子どもの文化研究所編「紙

芝居―子ども・文化・保育」一声社）

⑨紙芝居の舞台は必ず使用するようにする。舞台に

入れることで、現実でないドラマが始まり、画面

が引き締まる。手持ちではできない画面効果があ

る（舞台の袖で、不要な物が見えなくなるなど）。

舞台を使わないと手で持つことになるが、手で作

品が隠れたりして子どもたちが隠れた部分に興味

を示したりすることがある。（田上貞一郎他「保

育内容指導法 言葉」双文社出版）

⑩保育者が紙芝居を手に持って演じると、安定性が

保たれないばかりか、〈抜き〉の効果が著しく損な

われ、紙芝居の面白さが半減してしまうので、舞

台を使用するようにする。（大久保愛他「保育言

葉の実際」建帛社）

⑪原則として舞台を使用したいが、ない場合は机や

ひざの上で行う。（戸田雅美「演習 保育内容

言葉」建帛社）

⑫最近の保育園や幼稚園では、舞台を使わずに紙芝

居を手に持って演じるところが多いと聞く。舞台

を使用するのは大げさだと考えるのかもしれない

が、やはり、舞台を使ってほしい。私の経験では、

少人数を相手に演じるときでも、舞台でやった方

がずっと効果的である。（中略）舞台が必要品だか

らといって、別に立派なものでなければならない

ということはない。台の上において、絵を出し入

れしても倒れないような枠さえあれば、手製のも

ので十分なのである。とにかく、台の上にきちん

と舞台をすえ「はじまり、はじまり…」で、子ど

５
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必ず（ぜひ）使うこと ⑥⑧⑨

使うこと ①②③④⑤⑦⑩⑪⑫

できるだけ使うこと ⑬⑭

場合によっては使わなく
てよい

⑫

もたちをドラマの世界に引き入れよう。（相馬和

子他「ことばの指導の実際」相川書房）

⑬上演に当たり、紙芝居は「手持ち」で演ずる場合

と「舞台（箱）に収めて」演ずる場合とがあるが、

できることなら舞台を使うことが望ましい。紙芝

居の作者・画家は舞台の使用を前提に作品作りを

しているからであり、特に安定した使い方を希望

しているのである。手元に舞台がないときでも、

机の上に箱などを置いて、その上に紙芝居を安定

させて演ずるとよい。日常よく使われるディッシュ

ペーパーの箱なども案外便利に利用できるもので

ある。ただ、身構えない気軽さと、特に年少の子

どもに親しく接するためには、舞台を使わず手持

ちで行う方法も無視できない。（岡田明他「子ど

もと言葉」萌文書林）

⑭物語のイメージの世界を現実の空間に区切って凝

集させるために、また、画面を安定させて効果的

な抜き方で演じるために、できるだけ舞台を用意

したい。舞台を使わない場合は、紙芝居が揺れな

いように注意し、右手で右側から抜く場面展開が

できるように練習しておく。（中野由美子「言葉」

一藝社）

以上、舞台使用に関する既説を列挙したが、大まか

に分類すると次のようになる。

表３）

既説に共通しているのは、主張の強さに多少の差は

あるものの「舞台を使用すること」であることが分か

る。…�
ただ、④の「（作品によっては使わないものもありま

す）」について問い合わせたところ、著者より次のよう

な回答を得た。

手づくり作品の場合は市販の舞台に入らない様々な

形状、形式のものが自由に個性的につくられます。ま

た仕掛けがあるものもあります。

さらに、舞台使用に関して次のように意見を頂戴した。

保育所、幼稚園で舞台がつかわれていないのは紙芝

居を絵本とおなじように考えているためだと思います。

そして、忙しく保育をしているとき、早く物語を届け

ようとついつい手に持って演じる（というより読む）

ことをしてしまう、という現場からの声もあります。

…�
また、⑬の後半「年少の子どもに親しく接するため

には、舞台を使わず手持ちで行う方法も無視できない」

は、例外的に舞台不使用を容認する立場を取っている。

５）考 察

始めに考えたいのは、最初の「１．貴所（園）に、紙

芝居の舞台は用意されていますか？」についてである。

保育所（園）の「用意されている」が５３％に対して、

幼稚園は５９％との調査結果が出ている。ほぼ同じで、

差異は見られない。おおよそ半数強の保育施設で舞台

が用意されていないという事実が判明した。

問題は「舞台がない」園が４０％以上も存在している

ことである。特に保育所（園）では４７％と半数近くに

なっている。設問２の「全く使わない」園が合計で３６

園あり、「ない」と「全く使わない」を合計すると１３０

園になり、全調査数２１５から計算すると、６０％の園は舞

台なしで紙芝居をしていることが分かる。

前掲した「舞台使用に関する既説」の�にある「舞

台を使用すること」という基本とはかけ離れた現実が

明白になった。

舞台を使用しない理由としては、�の指摘のように

絵本と同様に扱っているのが１つ。�に寄せられた回

答群の中にも、いくつか理由が挙げられている。この

回答群を分類してみると、次のようになる。

１．紙芝居と絵本の区別を分からない。

２．舞台を使用するメリットを知らない。

３．舞台使用について誤解している。

これらは、養成校の責任という一面もある。�にあ

る「紙芝居の研修会（または短大時代の授業）で、必

ず舞台を使うように勉強したから」が言うように、学

生時代にしっかり舞台使用についての授業をする必要

性を強く感じる。

最後に「忙しい」が考えられる。保育現場に限らず、

私たち養成校の教員も暇ではない。だが、それを理由

にしては、プロとは言えなくなってしまうであろう。

続いて考えるのは「２．３．４．５歳児の保育時に紙芝居を

する場合、舞台を使用しますか？」についてである。

保育所（園）の「たいてい使う」が９％、幼稚園が

１９％となっている。保育所（園）より幼稚園の使用率

が高く好ましい結果となっているが、差異の理由は今
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回の調査結果からは判明しない。

�にある１９８３年の調査結果の「かならず使う」１８％、

２０１０年の調査結果の「いつも使用」６．７％、設問自体に

微妙な差があるもののこれらの調査結果からも、保育

施設の１０％程度しか常時舞台を使用しないことが指摘

できる。

「時には使う」は保育所（園）が５７％、幼稚園が５４％

となっている。�の回答のように誕生会などのイベン

ト時に使われることが多いとなっている。さらに、こ

の回答では舞台使用のメリットについても理解してい

るのが多い。「時には使う」から時間がかかっても「た

いてい使う」への移行を切望したい。

最後の「全く使わない」については前述したので、

ここでは省く。

以上、調査結果について概観した。この結果から言

えるのは、紙芝居は気軽な保育教材として安易な用い

方をされている可能性が高いことである。警鐘を鳴ら

している指摘を引く。

お昼寝の前などは（中略）舞台も使わず、「ぬき」の工夫

などまったくなしに、ただ脚本に頼って読んでいく…などと

いう形があたりまえになっていると思われます。帰るしたく

が思わぬほど早くできてしまって、あわてて紙芝居置き場か

らぬいてきてする、とか、どうしても集中してほしいからな

んでもいいから一組紙芝居をして、早く席につくように行動

を規制するのに使ったりなど、紙芝居をほんとうに生かして

使っていないといってよいのが現状でしょう。

（阿部明子「心をつなぐ紙芝居」童心社）

おわりに

以上、保育現場における紙芝居の舞台使用について

考察した。

街頭紙芝居から教育紙芝居へ、さらに保育紙芝居と

移り変わるうちに、楽しさは変わらないものの、舞台

使用が消えたり減ったりする弊害が生じてしまった。

さらに絵本との混用という思わぬ誤解まで発生してし

まったのは残念である。

舞台使用不使用は、名作映画を大スクリーンのある

映画館で見るのと、自宅のテレビで見るのとでは、集

中力はもちろん迫力など様々な面で大差があるのに似

ている。

舞台使用のメリットは理解していただけたと思うが、

購入に迷っている園もあると思う。参考までに２つの

提案をしたい。

市販されている舞台には「超軽量紙芝居舞台」「B

４のスタンダード版」とワイドに広がる「大型紙芝居

舞台（画面サイズ：５６．９×４０．３�）」の３種類がある。

価格は１万から２万円程度なので、そんなに高価では

ない。ぜひ、園に１つは用意され、最初はイベント時

だけでも使ってくださることを願う。�のように、今

回のアンケートが契機となり、舞台を使ってみたら想

像以上に好結果だったとの報告もある。

手作りも可能である。硬めの段ボールと布ガムテー

プで成形し、全体に茶系など地味な紙を貼ると完成。

この舞台は軽くて持ち運びやすいが、すぐ倒れてしま

うという欠点がある。底の部分に鉄板など重い物を両

面テープで固定すると倒れにくくなる。今回のアンケ

ートの中に「園にないので、手作りの舞台を使ってい

ます」という回答が一例あった。

保育科学生の大半は、保育所（園）や幼稚園時代が

楽しく、先生にあこがれたからという動機で入学した

と答える。紙芝居も楽しい思い出の１つに入るであろ

う。舞台を使用する園の卒園児は、将来、保育者になっ

たとき抵抗なく舞台を使う可能性が高い。文化はこの

ようにして継承されてきたからである。

紙芝居は電源、暗幕、音楽などの準備が必要ない利

便性がある。加えて、子どもに人気があり、いつでも、

どこでも、だれでも簡単にできる長所は、一種の「諸

刃の剣」でもある。前掲の阿部明子氏の警鐘のように

下読みなし、舞台なしで時間つぶしに使われてはなら

ない。便利だからこそ安易に扱わずに、しっかり準備

して取り組んで欲しい。もちろん、その準備の１つに

舞台の用意が入るのは言うまでもない。

養成校でも、舞台使用のメリットについて、しっか

り指導するように心がけなければならない。ちなみに、

最初に紹介した本学保育科第一部１年生が行う基本実

習の技術演習「紙芝居」は、全員が舞台を使用して演

じている。

本稿が契機となり、１人でも多くの子どもたちが舞

台で紙芝居を観賞できるようになったら望外の喜びで

ある。

参考文献

上地ちづ子「紙芝居の歴史」久山社 １９９７

山本武利「紙芝居 街角のメディア」吉川弘文館 ２０００

加太こうじ「紙芝居昭和史」岩波書店 ２００４

姜 竣「紙芝居と〈不気味なもの〉たちの近代」青弓

社 ２００７
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はじめに

SCT（文章完成法テスト）とは、刺激文の後に自由

に記入された反応文から、そこに映し出された記入者

のパーソナリティを理解しようとする、投影法に基づ

く心理テストである。その一つである精研式 SCT（１）は、

医療・カウンセリングの場面だけでなく、教育界や産

業界など、様々な場面で利用されている。

本研究は、企業の大学新卒採用時に適性検査として

実施される SCT の評価の妥当性を検証することを目的

とする。我々は採用時の SCT 評価の依頼を受けること

が多いが、その評価を採用結果と対照し、その妥当性

を依頼先の協力のもとに検証することは、個人情報保

護法施行以来、難しくなっている。だが、特に SCT

のような投影法においては、その結果の確認は評価基

準の客観性を強化するためのフィードバックとして重

要である。

そこで、今回、一つの方法として、大学３年次の採

用試験においてSCTの判定から採用を推薦したA群と、

採用を推薦しなかった B 群、さらに翌春まで内定を得

られなかった C 群学生とを比較し、B 群と C 群の評価

が B≒C となるのであれば、間接的ではあるが、結果と

して SCT の評価の妥当性があると言えるのではないか

という仮説を立て、検討を行った。また、A 群と B

群，C 群との違いを見ることをとおして、新卒採用にお

ける採否の観点（ポイント）を探った。

１．研究の方法

�使用したケース
今回の SCT データは、２０１１年と２０１２年４月入社の新

卒採用の検査として２０１０年２月・３月と２０１１年１月～３

月に実施されたもので、次の３つのグループに分けて

いる。

A 群：２０１１・１２年４月入社予定。２０１０・１１年２月３月

記入。採用を推薦した業界業種の異なる２０ケー

ス。

B 群：入社予定・記入時期が A 群と同様で、採用を推

薦しなかった２０ケース。

C 群：２０１１年４月入社予定。２０１１年１月～３月記入。A

群・B 群と業界業種の異なる２０ケース。

�評価項目の作成
SCT 判定においては、パーソナリティ全体を一つの

まとまり（Gestalt）として把握し、特性ごとに評価す

るという手法をとらない。パーソナリティには、能力

目 次
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や基本性格などの横断的に捉えた「内容」の側面と、

個体要因や環境要因などの発達的・縦断的に捉えた「形

成要因」の側面があり、SCT では、その両者の絡み合

いとまとまりを、時間的要因（生き方の軌跡）も含め

て見ようとする。採用場面では、それに加えて、応募

業種・職種や職務内容、社風なども考慮し、採用を推

薦するか・しないかを判断する。

しかしながら、どのような業種・職種であっても重

要視しているのが、能力面における IQ テストなどでは

計れない、人間として生きる知恵（differentiationの略

diff．）（２）の要素である。SCT の刺激文には「私」という

語句が多く、記入者の自己意識あるいは自己概念に働

きかけることによって、記入者が自己をどう捉えてい

るのかを理解しようとする。したがって、SCT の反応

は、自身の経験（自分自身に関する記憶の総体である

自伝的記憶）（３）に基づいたものが中心となる。diff．は、

これまでの経験をいかに取り込んでいくかという経験

知としての側面を持ち、これまでの生き方に深く関わ

るものであるが、自己意識に働きかける SCT は、そう

した面を見るのに有効と言えるだろう。

そこで、本研究では「経験」、特に学生生活をとのよ

うに過ごしてきたかに焦点を当て、３つの側面から評

価をした。比較した項目は、経験・行動範囲の「広さ」、

経験・関わり方の「深さ」、それらを内省し、自己洞察

・吸収する視点の「高さ」である。（表１）。

�評価・分析の方法
以上の３項目について、充分訓練を積んだ７名の評

価者が３段階（０・１・２）で評価をした。さらに、

特に印象に残った点や特徴点を短文や単語で評価した。

次に、各項目に対する評価の延べ出現数を集計し、各

評価項目について出現頻度に各群間で有意な差がある

か、U 検定を用いて比較して分析した。

２．結 果

�各評価項目に対する評価の延べ出現数と出現頻度
各項目に対する評価の延べ出現数についての結果は

表２の通りである。A 群は「広さ」「深さ」「高さ」の

どの評価項目でも高得点側にあり、B群・C群は３項目

とも低得点側に偏った分布傾向が見られた。

さらに、各評価項目についての出現頻度における各

群間の比較結果は表３であるが、A 群は B 群、C 群の

双方に対して３項目全てで出現頻度に有意差（p＜

０．０１）が認められた。また、B 群と C 群の比較では、

「広さ」、「深さ」では有意差が認められなかったが、

「高さ」においては有意差（p＜０．０１）が認められた。

したがって今回の調査から、「広さ」、「深さ」につい

ては A>B･C の関係性が、「高さ」については、A>B

表１．評価基準

１）「経験の広さ」とは、学生生活の中での授業（勉強）、サークル、バイト、趣味、遊びなど、どのくら

い幅広く経験しているか。また、行動範囲の広さ。

０…学校には行っているが、特にバイトもサークル活動などしていない。あるいは、どれか一つに関与

している程度。

１…授業やバイトなど、ある程度はやってはいるが、日常の範囲を出ない。

２…色々なことをやっていて、行動範囲も広い。

２）「経験の深さ」とは、１）の活動（経験）にどれだけ深く関与しているか。

０…ゼミやサークルやバイト、遊びなどの活動が無いか、あるいは、単に所属しているだけで、ほとん

ど活動していない。

１…サークルやゼミ活動など、どれか一つでも週何日かやってはいるが、関わり方が浅い。

２…どれか一つでも一生懸命にあるいは熱中してやっている。

３）「経験の高さ」とは、上記の自分の経験を、どれだけ「高い視点から振り返り、意味づけ」ているか。

０…振り返りが見られない。

１…形式的に振り返っているだけ。あるいは、振り返っていても、過大評価や過小評価をしていて、客

観性に欠ける。

２…より高い視点から自身を振り返っている。あるいは、客観的な評価に基づいた反省や修正意識が見

られる。
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>C という関係性が得られたことになる。

�各項目および全体の印象
各項目および全体印象に対する自由記述式評価コメ

ントについて、主だったものを表４に示す。傾向とし

ては、A 群は肯定的な意味合いのコメントが多く、B

群・C 群は否定的な意味合いのコメントが多く見られた。

３．考 察

�A群と B群・C群の比較
今回の調査により、我々は、「広さ」「深さ」につい

ては A 群＞B 群・C 群の関係性が、「高さ」については、

A 群＞B 群＞C群という関係性があるという結果を得た。

したがって、B群とC群の評価がB≒Cとなるのではな

いかという我々の仮説は支持されたと言えるだろう。

そこで、具体的なケースを通して、A 群と B 群・C

群の違いを詳しく見てみたい。ケース１は A 群の、ケ

ース２は C 群の例である（４）。SCT を読んでいて、A

群と B 群・C 群の最も大きな違いは、反応からその人

やその日常行動がイメージできるかどうかである。自

由記述式評価コメントにも見られるように、ケース１

からは、まず「広さ」の点で、学生生活の体験以外に、

柔道・美術館など多方面にアンテナを張って動いてい

る日常の様子がイメージできる。交友関係も広そうで

ある。また、「深さ」の点では、興味ある分野には集中

性・徹底性をもって取り組んでいるのではないかと思

われる。さらに、「高さ」の点では、そうした経験を通

して、一歩下がったところから振り返り、自分の価値

観と、対象から受け取る感覚とを論理的に検証しよう

としている様子がうかがえる。やや理屈先行のところ

はあるとしても、冷静・客観的に自分も周囲も見てお

り、働くこと・社会人になることへの関心と共に、将

来の方向性も掴んでいるようで、堅実性や自己肯定感

が伝わってくる。

一方、ケース２は、「広さ」の点では、学校に行って

いるとしても、歌・麻雀以外にこれという関心事や目

標が見られず、目先のことに反応することが多く、日

常行動が具体的に見えてこない。物事の取り組み方の

「深さ」の点でも、これといって何かに熱中している

様子も伝わってこない。ただ毎日が楽しければ良しと

いう思いが中心にあり、「高さ」の点でも、これまでの

自分の生き方に対する振り返りが少なく、現在の自分

自身とも正面から向かい合わず、漫然と日常を送って

いる様子がうかがえる。卒業まで残りわずかとなって

も、未だ当事者意識が希薄で、気力・意欲が低く、将

来の方向性も具体的にイメージできないようである。

忍耐力も弱いために、何をやっても前に進む力が弱い

感じがする。

SCT の刺激文の対象はほとんどが自己意識の領域で

あり、その自己意識は行動経験によるエピソード記憶

によって形成され、学業などを通して得た意味記憶（知

識）によって再構成・意味づけされる部分が大きい。

表２．各項目に対する評価点の集計結果

表３．マン・ホイットニーのU検定によるP値

表４．自由記述式評価コメント

A 群

広さ：行動・コミュニケーション・広さより堅実さ

深さ：目標・役割意識・集中性・根気強さ・緻密さ

高さ：自己客観視・内省・経験吸収・現実感覚・具体性

全体印象：素直さ・積極性・責任感・自己洞察・自己肯定

B 群

広さ：動きが見えない・漠然とした生活・硬さ・遊び中心

深さ：動きが見えない・建前・アルバイト中心・表層的反応

高さ：過大評価・表面的・甘さ・自信のなさ・楽天性・建前

全体印象：不自然・無反省・行動不足・表層的・受け身

C 群

広さ：日常が見えない・関心が身の回りに限定・非活動的

深さ：表層的・内省不足・集中不足・好きなことのみ

高さ：漠然・安易・無反省・自己満足・他人事・お気楽さ

全体印象：現実感不足・無目的・状況認識や見通しの甘さ

項 目 評価点 ０ １ ２

広 さ
A 群 ０ ３３ ３７
B 群 ６５ ７４ １
C 群 ７３ ６４ ３

深 さ
A 群 ０ １４ ５６
B 群 ７７ ５６ ７
C 群 ８３ ４６ １１

高 さ
A 群 ０ ９ ６１
B 群 ８６ ５２ ２
C 群 １０８ ３２ ０

A／B A／C B／C

広 さ ０．０００ ０．０００ ０．４１６

深 さ ０．０００ ０．０００ ０．６４５

高 さ ０．０００ ０．０００ ０．０００

３
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このことから、「広さ」、「深さ」はエピソード記憶の量

と質、「高さ」は意味記憶の働きに拠るところが多いと

考えられる。「広さ」と「深さ」は、経験・行動の範囲

やその関わり方、すなわち行動力に、「高さ」は内省力

につながるものであるが、B群・C群はその両面におい

てA群よりも不足しているということである。したがっ

て、行動力や内省力が不足している人が、SCT の反応

で自己を表現することが難しいのは当然と言える。

だが、今回の調査は対象企業数やサンプル数が少な

いことは否めない。さらに、C群の背景にある、不況に

よる採用数の減少という社会状況も考慮しなければな

らないだろう。また、今回の調査では、B群に対する評

価の妥当性は言えるとしても、A 群に対するそれが妥

当であるかどうかは検証されていない。この点につい

ては、改めて検討しなければならないだろう。しかし、

行動や思考の「広さ」「深さ」が自己評価（「高さ」）を

正確にし、それらがひいては向上努力や経験蓄積の基

盤となること。また、これが、企業が求める人物像と

して重要視している「主体性」「実行力」（５）とも関係する

ことも考え合わせると、結果的・間接的ではあるが、

SCT からの推薦・非推薦の基準の妥当性は多少なりと

もあると言えるのではないだろうか。

�自己意識と時間的展望
SCT における反応には過去の経験（記憶）が多く表

れるが、それだけではなく、現在の自己や未来の自己

も表れる。しかし、それらは過去の経験と無縁ではな

い。人は未来の生き方を考える時（図１．・１．）、過去を

振り返り（図１．・２．）、その過去を踏まえて未来を計画

し（図１．・３．）、その未来を実現するには現在どうある

べきか、すなわち、その未来によって現在を規定・方

向付け（図１．・４．）、さらにその現在が過去を意味づけ

る（図１．・５．）という循環をもつと考えられる（６）。就職

活動とは、未来の自身の生き方を決める作業であり、

将来こうありたいという願望や目標が示されることも

多いが、それが、これまでの自身の経験を振り返った

上でのものか、あるいは、現実や過去と切り離された

単なる思いつき・模倣・想像に留まるものかは、過去

を意味づける「高さ」の程度が重要なカギになってい

ると言える。過去を十分に振り返る内省力がなければ、

ケース２のように、未来を具体的にイメージすること

ができないのである。

これは大学新卒の SCT を読んでの全体的な印象であ

るが、就職サポート業者の指導の影響によると見られ

る定型・建前・願望反応が特に B 群に顕著である。漫

然とした日常を送り、就職活動を前に泥縄式に業者主

導に頼っての対応であることがうかがえる。C群はケー

ス２でも見たように、その対応すらしないということ

だろう。それが自己吟味・現実吟味につながる視点の

「高さ」が A>B>C という評価になった一因とも考え

られる。いずれにしろ、B群・C群ともに、存在という

実体感が希薄な点では変わるところがない。

図１．自己意識と時間的展望（過去・現在・未来の関係）

おわりに

以上のようなことが、紙上インタビューと言われる

SCT においてもうかがえるのであるから、ましてや本

物の面接場面において、B 群は定型・建前による応答、

C 群は具体性や方向性に欠ける漠然とした応答となり、

評価が低くなるのは推察に難くないところである。

逆に言えば、単なる面接テクニックではなく、自己

意識の持ち方、つまり何を経験し、それをどのように

意味づけるのかがキャリア教育の課題であると同時に、

人事・採用担当者の見逃してはいけないポイントとな

るのではないだろうか。当たり前のことではあるが、

学生のうちは様々な方向にアンテナを向け、頭で考え

るだけでなく、身体を使ってまず動いてみる、あるい

は、１つのことでもじっくりと集中して取り組むとい

うことが大切である。そして、その経験は何だったの

かと振り返り、意味づけること、その経験から何かを

学ぼうとする姿勢を持つことが重要であるということ

が、本研究から裏付けられるのではないかと思われる。

学生は社会経験が全くないか、あってもアルバイト程

度であり、採用においては、その学生の持つ可能性を

どう見極めるのかということになる。確かに、大学生

活を漫然と送っていた学生が、社会に出て立派な社会

人に豹変するという可能性もゼロではないだろう。し

かし、学生生活を充実して過ごし、その経験から何か

しら吸収してきた学生のほうが、社会に出て新しいこ

とを身につける力、経験とともに成長していく力を持っ
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ケース１
Part�
１ 家では 自分自身のスイッチをオフにするように心掛け

ている。オンとオフを切り替えることを良しとしている。
２ 私を不安にするのは 先が見えない時、目標を見失った

時である。
３ 友だち は、多い。１人１人と同じ物を見て共感した時、

大きな喜びを感じる。
４ 私はよく 美術館に行く。思いと社会がつながっている

場所だと思うからである。
５ もし私が （地名）に住んでいなかったら、東京を目指

して上京していただろうと思う。それくらい今の東京に
関心がある。

６ 私の母 は、大局的な物の見方をする人だと思う。
７ もう一度やり直せるなら 今度は物を語る側ではなく、

作る側の人間として御社にチャレンジするのも面白いか
なと思う。

８ 男 性は草食系と言われているが、実はリーダーシップ
をとれる人が多いと思う。

９ 私の眠り は、深く、あまり夢を見ないが、寝ている時
間はすごく大切にしている。

１０ 学校では そこそこの成績とそこそこの学力があればよ
く、それ以外に何を学べるかのほうがよほど大切だと思
う。

１１ 恋愛 は、したらしただけ良い。すべては自分の経験と
して蓄積されていくと思う。

１２ もし私の父が 企業に勤めていなかったら、自分は就職
活動をしていなかったかもしれない。それくらい、父か
ら聞く仕事の話は面白い。

１３ 自殺 者が年間３万人を超えている日本は、何か根本的
な解決策を施さねばならないし、自分も何とかしたいと
思う。

１４ 私が好きなのは 人の手や思いがかかっている、建築物
や絵、優れた工芸品である。

１５ 私の頭脳 の中は、未来のことを考えている時に活発に
働く。

１６ 金 はないよりあったほうが良い。稼ぐ時よりも使う時
にその人が表れると思う。

１７ 私の野心 は、形や経済性だけでなく人々に愛される物
を目指していきたいと思う。

１８ 妻 は、必ずしも大好きな人がいいかどうかは分からない。
１９ 私の気持 は、一途で、まっすぐなほうだと思う。巻き

込んで仕事をすること、その気持ちに人が応えたくなる
時に、物事は動いていくと思う。

２０ 私の健康 は、私自身が気をつけて維持していくべきだ。
２１ 私が残念なのは 同じ想いで活動しているのに、いがみ

合っている人を見る時である。どうにかしてその間をと
りまとめる人になれないかと思う。

２２ 大部分の時間を 睡眠にとられてしまう人間は、それ以
外の時間の過ごし方が自分を決めると言ってもいいと思
う。

２３ 結婚 は、多様性が認められる現代では、それほど重視
する事柄ではないと思う。

２４ 調子のよい時 とは、重要な事柄が次々と進展していく
時のことを指すと思う。

２５ どうしても私は 自己中心的、主観的視点から物を見て
しまう。

２６ 家の人は とても自分のことを理解してくれている。そ
こに対して感謝を忘れないようにしたい。

２７ 私が羨ましいのは 自分のことを外からの視点で見られ
る人である。

２８ 年をとった時 、自分の人生をまとめたり、振り返った
りすることに時間を使うのではなく、常に新しいことを
見つけ出していたい。

２９ 私が努力しているのは “休む勇気”を持つことである。
オンとオフのメリハリをしっかりつけることが、社会人
になる上ですごく大切なように感じている。

３０ 私が忘れられないのは 柔道をやる中で培った、仲間を
信じ切る力である。

ケース２
Part�
１ 家では まったりしています。犬と猫が側にいると楽し

くもなる。
２ 私を不安にするのは 自分の将来。２ヶ月後、定職に就

けているだろうか。
３ 友だち は皆しっかりしている。私も頑張らなければ。
４ 私はよく 歌を口ずさむ。楽しいだけでなく、元気にな

るからだ。
５ もし私が 家庭を築いたら、週末は皆で銭湯に行きたい。
６ 私の母 は面白い。替え歌とその踊りは、見事な一発芸

だと思う。
７ もう一度やり直せるなら 高校でバスケ部に入りたい。

中学からずっと続けていたら、旧友と楽しめただろう。
８ 男 は女より体を大切にしないと思う。でも、だからこ

そよく動くのかも。
９ 私の眠り は遅い。のび太君みたいに、１０秒で寝つけた

らいいのに。
１０ 学校では ５階の研究室を使わせてもらっている。１階

がよかった。
１１ 恋愛 経験は無い。でも、時間と金を自分のために使う

のも悪くない。
１２ もし私の父が 生きていたら、今の僕達をどう思うのだ

ろう。
１３ 自殺 はしたくない。家族が悲しむから。
１４ 私が好きなのは 犬と猫。仕草が面白い。
１５ 私の頭脳 は回転が遅い。周りからは天然と言われるけ

ど、結構頑張ってるんだよ。
１６ 金 の余裕は心の余裕。真理だと思う。
１７ 私の野心 は特にない。日々を楽しく過ごせていたら、

それでいい。
１８ 妻 は欲しくない。でも、子供は欲しいかも。
１９ 私の気持 は気まぐれだ。突然わき起こるので、私も困っ

ている。
２０ 私の健康 は良いと思う。運動しているからか、体が軽

い。
２１ 私が残念なのは 今まで麻雀を知らなかったこと。複雑

だけど、やりごたえがありそうだ。
２２ 大部分の時間を 学校で過ごしたと思う。卒業してまた

来た時に懐かしむのが楽しみだ。
２３ 結婚 する人が周りに出て来た。もう本当に大人になっ

たんだと思う。
２４ 調子のよい時 は本当に良いが、悪い時はとことん悪い。

バランス良くできないものか。
２５ どうしても私は 今の歌を好きになれない。
２６ 家の人は 今何をしているだろう。テレビかな。
２７ 私が羨ましいのは 運動神経が良い人。見える世界が違っ

てそうだ。
２８ 年をとった時 昔を振り返って笑いたい。でも、もう一

度同じ人生をやりたいとは思わないだろう。
２９ 私が努力しているのは 体力作り。動けなくなったら終

わりだと思うから。
３０ 私が忘れられないのは 昔飼っていた犬。
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ている可能性が高い、と言えるのではないだろうか。

注記

�精研式 SCT とは、１９５０年代に慶應義塾大学の佐野勝

男・槇田仁の両名誉教授によって開発された精神医

学研究所式 SCT のこと。以後、SCT とは、精研式

SCT を指す。

�diff．については、三浦公一、SCT基礎コース講義資

料、東京国際・キャリアダイナミックス研究所、東

京、２０１１を参照されたい。

�佐藤浩一・越智啓太・下島裕美編著、自伝的記憶の

心理学、北大路書房、京都、２００８。

�ケースは、プライバシー保護の観点から、個人が特

定できないよう、内容に支障が出ない程度に反応文

に手を加えている箇所がある。また、SCT は Part

�と Part�合わせて６０項目の刺激文からなっている

が、紙面の都合で Part�のみを掲載した。

�経済産業省、企業の「求める人材像」調査、１９９７。

	三浦公一、SCT基礎コース講義資料、東京国際・キャ

リアダイナミックス研究所、東京、２０１１、p．７。佐藤

浩一・越智啓太・下島裕美編著、自伝的記憶の心理

学、北大路書房、京都、２００８、第１１章を参考に、三

浦が作成した図。

参考文献

榎本博明、「自己」の心理学、サイエンス社、東京、

１９９８。

経済産業省、企業の「求める人材像」調査、２００７。

佐藤浩一・越智啓太・下島裕美編著、自伝的記憶の心

理学、北大路書房、京都、２００８。

三浦公一、自己（自己意識・自己概念・自己認知）SCT

専門コース講義資料、東京国際・キャリアダイナミッ

クス研究所、東京、２００４。

三浦公一、SCT 基礎コース講義資料、東京国際・キャ

リアダイナミックス研究所、東京、２０１１。
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１．はじめに

介護実習に先立って実施する集団への事前指導や個

別面接でよく出てくる言葉に「笑顔で利用者と接しま

す」「笑顔で頑張ります」がある。この「笑顔で」は何

を意味するのであろうか。介護は対人援助職である。

加齢や障害によって生活上に困難を生じた者に対して、

生活のすべての場面において自立を支援していく職種

である。そして、仕事の性質上、他の職種に比べ、利

用者と接している時間も長い。

そのため、介護職は利用者が気持ちよく生活するこ

とを考え、常に笑顔でいることを大切にする。周囲か

らも笑顔を期待されている。また、常に笑顔でいると

いうことは、感情を管理して仕事をしなくてはならな

いということを意味している。

A. R. ホックシールド１）は客室乗務員に対して調査を

行い、次のことを述べている。人と接する職業では、

個人の感情さえも賃金の対象となる労働として提供し

ている。それゆえ、職務に適切である感情を表出し、

保持する「感情規則」したがって業務を遂行する。そ

のため、個人の感情を自ら管理することを求められる。

そして、このような、職務上、職業役割にふさわしい

感情を表出するため、自分の感情を操作し、管理する

ことを必要とされている。それを感情労働と定義づけ

ている。

また、三井２）は「看護職の場合には、感情管理は『望

ましい』ものであり、看護職とっては必要な技能 skill

の一つであると強調されることが多い」「A. R．ホック

シールドが『（感情労働）を行う人は自分の感情を誘発

したり抑圧したりしながら、相手のなかに適切な精神

状態（中略）を作り出すために、自分の外見を維持す

る』のだと述べているように感情労働者が自身の感情

を管理するのは、顧客のなかに適切な心的状態を作り

出すためである。看護職の場合で言うなら、患者の中

には適切な心的状態（多くも用いられるのは『安心・

安楽』という言葉である）を作り出すためには、看護

職は感情を管理する」と述べている。

介護職の仕事もホックシールドのいう感情労働であ

り、利用者に適切な心的状態（安心である、意欲的で

ある、楽しいと感じているなど）を作り出すため感情

を管理していると言える。介護は自分の感情を誘発し
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たり抑圧しながら、自分を道具としてオムツ交換、食

事介助等の具体的な技術を提供する。心地よい技術自

体もコミュニケーションであり、感情を伴う声かけや

笑顔もコミュニケーションである。そのようにコミュ

ニケーションを取りながら、信頼関係を築いていく職

種である。
� �

介護の目的は、利用者の生活をよりよいものとし、
� � � �

利用者が自己実現をしていくことにある。そこには、

利用者との双方向の関わりがあり、感情のやり取りが

ある。

介護実習では、実習生も当然に、介護が感情労働で

あること意識するいくつかの経験をする。利用者から

投げつけられた感情に傷ついたり、利用者に抱いた感

情に動揺したり、感情のやり取りに悩むという体験を

することは容易に推察できる。また、介護の結果、感

謝されたり、利用者が目標を達成すれば、嬉しくなる

という感情を体験し、やりがいを感じる。

特に否定的感情を介護職だから抑圧しなければなら

ないとか、我慢しなければならないと感じた場合、現

実の感情が自分の理想の介護職のイメージと乖離が大

きければ大きいほどストレスが大きくなると考えられ

る。反対に否定的な感情を認めながらうまくコントロ

ールできるようになれば介護が楽しくなる。

このような感情体験が介護のスキルの向上には必要

であり、その経験を今後の介護にどう結び付けていく

かを学習することが重要である。そのため、実習生が

実習中に利用者とのかかわりで体験する感情を把握し、

実習指導に生かすことを考えていく必要があるのでは

ないかと考えた。

２．研究の目的

今回は初回実習において実習生が利用者とのかかわ

りの中で抱いた感情について、肯定的感情をプラス感

情と呼び、否定的な感情をマイナス感情と呼び、２分

した。これらの感情がどのような場面で多く体感され

たのかを理解する。また、マイナス感情を抱いた場面

にどのような対応や解釈したか、そのとき、実習指導

者に助言を求めたのか、求めた場合どのような応答が

あったかを知り、実習指導に生かすことを目的とした。

平成２３年度入学の本学専攻科福祉専攻第一部の学生

に対して、初回実習後、学生に自由記述式の質問紙に

よる調査を行い、回答の内容を分類、整理し、今後の

実習指導や授業展開を考えた。

３．研究方法

�対象者
平成２３年度入学の本学専攻科福祉専攻第一部学生３５名

回答３４名

�実施時期
介護実習�Aの実習が６月２０日（月）から７月１日（金）

の期間で１０日間実施された。質問紙による調査は実習

終了後の翌週の７月７日（木）に実施。

尚、介護実習�A は入所施設である介護老人福祉施

設（特別養護老人ホーム）や介護老人保健施設での実

習である。

�方 法

記名式、自由記述式の質問紙を「介護総合演習」の

授業時間に配布し、記入をしてもらい、その場で回収

した。この時間では実習反省会の準備の時間として、

学生がグループで、実習での体験を意見交換、情報交

換することを予定していた。そのグループワーク開始

前に行った調査である。調査の回収率は当日１名の欠

席があり、９７％である。

今回の質問紙はすべて自由記述式で回答してもらっ

ているので、回答をカード化し、分類・整理し、考察

を行った。

�質問紙の内容
①利用者のかかわりで何を大切にしていたか

②実習中の利用者との関係でマイナス感情を持った

場面

・どのような感情

・どのような場面

・どう対応したか

・実習指導者に話したか

・どのような助言をもらったか

③利用者との関係でプラス感情を持った場合

・どのような感情

・どのような場面

④この経験（感情のやり取り）で何か自分の中に変

化はあったか

⑤介護には感情のコントロールが重要だと考えるか、

なぜそう考えるのか
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４．結 果

�利用者との関わりで大切にしていること
（重複回答あり）

利用者との関わりについて大切にしているものはコ

ミュニケーションに関するものや受容、共感等利用者

と接するときの態度がほとんどであった。その内訳を

多いものから並べると笑顔１３人、話を聞くときの態度

１３人、目線に関するもの１２人、言葉遣い８人、話すと

きの留意点６人、コミュニケーションの重要性４人、

共感４人、接するときの態度（尊厳、礼儀、思いやり、

気配り）４人、受容３人、介助法（無理のない、負担

の少ない）２人、信頼関係１人、挨拶１人である。

�実習中の利用者との関係でマイナス感情を持った場
面について（重複回答なし）

抱いたマイナス感情の種類から、場面・対応・指導

者に話したか否か・助言の内容はどうだったかを考え

てみた。まず、マイナス感情は持たなかったと記入し

ているものが１人おり、場面や対応だけをを記入して

いるものが４人あった。

一番多かったものは、「どうしたらよいかわからなかっ

た」「困った」という気持ちを７人の実習生が挙げてい

た。これは、高齢者の言動にどのように対応したらよ

いか判断に迷う場面と高齢者がネガティブな自分の気

持ちを訴えた場面である。たとえば前者は認知症の高

齢者がお金を取られた話を始めた場面などであり、後

者は「どうして自分だけが生きているのか」「もう死に

たい」と言われた場面である。

ネガティブな気持ちを訴えた場合は実習指導者のア

ドバイスを求めない場合があった。しかし、判断に迷

う高齢者の言動にどうしてよいかわからない実習生は

全員、その場は対応し、自分から実習指導者に伝え、

アドバイスを受けている。上述の認知症の利用者がお

金を取られた話を始めた場面では、実習生は「誰も取っ

ていませんよ」と声かけをしているが、それに対して

指導者は「まず、受け入れること。利用者の話に合わ

せながら話を変える」と助言している。

次は「落ち込んだ、がっかりした、自信をなくした、

自分が嫌で悲しかった」という感情・気持ちを６人が

述べている。これは、利用者から受けた暴言や叱りの

言葉、思うとおりに行動できなかった場合の感情であ

る。すべての場合、実習指導者に報告し、助言を受け

ている（日誌を媒介にしている場合もある）。

ここからは、感情の表出を我慢して対応したものを

挙げていく。一つ目はおむつ交換時に臭いと感じこと

を３人が挙げている。これについては誰もアドバイス

を求めていない。これは、慣れればいい、仕方がない

ものと答えを自分で出し、納得している。逆に指導者

から「大丈夫だった」と聞いてもらった実習生もいる。

二つ目は２人が感じた利用者が怖いというものである。

これは、利用者の暴言を見て感じているものであった。

その他、１人ずつであるが「面倒くさい」（何度も呼

ばれて）、「うんざりした」（何度も同じことを聞かれて）、

「かかわりたくない」（あっちさ行ってろと言われて）、

「うつると嫌だな」（感染症の方の入浴介助）、「自分は

悪くないのにしょうがない」（手指消毒をお願いし、今

更やっても遅い、やってなかったのに、思い出したよ

うに始めてと言われたとき）があった。

マイナス感情の中に利用者に対して「かわいそう、

辛い」と同情した感情をあげるものが３人いた。「家に

帰りたいのに帰れない」「体が動かせない」「夫を思い

出して眠れない」などの訴えを聴いて起こってきた感

情だった。

�実習中の利用者との関係でプラス感情を持った場面
について（重複回答あり）

プラス感情については「嬉しい」がほとんどであっ

たため、どんな場面のときに嬉しさを感じたかでまと

めた。

一番多かったのは「ありがとう」と利用者から声を

かけられたときであり、１３人があげて「嬉しかった」

のほかに「介護って素敵だと思った」「もっと頑張ろう

と思った」「その人のよい部分をいっぱい見つけようと

思った」などの思いを記入していた。次は９人の実習

生が利用者との交流中の変化（笑顔、発語、楽しそう

な様子）に喜びを感じている。記載内容例は「利用者

の新たな一面や成長見ることができて嬉しい」「言いた

いことが伝わって嬉しい」「苦手意識のある人でも、努

力することでゆっくりでも信頼関係が築けて嬉しい」

などである。続いて、６人が「頑張ってね」と言われ

て嬉しかったと答えている。

また、実習の最終日に「寂しい」と言われたり、お

礼を言われ「嬉しく、やりがいを感じる」「自分が必要

とされているようで嬉しかった」など５人が記入。手

作りのものをプレゼントされ「嬉しくて、感激した」

が３人、自分を認めてもらったり、褒められ「嬉しく、

かかわりを持ててよかった」「利用者のために何かした

いと思った」が３人あった。
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その他、生活経験の多い高齢者から学べたことを喜

び「かかわりが楽しかった」「家族への感謝の気持ちを

思い出した」と２人が記載している。

�経験（マイナス感情、プラス感情）を通しての自分
の変化

ほとんどの実習生がマイナス感情の経験をしている

が、マイナス感情の経験をすれば、必ず介護イメージ

は否定的になるということではないと分かった。「介護

職は辛いことばかりだと思ったが、感謝の言葉をかけ

られると頑張ろうと思ったし、利用者に何かしたいと

思った」「介護に対して業務的なイメージがあったが心

の面での交流が大切と思えるようになった」などの否

定的な介護イメージから肯定的なイメージへと変化し

た実習生が１０人。

「認知症の方といってもいろんな方がいて、すごく

純粋と思った」など利用者に対する理解に変化があっ

た実習生が８人。

「正面から向き合い一人ひとりを理解する」「コミュ

ニケーションが大切」など利用者とのかかわりの中で

大切なことを学んだもの７人。

「介護の仕事がしたい、素晴らしい」と介護の仕事

を肯定的にとらえることができるようになったことを

あげている実習生が６人。

これらに分類されないものとして、「暴言暴力のある

利用者に怖いという先入観を持っていて関われなかっ

たので、落ち着いているときに関わればよかった」「マ

イナスイメージがついた」「腰が痛くて無理だと思った」

「変化でなくすべて受け入れた」という内容の記載も

あった。

�介護には感情のコントロールが重要と考えるか、な
ぜ、そう考えるのか

この問いについては①非常に重要、②かなり重要、

③どちらとも言えない、④あまり重要でない、⑤まっ

たく重要ではない、の５件法で尋ね、理由は自由記述

にした。結果は①１１人、②１７人、③６人、④０人、⑤

０人であった。

非常に重要と記載したものの理由を挙げてみる。「悲

しいことがあって落ち込んでいると、利用者に影響す

る」「自分の感情を出してしまっては適切な介護ができ

ない」など、６人が介護に影響することを理由として

回答している。人として感情のコントロールは必要と

回答しているものは３人、利用者の死に関わるので重

要と回答しているものが２人であった。

かなり重要と記載したものの理由は、すべて、介護

者としてよい介護をするために重要と考えている。さ

らにこれを分けると、利用者の状況を考えて悪い影響

出てしまうことを理由にあげているもの４人、苛立ち

を利用者にぶつけてはいけないと言っているもの４人、

自分を見失わないよう冷静に、が２人である。

どちらとも言えないに丸をつけたものの理由には上

述の意見との間に差異がみられた。３人が「利用者さ

んから嫌な言葉や態度を取られてしまうこともあるの

で感情を抑える必要があると思うけど、普段は真正面

でぶつかっていくことも大切、介護は自然に行うもの

だから」「利用者の前ではコントロールしなければなら

ないが、職員同士では自分の気持ちを素直に打ち明け

るのも大切」「感情移入はいけない、客観的に関わるこ

とが大切」の意見を書いている。理由の記載がないも

のが３人あった。

５．考 察

�利用者の関わりで大切にしていること
ほとんどの実習生がコミュニケーションおよび関わ

るときの態度をあげていたという結果であった。これ

は、「関わり」という言葉から信頼関係を築くことを連

想し、技術の演習も進んでいなかったため、コミュニ

ケーションをうまく取ろうとしたのではないかと考え

た。また、これは、実習前学習の成果として、実習の

基本となるものがコミュニケーションであると充分に

認識できた結果でもあると思われた。

しかし、東日本大震災の影響で、入学から実習まで

の学習期間が１か月程度しかなかったことや人間同士

の絆の大切さを実感したことも大きいと思われる。

また、実習までの学習時間が長ければ、介護技術の

習得が進み、成果が目に見え、達成感もある技術に目

が向き、「的確な技術」をあげる実習生も多かったので

はないかと思う。

実習生は実習前１か月間の学習では実習が不安だと

訴えていたが、とにかく、話をしよう、話を聞こう、

と考えたと思う。そして、会話する場合には、目線を

合わせ、笑顔でというように、自分の感情を明るいも

のへと誘発しなければいけないという前提を持ってい

ることが分かった。それを、実習生が意識する、しな

いに関わらず、感情管理を「望ましい」もの、当然の

ものとして受け止めて、利用者の心地よい心的な状態

を作り出そうと努めていると思われた。
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�マイナス感情について
感情には肯定的側面と否定的側面がある。利用者と

の関係におけるマイナス感情がすべてストレスとなり、

介護のイメージダウンにつながるとは限らない。マイ

ナス感情との向き合い方や解釈の仕方によっては、介

護に対してのやりがいや面白味につながるのではない

かと感じた。現に、３４人中３３人の実習生は否定的感情

体験をしているが、そのために介護が嫌になったと感

じたものは「マイナスイメージがついた」と記載した

１人であった。

学生はマイナス感情を体験した場合に、多くの場合

は、実習指導者に助言を求めている。その助言内容も

利用者の背景を熟知した指導者が、利用者理解につな

がる情報を説明し、なぜそうするかを考え、対応の仕

方を具体的に示しているものが多い。

決して、利用者が暴力や暴言に代表される否定的な

感情を向けてきたときに、自分の側に原因があるとい

うような助言の仕方をしていない。そのため、実習生

はだんだん冷静に対応ができ、専門職として堂々とし

た態度で利用者と向き合えるようになると思われる。

利用者の苛立ちのはけ口が介護職への暴力となって

いることが最近話題になった。しかし、専門職である

以上は、そのような関係に陥るのではなく、そのエネ

ルギーを生活の意欲に結びつける工夫ができる介護職

にならなければいけない。マイナス感情を自分の人格

や技術の未熟さに原因を求めてしまい、罪悪感を想起

させないことが重要と思われる。

�プラス感情について
介護の職場は「きつい（重労働）」「汚い」「危険」の

３K 職場と言われていたが、最近は「給料が安い」が

加わり４K 職場とも言われている。そのために、なか

なか人材が集まらない。離職率も一般企業に比べ、高

いという数字も出ている。その中でもやりがいを感じ

ている介護職もかなり存在する。その理由に挙げられ

ているのが、ありがとうと言われること。感謝され、

人の役に立てると思えることである。嬉しいというプ

ラス感情を持つ場面で一番多かったのはやはり、あり

がとうと言われた場面である。「もっと頑張ろう」「そ

の人のよい部分見つけよう」などやりがいにつながっ

ていることがわかる。

それだけではなく、自分が関わったことで表出され

た利用者の笑顔、発語、楽しそうな様子に喜びを感じ

ている実習生もいた。これは、専門的な介護によって

引き出された利用者の変化の現われが喜びにつながっ

た、達成感によるものと考えられる。この達成感は専

門職としての強いやりがいにつながっている。

そうは言っても、今回は初回実習であり、自分がア

セスメントし、目標を設定し、計画立案した介護内容

を実施した結果として、引き出された利用者の笑顔、

発語、楽しそうな様子ではなかった。しかし、強い達

成感は積み重ねとして今後の実習で期待できる。

したがって、役に立っている、感謝されていると感

じることから生まれるやりがいに、達成感を伴ったプ

ラス感情の積み重ねが加われば、より強い専門職とし

てのやりがいが生まれると考えられる。

�利用者との関わりによる自分の変化
実習生が初回実習で利用者と向き合ったときにどの

ような感情体験をし、どのようにフォローしたかで介

護観に変化が現れてくる。感情に訴えかけるインパク

トの強い経験は確かに介護に対する見方を変えていた。

しかもそれは否定的に介護を見ていた実習生が、肯定

的な見方になっていくことも多かった。そして、肯定

的に介護を受け止める介護観の変容は、すべてが肯定

的な感情を抱いた経験ばかりではなかった。

�感情のコントロール
実習生は介護施設の実習において、介護実践のため、

利用者とかかわったことにより、湧きあがってくる感

情を自分でコントロールするという経験をしている。

よりよい介護をするためには、感情をコントロールし

なければならないと考えている。

言葉を変えると、介護は自分の感情が利用者の状況

に影響を与えるものであり、また、影響を与えなけれ

ば介護ができないと認めていることではないだろうか。

そして、そこに介護のやりがいを感じているのではな

いか。

感情のコントロールについても抑圧するだけのもの

と捉えず、「真正面にぶつかっていくもの、介護は自然

なもの」という捉え方をしている実習生もいる。それ

は、介護をするにあたり、人としての自然な感情も大

切にしたいと考えていることの表れと感じた。

６．今後の実習指導のあり方

実習指導で感情のコントロールについての指導は重

要なことであると考える。介護はやはり感情労働であ

ると思う。自分の感情を誘発したり抑圧したりしなが
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ら、相手のなかに適切な精神状態を作り出し、自分ら

しい生活を継続してもらうために、自分を道具として

介護技術を提供していく仕事であると考える。

当然、やりがいにすぐ結びつくプラス感情について

は問題なく受け入れていけばよい。そして、ありがと

うと感謝されたときに生ずるプラス感情ばかりでなく

ショックを受けるような強いマイナス感情を転換した

感情体験も含めた経験の積み重ねの上に、より強い専

門職としての喜びに結びつくような達成感に基づくプ

ラス感情を加えていける指導をしていけばよいと考え

る。これを達成するにはプラス感情、マイナス感情が

どのような場面で起こったのかを知り、実習現場で実

習生のプラス感情を受容し共感することであり、マイ

ナス感情の表出にも留意することが必要と思われる。

これを実施するタイミングは巡回指導時が一番と考え

る。

具体的に、本学専攻科福祉専攻第一部の実習で言う

ならば、介護実習�A においては「ありがとう」と言

われて嬉しかったという実習生のプラス感情をどんど

ん認めていく。そして、介護実習�Bでは実際にアセス

メントから自分の目標・計画に沿った介護を実施をし

ているので、その成果である利用者の変容を喜んでい

る実習生に対して、専門職としての達成感に、共感し、

介護観ややりがいにつながる指導を教員がしていく方

法を進めていく。

マイナス感情についての指導については、以下の方

法を考える。ます、「介護の基本」という科目を通し、

介護労働を感情労働という視点でも考えられるように

その概念を伝える。そして、実習前の「介護総合演習」

の時間の中で、今回調査した、学生に共通したマイナ

ス感情が起こった実例を使用し、その対応法や解釈の

仕方を考えさせる授業展開を提案したい。

そして、実際の実習においては特に初回実習ではプ

ロセスレコードを使い、自分がマイナス感情を抱いた

場面を振り返えらせ、巡回指導を利用し助言を与える。

実習指導者にも、プロセスレコードを利用しての実習

指導を依頼することも一法であると考える。実習期間

の中で週に１～２回程度、一日の実習終了時にでも実

習生がマイナス感情を抱く場面があったと思われたと

きに（たとえば、排泄物の臭いや認知症の利用者の行

動に対して）、どのように対応したかの声かけを実習指

導者に求めることもよい方法なのではないかと考える。

７．おわりに

今回は、本学専攻科福祉専攻第一部における実習指

導のあり方を考えた。介護は感情労働であると捉え、

実習場面における実習経験を、プラス感情を抱いた場

合とマイナス感情を抱いた場合に２分し、指導法を具

体的に考え、専門職としてのやりがいを達成感として

のプラス感情に求めた。

今後は感情をコントロールする際のストレス、特に

ますます増加することが予想される認知症高齢者にお

ける実習生の感情コントロールの方法及びストレスに

ついて考えていきたい。
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はじめに

昭和６３年「社会福祉士及び介護福祉士法」（昭和６２年

法律第３０号）が施行した。平成２２年９月現在の介護福

祉士登録者数が８９８，４２９名となっている。介護福祉士が

介護を実践する対象者は、地域や施設など様々な環境

の中で、その人らしい安心した生活を望んでいる。そ

のような個々のニーズに対応したサービスを提供する

ためには、介護福祉士の質の向上が不可欠である。

介護福祉士の質とは、理論に裏づけされた技術を提

供することであり、厚生労働省は、平成１５年６月に「介

護福祉士試験のあり方等介護福祉士の質の向上に関す

る検討会」を設置し、平成１６年６月に報告書が取りま

とめられた。その中で実技試験については、受験者の

申請に応じて介護技術に関する講習会（以下「介護技

術講習会」という。）を修了した者には、引き続き行わ

れる次の３回の実技試験を免除する制度の導入が提言

され、平成１７年より実施された。この講習会において

は様々な介護技術の理論と実践が行われ、最終的には

実技試験を実施することにより、一定基準に達した者

を修了者として認める仕組みとなっていた。

介護技術講習会において指導者として受講生の評価

にあたると、指導マニュアルや介護技術講習会総合評

価マニュアルはあるが、介護職や看護職など各指導者

の業務的な背景によりマニュアルの解釈に誤差が生じ

ることがみられた。

介護とは理論のみではなく実践が不可欠であり、介

護福祉士養成施設における「生活支援技術」教育にお

いては、演習や実習により技術を習得するとともに、

学生個々の習得した技術の評価が必要かつ不可欠とな

るため、介護技術の実技評価について詳細な評価表の

必要性を感じた。

１．本論の目的

平成１９年に社会福祉士及び介護福祉士法の改正が行

われ「求められる介護福祉士像」として、尊厳を支え

るケアの実践・現場で必要とされる実践能力・自立支

援を重視し、これからの介護ニーズ政策にも対応でき

る・心理的、社会的支援の重視・予防からリハビリテ

ーション、看取りまで、利用者の状態の変化に対応で

きる・多職種協働によるチームケア・一人でも基本的

目 次
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５．介護技術実技試験評価表の試案

おわりに

介護技術における実技試験の評価基準に関する一考察
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な対応ができる・個別ケアの実践・利用者、家族、チ

ームに対するコミュニケーション能力や的確な記録、

記述能力・関連領域の基本的な理解・高い倫理性の保

持という１２項目が示された。これらの項目は介護福祉

士が保持する能力として必須事項と考えられる。

介護福祉士が行う介護においては「求められる介護

福祉士像」に沿った実践が求められるが、提供された

介護を評価するためには、介護の目的・内容が理解さ

れた上で、客観的に示すことができる評価であること

が必要である。

客観的評価とは評価の対象及び評価基準を明確に示

すことであり、そこには介護福祉士が介護を実践する

上で必要不可欠な理論と実践を踏まえ、評価はそこか

ら導かれる具体的な項目・内容に沿っておこなわれる

ことが必要となる。

介護技術の評価について国家試験の実技試験評価基

準や、介護技術講習会における評価、介護福祉士養成

施設協会により作成された「総合評価マニュアル」な

どを踏まえ、介護技術講習会における排泄介助課題に

ついての評価を一例に取り上げ、介護福祉士養成課程

の「生活支援技術」における介護技術の評価表を作成

する。

２．介護福祉士実技試験における合格基準

３年間の介護現場における実務経験を経た後に、介

護福祉士国家試験（筆記試験）を受験し合格者へは実

技試験が課せられている。介護福祉士国家試験出題基

準・合格基準は以下の通りである。

「社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士国家試験

出題基準・合格基準」（抄）

（介護福祉士国家試験出題基準・合格基準）

第３条 介護福祉士国家試験出題基準・合格基準は、

別紙�のとおりとする。

別紙�
介護福祉士国家試験出題基準・合格基準

１．介護福祉士国家試験出題基準

�出題基準の基本的性格
出題基準は、試験委員が試験問題・課題を作成する

ために用いる基準であることから、次のような基本的

性格を有する。

ア 出題基準は、あくまでも標準的な出題範囲の例

示であって、出題範囲を厳密に限定するものでは

なく、また、作問方法や表現等を拘束するもので

はない。

イ 出題基準公表後の法改正による制度の重大な変

更等、出題基準にない事項であっても、介護福祉

士として習得すべき事項については、出題するこ

とができる。

ウ 関係学会等で学説としてさだまっていないもの

や、論議が分かれているものについては、その旨

を配慮した出題を行う。

�大・中・小項目の位置付けと関係
ア 大項目は、中項目を束ねる見出しであり、科目

全体の範囲を示すとともに、出題の理念を示すも

のである。

イ 中項目は、試験の出題内容となる事項であり、

試験問題はこの範囲から出題されることとなる。

なお、中項目は、出題基準として、試験問題の出

題範囲という観点から配列されているため、学問

的な分類体系とは必ずしも一致しない。

ウ 小項目は、中項目に関する事項をわかり易くす

るために例示した事項である。

エ 出題は、この出題基準に盛り込まれた事項に限

定されるものではなく、法律、政省例等に規定さ

れている事項、厚生労働白書などの広報を目的と

した公刊物に記載されている事項などからも出題

される。

オ 実技試験課題は、出題基準の中項目に掲げられ

た項目から一課題として出題される。

�試験科目別出題基準
試験科目別出題基準は、「別添」のとおりである。

２．介護福祉士国家試験合格基準

�筆記試験の合格基準 〔略〕

�実技試験の合格基準
課題の総得点の６０％程度を基準として、課題の難易

度で補正した点数以上の得点の者を実技試験の合格者

とする。
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「別添」 実技試験

大項目 中項目 小項目

１．介護の原則 １）安全・安楽 ①転落・転倒・強打の予防
②麻痺側の保護
③誤嚥の防止

２）自立支援 ①残存能力の活用
②意欲の促進

３）個人の尊厳 ①コミュニケーション
②事前の説明と承諾
③自己決定
④接遇（言葉遣い・態度）

２．健康状態の把握 １）利用者の健康状況の把握 ①外見（観）の変化を察知する観察
②意識（反応）状況の変化を察知する能力
③体温、脈拍、呼吸の測定

２）介護者の健康管理 ①ボディ・メカニクス
②感染予防

３．環境整備 １）室内環境 ①換気
②温度、湿度
③冷暖房
④清潔
⑤採光

２）ベッド ①ベッドの機能
②ベッドメイキング、リネン交換

４．身体介護
１）体位と体位変換 ①体位の種類

②体位（身体）の保持と膝折れ防止
③テコの原理、ボディ・メカニクスの活用
④体位の変換

２）移乗動作 ①車いす
②ポータブルトイレ
③ストレッチャー
④椅子

３）移動・歩行介助 ①ベッド上での移動
②車いす、ストレッチャーでの移動
③肢体不自由者の歩行介助
④視覚障害者の歩行介助

４）食事の介助 ①食事の種類と介助
②食前の介助
③摂食の介助
④食後の介助

５）排泄の介助 ①トイレ及びポータブルトイレへの誘導と介助
②便器・尿器の介助
③おむつの介助

６）保清の介助 ①清拭
②入浴・シャワー浴
③足浴・手浴
④洗面
⑤口腔ケア・義歯の取り扱い
⑥洗髪

７）衣服の介助 ①衣服の着脱
②寝衣の交換
③衣服のたたみ方

８）整容の介助 ①髪をとかす
②ひげそり
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出題の理念を示す大項目、中項目は、試験の出題内

容となる事項であり、試験問題はこの範囲から出題さ

れることとなる。そして、中項目に関する事項をわか

り易くするために例示した小項目がある。

実技試験課題は、出題基準の中項目に掲げられた項

目から課題として出題され、実技試験の合格基準は総

得点の６０％程度として、課題の難易度で補正した点数

以上の得点の者を実技試験の合格者とする。というこ

とで具体的な評価内容や方法については示されていな

い。しかし、別紙�や別添から実技瀬試験の評価につ

いては大項目の介護の原則（安全・安楽、自立支援、

個人の尊厳）、健康状態の把握（利用者の健康状況の把

握、介護者の健康管理）、環境整備（室内環境、ベッド）

を実技試験の評価を行う上での基盤とし、身体介護（体

位と体位変換、移乗動作、移動・歩行介助、食事の介

助、排泄の介助、保清の介助、衣服の介助、整容の介

助）が技術的に根拠を持って実施されているかを評価

しているものと考えられる。

３．介護技術講習会の概要と実技試験評価ポイント

�趣 旨

介護福祉士を取り巻く現状をみると、実技試験の受

験者が年々増加しており、試験の実施体制等が課題と

なるとともに、受験する実務経験者（３年以上）等の

質の向上も課題となっている。

このため、「介護福祉士試験のあり方等介護福祉士の

質の向上に関する検討会報告書」（平成１６年６月）の提

言を踏まえて、介護等の専門技術についての講習（介

護技術講習会）を修了した者に対して実技試験を免除

する制度を導入することにより、介護福祉士試験受験

者の介護技術の向上を図るとともに、実技試験におけ

る受験者等の負担軽減等を通じた実技試験の適正な実

施を図り、もって介護福祉士の質の向上に資するもの

である。

�介護技術講習会の実施者、内容
介護技術講習会は、厚生労働大臣が指定した介護福

祉士養成施設等の設置者があらかじめ厚生労働大臣に

届け出て実施する。この介護技術講習会を修了した者

について、その申請により、介護福祉士試験の実技試

験が免除される。（表１）

�実施年度、免除の回数
介護技術講習会は平成１７年度から実施され、介護福

祉士の実技免除については、平成１８年に実施される第

１８回介護福祉士試験から適応された。実技試験の免除

は、介護技術講習会終了後引き続いて行われる次の３

回の実技試験について免除される。これは、筆記試験

を受験したかどうか、あるいは、筆記試験に合格した

かどうかにかかわらず、介護技術講習修了後引き続き

行われる３回の実技試験を免除する者である。

「介護サービス基盤強化のための介護保険法等の一

部を改正する法律」平成２３年６月１５日）の成立により

平成２６年度で介護技術講習会は終了することになった。

（表１）○介護技術講習の内容及び時間数

項 目 内 容 時間数

�介護過程の展開 �介護における目標等の講義

�事例に基づく介護過程に関する講義及び演習

６

�コミュニケーション技術 コミュニケーションの技法に関する講義及び演習 ２．５

�移動の介助等 �社会生活維持拡大への技法に関する講義及び演習

�安楽と安寧の技法に関する講義及び演習

６

�排泄の介助 排泄の介助に関する講義及び演習 ４

�衣服の着脱の介助 衣服の着脱の介助に関する講義及び演習 ３

�食事の介助 食事の介助に関する講義及び演習 ３

	入浴の介助等 �入浴の介助に関する講義及び演習

�身体の清潔の介助に関する講義及び演習

４


総合評価 �から	までの講習内容の修得に係る評価 ３．５

合 計 ３２
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�実技の試験評価ポイント
実技の評価については、以下の A･B 事例者への「コ

ミュニケーション技術」「移動の介助等」「排泄の介助」

「衣服の着脱の介助」「食事の介助」「入浴の介助等」

の課題について実際の介護を実施することにより、そ

の内容を評価するものである。

○事例A概要

山田太郎 男性 ７８歳 要介護３

介護老人保健施設入所中

脳梗塞による右片麻痺及び失語症

短下肢装具を使用し歩行可能

歩行自立を目指し自宅復帰に向けての介護

○事例B概要

鈴木花子 女性 ７８歳 要介護４

介護老人保健施設入所中

脳梗塞による左片麻痺及び左空間無視

両膝の変形性関節症

車いすでの自立向上にむけた介護

以上２名の事例に対して課題に沿った介護を実施し、

最終的には１２の課題より１つの課題が総合評価の実技

試験として出題され、受講生は試験課題の実施内容に

ついて指導者の評価を受ける。

評価の方法や内容について一つの課題を取り上げ評

価ポイントについて示す。

○事例 B 鈴木花子さんに対する排泄の介助課題

鈴木花子さんは、夜の１２時ごろ、ベッドからポ

ータブルトイレに移動し、排泄をしています。一

部介助による排泄の介助を行ってください。

［用意するもの］

ベッド（ベッド柵または介助バーが付けてある）、

ポータブルトイレ、バスタオル、滑り止めマット、

おしぼり

受講生には、介護内容の手順と留意点について具体

的に記された介護技術講習テキストに沿った講義を受

講するとともに、演習に前にデモンストレーションを

見学した後に、受講生が実際に演習課題を実施する。

受講生テキストには実施におけるチェックポイントが

示されている。（表２）

指導者へは介護内容の手順と留意点について指導上

のポイントが記された介護技術講習指導マニュアルが

示されるとともに、実技を評価する項目の例が示され

ている。（表３）

以上のような評価項目例で示されたように、項目の

評価について細部については明記されていない。

平成１７年は２９，０００人、平成１８年は６０，０００人が受講し、

その中で総合評価の在り方、特に、実施施設間の総合

評価基準の公平性に関して受講生はもとより講習指導

者からも様々な意見が厚生労働省より委託されている

介護福祉士養成施設協会に寄せられた。このような意

（表２）［事例B 排泄の介助 受講生テキストのチェックポイント］

チェックポイント 自己評価

●利用者の［健康状態］を把握したか。

●これから行う介助の説明、声かけの位置の確認、コミュニケーションが適切に行われたか。

●排泄の介助に必要な物品は準備できたか。

●安全な移乗ができるように、滑り止めマットやベッド棚（または介助バー）、ポータブルトイ
レの位置を確認したか。

●不必要な露出を避け、プライバシーの確保に努めたか。

●利用者の協力を得ながら介助を行ったか。

●ポータブルトイレへの移乗の介助が安全に行えたか。

●ポータブルトイレでの介助が清潔に行えたか。

●排泄後の観察は適切に行われたか。

●排泄後の片づけは適切に行われ、清潔な環境作りに配慮したか。

●利用者の意向や意思を尊重したか。

●自立への配慮をしたか。
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見を踏まえ平成１９年２月「介護技術講習会総合評価マ

ニュアル」が介護福祉士養成施設協会により作成され

評価内容について具体的に示された。

○「介護技術講習会総合評価マニュアル」

（１）評価のねらい

評価は指導項目と指導内容を対象領域としている。

そこでの評価は指導者側のものであり、また受講生の

ためのものである。

①すなわち指導者は、受講生がどこまで理解してい

るか、そして身につけた介護技術を評価することで、

指導の達成効果を確かめることができる。そのことは

指導者の自己評価となって今後の指導指針となって活

かされることになる。

②受講生側からは、受講による学びがどの程度の達

成水準にあることを知ることで、これからの介護実践

の指標を得ることができる。評価結果は今後の自身と

なり、あるいは不十分な点は今後の反省資料となって、

より良き介護技術の向上に資することになる。

③評価はいうまでもないことであるが、指導者と受

講生の問題だけではない。介護技術には現代社会の求

める価値の実現がある。すなわち評価は社会的評価へ

とつながっていくことで、介護の質の担保と向上への

志向性を有している。たとえば「挨拶する」「声かけ」

「安全・安楽」といった個々の評価は、人間尊重、快

い生活といった社会の価値を根底においている。ある

いは介護実践は自立支援の価値をもっておこなわれる

ことを例にとれば、自立への価値を指導項目・内容を

具体的にどう評価するかを示している。（表４）

（２）評価のしくみ

①評価は中間評価と総合評価に分けてみることがで

きる。中間評価は概括的には、ひとつひとつの介護技

術を指導していく過程において随時評価を行い、それ

を踏まえて次の段階へ進むための資料となるものであ

る。総合評価は最終段階においてこれまでの指導をま

とめて評価するものである。講習会における評価は総

合評価であり個別の指導項目（評点）ごとに示してい

る。しかしこのことは指導の過程において随時行われ

る中間評価を軽視するものではない。指導者は指導の

過程において随時行われる評価を活かしながら指導を

行い総合評価へと進むのである。

②介護技術講習会総合評価マニュアルは、演習編（事

例 A･B）に基づいての評価（評点）を示している。そ

して［参考－１］（講義編）［参考－２］（演習編）を添

えている。これは講習会の指針と教材の目的に沿って

評価を示したものである。

評価・評点が演習に基づいていることは、評価の客

観的妥当性を求めるものである。すなわち評価はでき

る限り生活の場面に即した介護の質的な担保を求める

ものである。したがって実際場面での演習教材によっ

ての介護技術の指導の効果を具体的に評価するもので

ある。一方受講生は生活の場面を基に講習を受け、そ

の評価を自己の経験・学習と重ね合わせて再編成して、

効果的に学んでいくのである。

（３）排泄の介助における講義のねらい

①身体の老廃物を対外に排泄する営みは生命の維持

にとって欠かせないことを十分に理解し、排泄の状態

や排泄物をとおして［健康状態］の把握ができること

を理解させる。

（表３）［事例B 排泄の介助 介護技術講習指導マニュアルの評価の項目例］

評価項目 点数

●これから行う介助の説明、声かけの位置の確認、コミュニケーションが適切に行われたか。

●安全な移乗ができるように、滑り止めマットやベッド棚（または介助バー）、ポータブルトイ
レの位置を確認したか。

●不必要な露出を避け、プライバシーの確保に努めたか。

●利用者の協力を得ながら介助を行ったか。

●ポータブルトイレへの移乗の介助が安全に行えたか。

●排泄後の片づけは適切に行われ、清潔な環境作りに配慮したか。

●利用者の意向や意思を尊重したか。

●自立への配慮をしたか。
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（表４）事例B鈴木花子さんに対する排泄の介助課題の指導内容・評価項目 ※は講義のねらい項目を示す。

指導項目 指導内容 評価項目 評価の留意点

※①・④
１．コミュニケー

ション

１．排泄にあたり、コ
ミュニケーションを適
切に行えるよう指導す
る

・右側に位置し、名前を呼び挨拶し
たか

・排泄を行うことに対し説明し、同
意を得たか

・利用者を尊重した言動を
とる

・左半側空間無視への配慮
をする

・本人のできる能力を引き
出す声かけをする

※①・③・④
２．健康状態の確認

１．安全に安心して排泄
できるために必要な健
康状態の確認を指導す
る

・体調、気分などの状態、膝の痛み
を確認したか。

・覚醒状態を確認したか

・顔色や表情、声の調子、
気分などの変化に気づく

・夜間であることからはっ
きり目覚めた状態で介助
する必要がある

※③・④・⑤
３．事前の準備

１．排泄に必要な環境を
整えるように指導する

・環境を整え、必要物品を準備し、
使用しやすい位置に置いたか

・保温やプライバシーに配
慮する

・健側（右側）の床に滑り
止めマットを敷き、ポー
タブルトイレを安定させ
る

※③・④・⑤
４．排泄の介助１
（端座位）

１．端座位への介助を適
切に行えるように指導
する

・健側上下肢を活用し端座位にさせ
たか

・座位の安定を確認し、体調確認を
したか

・口頭指示または一部介助
により実施する

・めまい、ふらつき等の確
認をする

※③・④・⑤
５．排泄の介助２
（ポータブルトイレ

まで）

１．端座位からポータブ
ルトイレへの移乗を適
切に行えるよう指導す
る

・ポータブルトイレの位置を確認さ
せたか

・ポータブルトイレに移乗しやすい
ように体の向きを変えたか

・健側（右側）を活用し、一部介助
で立位をとらせたか

・ポータブルトイレへの移
乗までの一連の動作を頭
に入れて、介護者がどの
位置に立って介助すれば
良いか考えることが重要

・健側（右側）の手で介助
バーを使用

※②・④
６．排泄の介助３
（排泄中）

１．排泄時の介助を適切
に行えるように指導す
る

・不必要な露出は避けたか
・声かけや、カーテン等の工夫をし、

気がねなく排泄できるようにした
か

・バスタオル等をかけ、プ
ライバシーに配慮する

・終了を告げられるように
配慮するか、排泄か済ん
だころを見計らって声を
かけることを告げてその
場を離れる

※①・②・④・⑤
７．排泄の介助４
（後始末）

１．排泄後の介助を適切
に行えるように指導す
る

・排泄後、陰部を自分で拭いたこと
を確認したか

・健側（右側）を活用し、手を拭か
せたか

・一部介助で立位をとり、衣服を整
えたか

・健側（右側）を活用し、端座位を
とらせたか

・体調確認をし、尿の量や性状を確
認し、物品の後片付けをしたか

・拭き残しなどを確認する
・健側の手を介助する
・衣服のしわやたるみを確

認する
・部屋の換気に配慮する
・介護者は手洗いを十分に

する
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②障害や高齢の如何にかかわらず、“下の世話”を他

人に頼む心情をよく理解し、人間の尊厳をふまえ、利

用者の生活様式や習慣を尊重して介護することの重要

性を理解させる。

③自立した排泄行為を行うために必要な条件と、利

用者に適した介護方法を選択するための事前アセスメ

ントの必要性について理解させる。

④排泄行為に関する全過程での安全と、利用者にとっ

て安心な介助の方法を学び、節目ごとの確認のポイン

トを理解させる。

⑤利用者の排泄自立を助ける福祉用具の種類とその

適応について理解させるとともに、利用者の障害に伴

う排泄面での問題についての正しい知識をもって、適

切な用具の選択と介助ができるようにさせる。

４．介護技術評価基準の理解

「介護福祉士国家試験出題基準・合格基準」や「介

護技術講習会総合評価マニュアル」を基に、介護技術

実技試験における共通する評価項目から、介護技術実

技試験における必須の評価内容の抽出を試みた。その

結果、下記の評価内容が導き出された。（表５）

５．介護技術実技試験評価表の試案

次に、前述した介護技術実技試験における評価内容

を基に事例 B 鈴木花子さんの排泄介助についての課題

について評価表作成を試みた。特に小項目には具体的

な実施例を示した。（表６）

おわりに

国が示した「求められる介護福祉士像」を実践でき

る能力を身につけた介護福祉士の養成課程において、

今回は介護技術の習得に着目し、その評価について国

家試験の実技試験評価基準や介護技術講習会における

評価、介護福祉士養成施設協会により作成された「総

合評価マニュアル」などを踏まえ、排泄介助の課題を

例に取り上げ介護技術実技試験評価表の作成を試みた。

評価表作成に関しては、誰が評価者となっても評価に

大きな誤差がないように、介護福祉士として介護を実

践する上で必要な事項を、より具体的に明記すること

を意識した。

実際の介護現場においては、介護者には柔軟な対応

が求められ「～であらねばならない」ということは無

いのかも知れないが、介護福祉士は常に根拠に基づい

た介護を実践しなければならない。

この評価表を実際に使用し実技試験を実施する場合

には、多種多様な介護がある中での、あくまでも基本

に基づく実施例であることを説明する必要があると考

える。

今後は、学生に対しての実技試験において講義と演

習のみで実施した場合と評価表を事前に提示した場合

における一連の介護技術の提供過程における習熟度の

違いを研究課題としたい。
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（表５）○介護技術実技試験における評価内容

大項目 小項目

１．コミュニケーション
（体調確認）

１）名前を呼びあいさつをする
２）自己紹介をする
３）体調・気分の確認
４）痛み・めまいの確認
５）言語的な確認のみではなく、顔色や声の行動の様子などからも体調を読み取る

２．事前の説明と確認 １）これから行う介護内容を説明して、同意を得たか
２）自己決定

３．事前準備 １）環境確認（換気・温度・湿度・採光等）
２）ベッドメイキング、リネン交換の技術は適切か（三角コーナー、四角コーナー）

・シーツに皺はないか
３）用意物品の確認（介助時の使用物品）
４）ベッドの高さ調整 臥位のままの介助→ベッドを高く

ベッドからの移乗で要介護者が立位可能→立ちやすい高さ

４．安全確認・確保 １）福祉機器の安全確認（可能であれば要介護者と共に行う）
・ベッドの高さ・ブレーキ確認
・車いす（タイヤの空気圧・ブレーキ・フットサポート・座面等）
・杖（長さ・向き・滑り止めのゴム・握り方等）

２）姿勢
○座位時 ・奥深く座っているか

・両足底が床についているか
・体幹の傾きはないか等

○臥位時 ・体幹が曲がっていないか
・窮屈な姿勢になっていないか
・手の上に身体が乗っていないか
・ベッド柵の外に手や足が出ていないか等

５．プライバシーの保護 １）プライベートカーテン
２）肌の露出を防ぐ（バスタオル等）
３）声かけ時の配慮

６．身体介護 １）自立支援（残存能力の活用）
２）ボディ・メカニクスの活用

・介護者の重心
・基底面積
・てこの原理の活用

３）麻痺側の保護
４）転落・転倒の予防

・介護者は麻痺側にいるか
・移動するもの（車いす、ポータブルトイレ等）は健側にあるか
・立ちやすい位置に座っているか（浅く座る、健側の足を引く）
・お辞儀をするように立たせたか
・患側の膝折れを防いだか等

５）技法は適切か
○体位と体位変換

・健側の活用
・身体を小さくまとめたか

（仰臥位→側臥位 下になる手足が下にくるようまとめる）
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大項目 小項目

○移乗動作
・移乗前浅く腰掛けたか
・車いすやベッドの点検をしたか（ブレーキ、タイヤ空気圧、フットサポート等）
・車いすへの移乗（車いすは健側に置いたか 立ち上がる時の健側の足の位置等）
・立った際の立ちくらみやふらつきの確認

○移動・歩行介助
・杖の点検（長さ、滑り止めゴム等）
・杖歩行の説明（杖→患側→健側 段差を上がる 杖→健側→患側等）
・車いすの操作説明（自走時）
・車いす前介助時（動くことや曲がること、段差を超えることなど説明）
・視覚障害者の歩行介助は適切か（介護者の肘の上を握っていただき、半歩前に

立つ、椅子に座る際には背もたれに触れていただく、クロックポジションによ
る位置の説明等）

○食事の介助
・いすやテーブルの高さは適切か
・メニューの説明をしたか
・食べる速さや嚥下状態を確認したか
・排泄は済ませたか
・姿勢は適切か
・食事の性状は要介護者の状態に合っているか
・残したものの理由確認（嗜好、硬さ、味付け等）

○排泄の介助
・使用物品を用意したか
・便器、尿器の使用法は適切か
・排泄しやすい姿勢か（便器に安定してすわっているか、差込便器時上半身を挙

上したか等）
・排泄物の確認（量、性状等）

○保清の介助
・必要物品の確認
・排泄の有無の確認
・室温に配慮したか
・不必要な露出を避けたか
・シャワーの温度を確認したか
・健側で湯の温度を確認していただいたか
・心臓から遠い所からお湯をかけたか
・健側の手を活用して体を洗うよう促したか
・洗えない部分の介助をしたか等

○衣服の介助
・衣服の洗濯
・衣服の着脱（着患脱健）
・健側の手を活用して着るよう促したか
・皺がなく着ているか

○整容の介助
・髭剃りは適切な方法か
・髪は要介護者の希望に添っているか等

７．状態観察 １）起床・起立時の体調確認（めまい・ふらつきの有無等）
２）皮膚の状態（排泄介助・衣服の着脱介助・入浴介助等）
３）排泄時（量・性状等）
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大項目 小項目

８．清潔の保持 １）手洗い（要介護者・介護者）
２）介護者の服装（動きやすい・清潔感がある等）

９．最終確認 １）体調確認（疲れていないか、気分はどうか）
２）現状復帰（ベッドの高さ、ベッド柵、プライベートカーテン等）
３）他に用事はないか確認
４）あいさつ

１０．介護の一連の過程に
おいて必要事項

１）自立支援を意識した介助が行われていたか（残存能力を常に活用していたか）
２）接遇は適切か（言葉遣いは適切か、態度はて適切か）
３）要介護者に過度の負担をかけていないか
４）能率的な動線か（無駄な動きは無いか）
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（表６）○実技試験評価表

大項目 小項目 採点

事前確認 １．名前を呼んで挨拶する
・名前を呼ぶ

鈴木花子さん・鈴木さん○ 花子さん・花子ちゃん×
・徐々に声を大きく
・肩をそっとたたくなど
・自己紹介
・目線の高さ同じか下○
・顔の位置・距離が適切か
・健側のベッドサイドから声をかける

２．体調確認
体調はいかがですか○ 気分はいかがですか ○
覚醒しているか確認

３．これから行うことを説明し同意を得る
～しませんか○ ～しましょう×

安全確認 ４．ベッドのブレーキ確認
・介助バーの固定確認
・ベッドの高さ確認（立ちやすい高さ・足底部がつく）

起き上がり介助 ５．右側臥位にして右腕と肘の力を活用したか
・起きるとき足を支えたか
・起き上がり時のめまい確認

めまいしませんか○ 大丈夫ですか×

６．座位の安全確認
・両足が床についているか
・右手で柵を握るかベッドで支えているか

ポータブルトイレへの移
乗介助

７．立つ前にベッドとポータブルトイレに浅く座ったか
ベッド→ポータブルトイレ ポータブルトイレ→ベッド

８．右手で移動バーを握ってもらったか
ベッド→ポータブルトイレ ポータブルトイレ→ベッド

・右足を引き力の入る位置にしたか

９．左側の手と足を保護したか
・おじぎをするようにして立たせたか
・右膝を保護したか
・立位時めまい、ふらつきの確認したか
・膝上までズボンを下げたか（立位時）
・ポータブルトイレの位置を確認させたか
・ポータブルトイレに安定して座っているか確認したか
・膝下までズボンを下げたか（座位時）

ボディ・メカニクス １０．ボディ・メカニクスを活用したか
・重心を下げる
・基底面積を広げる（介護者は安定した姿勢か）

プライバシー保護 １１．プライバシーを配慮した声かけをおこなったか
・バスタオルをかける
・プライベートカーテン

状態観察・清潔 １２．状態観察・清潔保持
・皮膚観察
・排泄物性状、量確認をしたか
・排泄直後鈴木さんの手を拭いたか
・介護者は手洗いをしたか等
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はじめに

本研究は地域との新たな連携基盤つくりの一環とし

て、福島学院大学では飯舘村との相互発展のため地域

産業、文化の振興、福祉、教育、環境等の分野で援助、

協力するために相互友好協力協定を平成２１年に締結し

た。

本学短期大学部食物栄養科では、飯舘村からの強い

要望により特産野菜「ヤーコン」について、有効利用

するため酵素処理によるヤーコン塊根搾汁液の収量向

上の検討と搾汁液の清澄化、更に素材化したヤーコン

塊根を用いた新規の商品開発について検討を行った。

なお、平成２３年３月１１日の東日本大震災に伴う福島

第一原子力発電所事故を受け、飯舘村は計画的避難地

域に指定されましたが、飯舘村が推進してきた「まで

いライフ」。「までいの力」でこの極限状態を乗り越え、

原発事故が起こる前の環境を早く取り戻すことを切望

しております。

１．ヤーコンについて

�ヤーコンの薬理作用と栽培
ヤーコン（yacon、学名：Smallanthus sonchifolius）

（図－１）は中南米原産のキク科の根菜で、生育する

と１．５～２．０m にも伸び地上部はヒマワリのように大き

く茎も太く、地下部にはサツマイモに類似し、塊根を

１株当たり１０～２０個つけ、主に食用とされてるのは塊

根部で塊茎は繁殖用（苗）に利用され、葉はお茶とし

て飲料されてきた。塊根は水分が多く、シャキッとし

た食感とほんのりとした甘味を持っている。日本には、

１９８５年にニュージーランドで栽培されていたものが輸

入され、これから増殖させたものである。食用として

の伝統は日本では浅いため、食材そのものとしてより

も、豊富に含まれるフラクトオリゴ糖が乳酸菌の増殖

に寄与する、プロバイオティクスの整腸作用や、血糖

値抑制効果などの健康に対する効果が注目され、さら

に、抗酸化性のポリフェノールが豊富に含まれ、食物

繊維とポリフェノールの相乗効果により糖尿病予防や

大腸がん予防効果があるとも言われ、一種の機能性食

品として扱われる傾向が強い。

日本での栽培は、夏の酷暑と冬の凍り付く寒さには

苦手としています。大体４～５月の霜の終わった時期

に、塊茎から出来た苗を畑に植え付けられ、関東以西

の温暖地では夏になると生育は停滞し、秋涼しくなる

目 次

はじめに

１．ヤーコンについて

２．研究の目的

３．実験方法

４．結果と考察

おわりに

酵素処理によるヤーコン塊根搾汁の収量向上と新規商品開発
Increasing the amount of juice extracted from yacon storage roots treated

by enzymes and development of new products

河野 圭助
Keisuke Kawano
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図－１ヤーコン

と再び活発になり、地上部の生育が回復すると芋が大

きくなり、１０月～１２月に急激に大きくなって、収量は

１２月に最大となる。しかし夏の涼しい北海道や東北及

び高冷地では初霜を見た１１月に収穫される。なお、本

研究で供試したヤーコンは１２月初旬に収穫した飯舘村

産（長泥地区）の塊根を用いた。

�ヤーコン（塊根）の成分
ヤーコン塊根の成分はフラクトオリゴ糖とポリフェ

ノールにより特徴付けられ、ヤーコンの塊根部は非常

に水分、糖質の含量が多く蛋白質、脂肪が少ない。糖

質はフラクトオリゴ糖が主で，澱粉が少ないことから

カロリーが少ないのが特徴である。また、ヤーコンは

貯蔵により甘味が増し、食べやすくなるが、フラクト

オリゴ糖は減少する。これは、塊根の中にあるフラク

トオリゴ糖は収穫後、徐々にショ糖や果糖、ブドウ糖

に分解されることによるものである。また、塊根には

多くのポリフェノールが含まれている。このポリフェ

ノール（アク）は塊根に含まれている酵素（ポリフェ

ノールオキシダーゼ）により酸化されて黒変する。例

えば、リンゴ、ゴボウやサツマイモの皮を剥いた時に

起こる褐変と同じで、酵素褐変と呼ばれ加工や料理に

は大敵である．防止法としてスライスしたヤーコンを

すぐ酸液に浸漬することによりある程度黒変を防ぐこ

とができる。（表－１）

２．研究目的

ヤーコンは福島県では飯舘村（長泥地区）、天栄村、

二本松市、塙町などで主に栽培収穫されている。また、

ヤーコンの塊根にはフラクトオリゴ糖、ポリフェノー

ル、食物繊維等を多く含み健康食材として注目されて

いる。しかし、貯蔵中に萎縮、腐敗あるいは変色（黒

変）するなどの欠点があり生食用や加工食材としての

利用には限界がある。またフラクトオリゴ糖は貯蔵中

に徐々に分解され減少するという問題もあり、こうし

たことから収穫後できるだけ早い時期に加工処理する

必要がある。

そこで本研究では飯舘村長泥地区で収穫されたヤー

コンの塊根を用い、酵素処理による塊根搾汁液の収量

向上と酵素処理をより有効に行うために処理時間別に

よるフラクトオリゴ糖（GF２・GF３・GF４）、ポリ

フェノールと抗酸化性を測定し、成分への影響につい

て検討した。

また、飲料や食品素材としての用途開発を図るため、

塊根搾汁液の底にたまる沈殿物（滓）の除去と清澄化

について行った。更に素材化したヤーコンの塊根を用

いて新規の商品開発を行った。

３．実験方法

酵素処理によるヤーコンの塊根搾汁液の収量向上と

清澄化の検討

３－１．実験方法

３－１－１．供試材料

２０１０年に収穫した相馬郡飯舘村長泥地区で栽培収穫

されたヤーコンを用いた。なお、貯蔵方法は－７℃の

分析項目 分析値

エネルギー ５４kcal

水分 ８６．４g

蛋白質質 ０．８g

脂質 ０．６g

繊維 ０．５g

灰分 ０．６g

糖質 １１．１g

リン ２２．２�
鉄 ０．２６�
カルシウム １４．１�
ナトリウム ０．３６�
カリウム ２７１�
総カロチン ０．０４�
ビタミン B１ ０．０６�
ビタミン B２ ０．０１�
ビタミン C ７�
ポリフェノール ２０３�
（日本食品分析センター）１００g当り

表－１ ヤーコン塊根の成分
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冷蔵庫で保存した。

３－１－２．酵素処理による塊根搾汁液の収量と分析

試料の調整

塊根搾汁液の収量についてはヤーコンを洗浄後、剥

皮、スライスしたものを pH３．０～３．５の調製水に浸漬後、

高速回転破砕器でペースト状とした後、セルラーゼ酵

素（オノズカ３S－ヤクルト薬品）を原料に対し０．０１％

添加し、５５℃の温度で処理した後、布製酒袋で濾し、

各時間毎での搾汁液の収量を測定した。

また、分析試料の調整については上記で収量した搾

汁液を９０００回転２０分で遠心分離、濾過し、更に濾過器

（オムニフィルター K.Tsukamoto）で濾過（フィル

ター２．５μ で２回、０．９μ で２回）させたものを試料とし

各分析に用いた。

３－１－３．分析項目

�．ポリフェノール

３－１－２で調整した試料を用い、Folin-Denis

法で測定した。標準品にはタンニン酸（和光純薬）

を用いた。

�．オリゴ糖

３－１－２で調整した試料を用い、HPLCによりフ

ラクトース、グルコース、スクロース、およびフラ

クトオリゴ糖（GF２＝ケトース、GF３＝ニストース、

GF４＝フラクトフラノシルニストース）を測定した。

標準品には Furukutooligosaccharides set、D-Fruk

ctose（以上、和光純薬）、Sucrose，D-Glucose（以上、

キシダ化学）を用いた。

HPLC の分析条件

カラム Develosil nh２－５（野村化学、３．０�×

１５０�）

カラム温度 ３０℃

移動層 ７５％CN 溶液

流量 ０．４３�／min

時間 ８０分

検出器 RI 検出器

�．抗酸化性

３－１－２で調整した試料を用い、DPPH ラジカ

ル消去能で測定した。

標準品には Torolokox（和光純薬）を用いた。

４．結果及び考察

４－１．酵素処理によるヤーコンの塊根搾汁液の収量

向上と各成分の変化

本試験で供試したヤーコンは１２月初旬に飯舘村長泥

地区で収穫し、更に１ヵ月程貯蔵したために酵素によ

りフラクトオリゴ糖の分解が進み含有量が４％弱と少

なかった。酵素処理は剥皮後、スライスしたヤーコン

塊根に対し、３－１－２の処理方法で、０～４時間に

ついて１時間毎に搾汁液量と成分の測定を行った。

その結果、３時間酵素処理することにより、酵素無

処理と比較し１０％以上と最も効率よく搾汁液を得るこ

とが出来た（図－２）。更に糖組成については、ヤーコ

ンの機能性成分の代表であるフラクトオリゴ糖は GF

２～GF１２が検出されたとの報告があるが、主要な成分

はグルコースに果糖が２つ、３つ、４つ結合した GF

２（ケトース）、GF３（ニストース）と GF４（フラク

トフラノシルニストース）などで、重合度の低いもの

ほど含有量が多く含まれていた。しかし、酵素処理時

間による差異はなかった。（図３－１、図３－２）

図－２ 酵素処理によるヤーコン搾汁液の収量

図３－１ 酵素処理によるフラクトオリゴ糖量

３
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図３－２．酵素処理による糖の組成

酵素０時間処理 酵素１時間処理

酵素２時間処理 酵素３時間処理

酵素４時間処理

また、ポリフェノール、抗酸化性を測定した結果、

ポリフェノール、抗酸化性は酵素で２時間以上処理す

ることにより若干増加する傾向があった。（図－４、図

－５）。

図－４ 酵素処理によるポリフェノール量

図－５ 酵素処理による抗酸化能

４－２．酵素処理によるヤーコンの塊根搾汁液の清澄

化の検討

ヤーコン塊根を洗浄後、剥皮スライスした原料に対

し０．３％のビタミン C 水溶液に１時間浸漬、水切り後、

破砕処理を行いペースト状のヤーコンを得た。次に酵

素剤セルラーゼ（オノズカ３S－ヤクルト薬品）を

０．０１％添加し、５５℃の温度で３時間の酵素処理を行っ

た後、９０００回転２０分で遠心分離・粗濾過を行い、濾過

器（オムニフィルター K. Tsukamoto）で濾過した結

果、ヤーコンの搾汁液は糖液独特のベタ付きのないサ

ラッとした清澄した塊根搾汁液を得ることができた（図

６－１～図６－９）。

４－３．ヤーコンの塊根と搾汁液を用いた新規商品開

発の検討

４－２で得た搾汁液と０．３％ビタミンC水溶液に１時

間浸漬後、水切りしたヤーコン塊根を用いて、新規の

商品開発を行った（図７－１～図７－７）。

１）ヤーコンの濁酒・酒粕漬のレシピ（図７－１）

〔福島県第１号どぶろく特区で許可された飯舘村で

醸造された濁酒と酒粕（練粕）で漬け込んだ粕漬〕

【材料】

ヤーコン ２�
濁酒 ２００�
酒粕 １�

①ヤーコンを剥皮後、黒変防止とアク抜きのため

０．３％ビタミン C 溶液に１時間浸漬後、水を切り、

１０％の塩で下漬けを２週間行う。

②脱塩処理後、水気を取り濁酒、酒粕を混ぜ合わせ

た漬床に漬け込む。

③半年間の間に３回漬け替え、粕床で味がなじむま

でじっくりと漬け込む。

福島学院大学研究紀要 第４３集４
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A ②ふるいにかけ、
①に加えヘラで混ぜる

B ③人肌に温め、生
地にさっと加える

C ①湯せんで温め混
ぜる

図６－１．剥皮、ライス後に酸液浸漬 図６－２．水切り後のヤーコン塊根

図６－３．高速回転による破砕処理 図６－４．破砕処理によるペースト化

図６－５．酵素処理（５５℃・３時間） 図６－６．遠心分離（９０００回転・２０分）

図６－７．濾紙による粗濾過 図６－８．濾過器による濾過

図６－９．清澄したヤーコン塊根搾汁液

図－６．酵素処理によるヤーコンの塊根搾汁液の清澄化の工程

２）ヤーコンカステラのレシピ（図７－２）

〔ヤーコンと米粉を使ったしっとりカステラ〕

【材料】

強力粉 ５０g �
�米粉 ４０g

ヤーコンピューレ ５０g �
�
�
�

豆乳 １０�
サラダ油 ２０g

全卵 １００g �
�
�
�
�
�
�
�
�

卵黄 ４０g

上白糖 ３５g

塩 少量

ハチミツ ３０g

バニラオイル ２滴

ザラメ ２０g

④１８０度で２分焼き、取り出す→霧吹き→濡らしたゴ

ムベラで切り混ぜオーブンに戻す

⑤２分焼き、取り出す→霧吹き→ゴムベラで上から

半分の深さまで切り混ぜオーブンに戻す

⑥２分焼き、取り出す→霧吹き→ゴムベラで上部だ

け切り混ぜ、オーブンの上段に戻し７分焼く

⑦１５０度にして、濡らした新聞紙（３枚重ね）を敷き、

下段で４５分焼く

⑧オーブンから取り出し、逆さにする→アルミホイ

ルをかぶせ蒸らす

３）ヤーコンミルクジャムのレシピ（図７－３）

〔乳製品とヤーコンを混ぜ、さっぱりとした甘さの

クリーム系ジャム〕

【材料】

ヤーコン １００�
生クリーム １００� �

�
�
�
�

牛乳 １００�
ハチミツ 大さじ１

塩 少量

①鍋に生クリームと牛乳、ハチミツ、塩を準備する。

②ヤーコンをスライスして電子レンジで加熱する。

ミキサーにかける。

③すぐに鍋にヤーコンピューレを加え、弱火にかけ

焦がさないように煮詰める。

５
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図７－１．ヤーコンの濁酒・酒粕漬

図７－２．ヤーコンカステラ 図７－３．ヤーコンミルクジャム

図７－４．ヤーコン生キャラメル 図７－５．メロンパン風ヤーコンパン

図７－６．ヤーコンゼリードリンク 図７－７．ヤーコングミ

図－７ ヤーコンの塊根と搾汁液を用いた試作品

４）ヤーコン生キャラメルのレシピ（図７－４）

〔ヤーコンの甘さを生かした生キャラメル〕

【材料】

②↓加え、煮詰める

生クリーム １００g �
�無塩バター ２０g

①沸騰直前

牛乳 ５０� �
�
�
�
�
�
�

ヤーコン搾汁液 ６５�
バニラビーンズ １／５本

はちみつ ９g

水あめ ５g

５）メロンパン風ヤーコンパンのレシピ（図７－５）

〔ヤーコンの粉末をつかったクッキーを上面にのせ

たがのっているパン〕

【材料】

A

強力粉 １００g �
�
�
�
�
�
�

砂糖 １０g

塩 １g

スキムミルク ３g

ヤーコン粉末※ １０g

無塩バター

B

水 ２５� �
�
�
�
�

牛乳 ３３�
全卵 ７g

ドライイースト ２g

C

薄力粉 ６７g �
�
�
�

ベーキングパウダー １g

ヤーコン粉末 １０g

グラニュー糖 ３３g

無塩バター ２０g

全卵 ２０g

グラニュー糖 適量 �
�ヤーコン粉末 適量

① A をボウルの中でよく混ぜる。混ざったら、B

を少しずつ加え、ボウルの中でまとめる。

②ボウルから取り出し、１０分ほど捏ねる。

③②の生地に無塩バターを練り混ぜ、再び１０分ほど

捏ねる。

④１次発酵

⑤クッキー生地作り。ボウルに常温においた無塩バ

ターとグラニュー糖を入れ、白っぽくなるまでよ

く混ぜる。

⑥⑤の中へ溶きほぐした全卵を３回に分け入れ混ぜ

る。

⑦ふるいにかけた C を加え、ゴムベラで切り混ぜた

ら、冷蔵庫で休ませる。

福島学院大学研究紀要 第４３集６
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⑧１次発酵が終わった生地のガス抜きをする。

⑨４分割し、丸めたらベンチタイムを１０分間行う。

⑩成形を行う。

⑪クッキー生地を４等分し、丸めて伸ばしパン生地

の上にかぶせる。

⑫表面にグラニュー糖とヤーコン粉末を混ぜたもの

をつける。

⑬オーブンの鉄板に並べ、表面に網目状の切りこみ

を入れる。

※ヤーコンを洗浄、剥皮、２�厚にスライス後、VC

溶液（０．３％）に１時間して、真空凍結乾燥機（㈱宝

製作所製 TFD－５５０－８SP）を用いて凍結温度－４０

�、真空度０．１３mbr、乾燥温度２０�の条件で乾燥した。

乾燥終了後カッターミキサー（㈱愛工舎製作所製 K

５５E）で破砕処理したヤーコン粉末を用いた。

６）ヤーコンゼリードリンクのレシピ（図７－６）

（清澄させた塊根搾汁液をイナゲルで半流動化させ

たドリンク）

【材料】

ヤーコン果汁 ４００�
水 １００�
イナゲル DJ－８８k ３g

①約１２０�の水にイナゲルを膨潤させ、ダマが無くな

るまで混ぜる。

②①を火にかけ、へらでかき混ぜる。沸騰したら火

から下ろす。

③あら熱がとれたら重さを量り１００g以下になってい

たら水の蒸発分を加える。

④更に果汁を加え、再び火にかける。

⑤容器にうつし冷やし固める。

７）ヤーコングミのレシピ（図７－７）

（ヤーコンの風味を生かしたグミ）

【材料】

ヤーコン果汁 １２０�
砂糖 ３５g

水飴 ３０g

ゼラチン ３０g

粉オブラート 適量

①粉オブラート以外の材料を鍋に入れかき混ぜ５分

くらいなじませる。

②①を火にかけ周りがふつふつしてゼラチンが溶け

たら火から下ろす。

③型に流し込み、冷蔵庫で固める。

④固まったら、粉オブラートを表面に付ける。

おわりに

ヤーコンの塊根には、フラクトオリゴ糖・ポリフェ

ノール・食物繊維などの様々な生理活性物質が含まれ

てその用途が期待される。

そこで、ヤーコンの塊根を有効利用するため、酵素

処理による塊根搾汁液の収量向上とフラクトオリゴ糖

などの有効成分の含有量について測定した。また、酵

素処理で得た搾汁液を加工食品の素材として有効利用

するため清澄化と新規の商品開発を行った。

その結果、酵素処理を行うことにより収量率は大き

く向上し、最も効率よく搾汁液を得ることが出来た処

理時間はヤーコン塊根に対し０．０１％量の酵素で３時間

処理が良かった。更に有効成分の含有量についてフラ

クトオリゴ糖、ポリフェノール、抗酸化性を測定した

結果、ポリフェノール、抗酸化性は酵素２時間以上処

理することにより若干増加傾向があったが、フラクト

オリゴ糖は糖組成を含め大きな差異は見られなかった。

また、酵素処理で得た搾汁液を遠心分離と濾過で滓の

完全除去が可能となり、清澄したサラッとした塊根搾

汁液を得ることができた。更に、これ等の素材を用い

飲料、菓子や漬物等の７点を試作した。

なお、本研究の遂行に当たり分析等に協力いただい

た福島県ハイテクプラザ会津若松技術支援センター並

びに職員の方々に感謝を申し上げます。
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INTRODUCTION
Disclosure is defined as notifying the

society of information（Shiba２００８）. Studies
on disclosure as the theory of disclosure
regarding sustaining human society，includ-
ing sustaining and improving the environ-
ment have been developed from the point
of viewofhumansociety sustainability（Shiba
２００８，p．７）.

Generally, a disproportionate difference
in informativeness of information between
senders and recipients in the market is called

information asymmetry（Suda ２０００）. The

"information" which we observe in the mar-
ket is different from the information when
we observe information resources from dif-

ferent objects. On the other hand，there

is an uneven distribution in "information"
in a non-market１. Since there is an infor-
mation asymmetry not only in information

regarding the Great East Japan Earthquake
and Tsunami２ but also in the Fukushima
Dai-ichi Nuclear Plant accident（Fukushima
Dai-ichi accident）, there should be an infor-
mation asymmetry in the principle reasons.

"Information asymmetry" which is ob-
served in the market is not a special con-
dition，but it can be observed for all account-
ing information. On the other hand, various
causes of information asymmetry should
be viewed in the non-market. We should
consider the relation between information

in the market and information in the non-

market. "Information" itself should be defined
as a physical object. Studying symmetry
and motion of information itself make us

better understand the principle of more gen-

eral information. Therefore, it is beneficial
to control information and help prevent such

a serious accident. The study on "informa-

Forward Setting up the Safety Management
Information Disclosure Auditing System

Tadao Suzuki, Ph. D.
Masumi Nakashima, Ph. D.
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tion itself，" makes us implement the most

appropriate method for each observation

and disclosure.

Various events, which were caused by

Fukushima Dai-ichi accident, brought about

many related events without precedent. In-

formation on nuclear emergencies and ra-

diological consequences３ is not only the con-

tribution of amount of information from sto-
chastic factors but also non-stochastic fac-
tor. Therefore, we conduct a theoretical study
such as mathematical analyses of informa-
tion which focuses on non-stochastic factor.
Additionally, we discuss whether there is
a possibility to break the symmetry of space
which we define state function of informa-
tion or not，whether information on nuclear
emergencies and radiological consequences
itself has anomalous symmetry or not, and
whether we can define such an information
on expected events as anomalous informa-
tion which we cannot handle by a normal
approach.

When there is a possibility to have the
failure of a symmetry in some directions
of the component space which defines infor-
mation state function，we call the extraor-
dinary information as anomalous information
in this study. This study provides a new
approach regarding disclosure of anomalous
information in a framework whose perspec-
tive extends to human society.

This study makes two contributions

to the disclosure literature. First, we inter-
pret information on nuclear emergencies
and radiological consequences as anomalous

information through a mathematical back-

ground and provide the reason why the su-
per-neutral regulatory agency should be

needed. Second, we propose a new system

which controls nuclear safety from a higher

dimension through theory development and

historical review regarding the consistency

of the real world with our mathmatical in-

terpretation.

Our paper proceeds as follows. Chap-

ter one discusses the background on infor-

mation disclosure after Fukushima Dai-chi

accident. In chapter two, we identify anoma-
lous information and discuss whether infor-
mation on nuclear emergencies and radio-
logical consequences can be anomalous in-
formation. Supposing that information on
nuclear emergencies and radiological conse-
quences is anomalous information, in chap-
ter three we examine why the third inde-
pendent agency should be needed for watch-
ing the information. We investigate whether
the real world was consistent with our math-
matical interpretation in chapter four. Chap-
ter five suggests our proposal for the solu-
tion for controling anomalous information.
The final chapter provides our conclusion.

１．BACKGROUND ON INFORMATION
DISCLOSURE
We review information disclosure in

the aftermath of Fukushima Dai-ichi acci-
dent. The Great East Japan Earthquake and
Tsunami of ２０１１ struck Japan on March
１１，２０１１. Japan Metrological Agency（JMA）

provided Japanese citizens with the System

for Prediction of Environmental Emergency
Dose Information（SPEEDI）on March ２３，
２０１１４．However, JMA provided the Interna-

tional Atomic Energy Authority（IAEA）with
SPEEDI in succession right after Fukushima

Dai-ichi accident. Nuclear Industrial Safety

Agency（NISA）５ declared the International
Nuclear Event Scale（INES）Level seven
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incident and confirmed that in two months.

Tokyo Electric Power Company（TEPCO）

confirmed the complete fuel melt on May

１２，２０１１６．

We discuss the reaction in Japan to

the historical nuclear plant accidents. Soviet

Nuclear Power Plant Accident Investigation

SpecialCommitteeReport （SpecialReport）

（Nuclear Safety Agency １９８７）７ in the af-
termath of Chernobyl accident states as fol-
lows :

Although we do not have to improve the cur-

rent safety regulation and custom promptly

and change the current way regarding the

prevention of disaster, we reach the conclusion

that we should conduct the studies on safety

and severe accidents which can reflect prac-

tice controls and fulfill the content of provision

against disasters. Also, the investigation makes

us reach the conclusion that since the reactors

have the provision for the safe design, and

practice control systems and education prac-

tices are appropriate, it is extremely inconsid-

erable that the reactors reach the same situ-

ation as Chernobyl.

Finally the Special Report shows the
assessment of safety culture as follows :

We have implemented the promotion of safety

on reactors in Japan on the basis of reflected

matters on TMI accident in １９７９. The result

from the investigation shows that there is no

mistake for our endeavor for safety basically.

This means that our application of research

and development on nuclear power in Japan

produce fruit steadily and reach a high level

in global perspective.

The examination of nuclear safety in

Japan in the aftermath of Chernobyl acci-

dent lead them to such a conclusion that

there was no mistake for their safety cul-

ture. It seems that there was a conceit in

safety culture in the operator and regula-

tory agency. Did the operator and the regu-

latory agency establish the safety manage-

ment systems which could assess safety cul-
ture and find the risk in the operator?

Next, we discuss whether the regula-
tory agencies in Japan, which are supposed
to assess safety culture in operators, worked
properly and sufficiently in the aftermath
of Fukushima Dai-ich accident. Japan Nuclear
Energy Safety Organization（JNES ２００３，
p．２４）asserts as follows :

We strike the quality assurance activities on

the basis of safety culture in daily security

activities at reactors and connect to set up

the assessment system for nuclear safety cul-

ture in safety regulation to assess the continu-

ous effort for safety culture.

JNES itself indicates that, since Octo-
ber２００３，quality assurance which is the foun-
dation of nuclear safety culture should be
regulated. JNES asserts that they are cur-
rently considering theway of assessing safety
culture for operators（JNES２００３）. That is,

the assessment system which can evaluate

safety culture in operators had not been
set up in the regulatory agency in Japan.

Here, we discuss the regulatory organi-

zations for nuclear safety in Japan. Although

safety regulations for nuclear energy was
operated by the Science and Technology

Agency and the Agency of National Re-
sources and Energy, the safety regulation

３
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has been transferred to the Ministry of In-

ternational Trade and Industry administra-

tions. Currently the safety regulations have

been centralized and strengthened under

NISA８. The Nuclear Safety Commission

（NSC）is institutionalized as an independ-

ent and autonomous body in the Prime

Minister's Cabinet Office based on the

Atomic Energy Basic Law and the Law for
Establishment of the Atomic Energy Com-
mission（AEC）and the Nuclear Safety Com-
mission９．

Therefore, the NISA and the NSC de-
liberate the safety regulations in Japan. Also,
JNES has been established as an organiza-
tion of expert engineer groups to ensure
the nuclear safety since October,２００３１０. The
mission of JNES is to establish the basis
to ensure the nuclear safety in nuclear utili-
zation for energy by performing the safety
analysis, evaluation, etc. of the design of
nuclear installations and nuclear reactor fa-
cilities, while conducting the inspection, etc.
of nuclear installations and nuclear reactor
facilities１１. These three bodies for nuclear
safety regulations have responsibilities to
assess safety culture in a reactor in Japan.

The International Nuclear Safety Ad-
visory Group（INSAG）defines safety cul-
ture as "that assembly of characteristics and
attitudes in organizations and individuals

which establishes that, as an overriding pri-
ority, nuclear plant safety issues receive the
attention warranted by their significance."

（IAEA １９９１p．４）. And, INSAG states as

principle that an established safety culture
governs the actions and interactions of all

individuals and organizations engaged in
activities related to nuclear power（IAEA

１９９９，p.１２）.

Did the reactor have sufficient self- as-

sessment of safety culture? Did the regula-

tory agencies fully assess safety culture of

the reactor? Also, did the regulatory agen-

cies find vulnerable safety culture and signs

of declining of safety performance of the

Fukushima Dai-ichi nuclear plant? It seems

that the issues regarding information disclo-

sure in the aftermath of Fukushima Dai-ichi
accident come from the failure of safety cul-
ture assessment by the reactor itself and
the regulators. Since the safety management
system had not been properly evaluated in
the reactor by itself and the regulators, it
seems that the safety culture might have
been disregarded.

２．DEFINITION OF ANOMALOUS IN-
FORMATION
Information on nuclear emergencies and

radiological consequences has the following
characteristics：� Although we can avoid
the health effect from smoking through se-
lecting not to smoke，we cannot perfectly
escape radioactive metals through similar
ways．� Considering the half-life of a ra-
dioactive metal such as plutonium is more
than ２４，０００ years, information on nuclear
emergencies and radiological consequences
has a long-term effect. � Radioactivity from
metals is invisible and we cannot protect
ourselves from the effects of radiation per-

fectly. � Although several months has

passed since the accident, lower levels of
radioactivity has continued to leak from
Fukushima nuclear plants. � Radioactivity

has been spread not only in the Fukushima

area but also in the wider world. � In the
internet age，information on nuclear emer-

gencies and radiological consequences can
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be received in real time and beyond bor-

ders. The amount and speed of such infor-

mation in the modern age is greater and

faster than in previous eras. While it is eas-

ier to share information among people all

over the world, the recipients' anxiety in

such a situation would increase.

We examine whether information on

nuclear emergencies and radiological conse-
quences can be anomalous information. Many
studies regarding anomaly have been con-
ducted in the research field of elementary
particle physics（Adler１９６９；Bell and Jackiw
１９６９；Fujikawa １９７９；Jackiw and Rajara-
man１９８５；Faddeev and Shatashvili１９８６；
Fujiwara et al．１９９０）．For example, a va-
riety of anomalies in ２D supergravity the-
ory have been discussed from a canonical
theoretical view point（Fujiwara et al．１９９７）．

When a probability of event is de-
noted by ，the amount of infor-
mation is defined by

The unit of the amount of information
is represented by [bit] in this case.

The information theory based on stochas-
tic factors under the definitions using is
well known as Shannon's information the-
ory（Shannon１９４８）. However, most gener-
ally, the information like news value or so-

cial impact is considered to be represented

by stochastic factors and non-stochastic fac-
tors（Ozawa２０１１，p．６）. Assuming that each
variable has time dependence, we can de-

fine information state function by

that represents the state

before the information is observed and an

observable operator by to observe the
event of information１２ as

Then, we rewrite the probability den-

sity function with and the

non-probabilitydensity functionas where
is a stochastic variable and is the time.

Here, we consider that the depends

on the contribution of the amount of infor-
mation from stochastic factors and non-sto-
chastic factor by and .

The is generally defined as，

We next focus on regularity and recur-
siveness of a non-stochastic information state
function . In general, the usual in-
formation is considered to be measurable.
Then, can be represented by holo-
morphic functions. However, when the infor-
mation relates to a nuclear emergency or
radiation accident, it may be impossible to
measure the contribution from be-
cause a radiation accident has a complex
effect on terrestrial organisms. In such cir-
cumstances, for instance, it is possible that
if we transforme by an infinitesimal
transformation on in the system, the regu-
larity in the time direction is broken due
to the singularity as

Hence, we regard such information follow-
ing the Equation as anomalous informa-
tion.

５
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３．NECESSITY OF INDEPENDENT
AUDITING
Suppose that information on nuclear

emergencies and radiological consequences

can be anomalous, a super-neutral regulatory

agency should be established to solve the

problem of improving our safety culture

assessment. Therefore, we discuss here why

a super-neutral regulatory agency as the
safety culture assessment system should
be set up.

Assuming that the contribution from
the singular part of the anomalous origin
of the information exists, a non-stochastic
information state function is repre-
sented as

where has a contribution of regularity
part and has a contribution of the sin-
gular part，therefore turned to

．１３

On the other hand, as an observer in-
volves in the measurement of the informa-
tion source（e. g., stakeholders）, we can re-
define the observed information state func-
tion as recursively information function. Here,
the recursive function is represented as

where denotes the operator for the

observation involved in the measurement
of the information source, even though the
non-stochastic information state function is

the singular. In general, in that case the

observed information state function

is denoted as a non-recursive con-
tribution employed and a recursive con-

tribution employed , that is

The observed information state function
which has a contribution of the

singular part can be expressed by Equation

and Equation as

We can consider that the term
is recursively for-

bidden from the point of view of consistency
for holomorphy. This term should be renor-
malized. Consequently, this observed infor-
mation state function is denoted as

Unless the observer dose not relate to the
information, the last term

should be vanished.

We can expect a better behavior of the ob-
served information state function as

Thus, we suggest that the operator for
observation should be enforced by the third

parties such as the super-neutral independ-

ent auditing board.
The logical expansion above which con-
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tains several assumptions based on actual

social data is not accompanied by a rigor-

ous mathematical proof. However, taken to-

gether, we suggest the nature of informa-

tion state function by focusing on the regu-

larity and the recursivity of the function in

this chapter.

４．CONSISTENCY WITH OUR
MATHMATICAL INTERPRETATION
If information on nuclear emergencies

and radiological consequences is anomalous
information, a super-neutral organization
which assesses safety culture should be
needed for exemplifying the information.
Were there historically the systems which
were consistent with our mathematical in-
terpretation ? Thus, we investigate whether
the systems for the safety culture assess-
ment were established in the aftermath of
the historical nuclear accidents. If such
safety culture assessment systems had been
set up，the problems regarding information
disclosure should not have occurred. How-
ever, the accident occurred and the prob-
lems regarding information disclosure did
arise.

Therefore, we discuss whether the real
world is consistent with our mathematical
interpretation developed in previous chap-
ters by reviewing the systems in the after-
math of the Three Mile Island Nuclear Plant

Accident（TMI accident）and Chernobyl

NuclearPlantAccident（Chernobylaccident）．

４．１．New System in the Aftermath
of TIM accident

We can point out the reorganization

of the U. S. regulator and the establishment
of a new organization as the system in the

aftermath of the TMI accident. The U. S.

Nuclear Regulation Commission（NRC）had

been reorganized from the Atomic Energy

Commission by the Energy Reorganization

Act of １９７４ and began operations in Janu-

ary １９７５．The NRC focused on defending

public health and safety and on prevention

of a severe reactor accident that would

menace public health and safety.However,
the TMI accident occurred in １９７９. The
NRC sufficiently stressed on operator train-
ing and human factors in plant performance,
since they considered that serious accidents
could happen as a result of small equipment
failures１４．

A new organization, the Institution of
Nuclear Power Operation（INPO）was es-
tablished as a non-profit organization in the
aftermath of the TMI accident by the nu-
clear power industry in December １９７９.
The nuclear power industry needed to es-
tablish a program that prescribed adequate
safety standards for management, quality
assurance, and independent evaluations.
They needed a systematic assembling, re-
view, and analysis of operating at all nuclear
power plants linked with an industry-wide
global network to promote the swift disclo-
sure of the information to related parties.
They have continued to furtherance the
highest levels of safety and credibility in
the operation of nuclear power plants（INPO

１９７９）１５．In addition, INPO assesses an in-

dividual plant and training programs to rec-
ognize strengths and weaknesses and sug-
gests improvements. Selected operators and

training programs are certified by the third

party National Nuclear Accrediting Board１６．

The growing importance of an ongoing
supply of engineers urged INPO to identify

７
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the need to plan for the future and to en-

courage INPO to provide a continuous sup-

ply of primitive engineers so as to satisfy

the employment needs of the nuclear indus-

try in１９８０. With funding by INPO member

utilities, the National Academy for Nuclear

Training was established to support U. S.

nuclear engineering education１７. They con-

sist of the training and educational activi-
ties of all U. S. nuclear power plants that
are members of the National Academy and
INPO. The goals of the National Academy's
Educational Assistance Program are to en-
courage students to consider careers in the
nuclear power industry and to reinforce and
integrate the efforts of the U. S. nuclear
utilities to improve the performance and
professionalism of nuclear plant engineers１８.
Thus, we suggest that the system had been
set up in the aftermath of the TMI acci-
dent.

４．２．New System in the Aftermath
of Chernobyl Accident

First, we point out the international
convention１９ established as a new system
in the aftermath of Chernobyl accident. The
Convention on Nuclear Safety（the Conven-
tion）was adopted in Vienna on June １７，
１９９４２０．Its purpose is "to legally commit par-

ticipating States operating land-based nu-
clear power plants to maintain a high level

of safety by setting international benchmarks
to which States would subscribe"（IAEA１９９４）.

The objectives of the Convention are as fol-
lows : to achieve and maintain a high level

of nuclear safety worldwide through the

enhancement of national measures and in-
ternational co-operation including, where

appropriate, safety-related technical co-op-

eration, to establish and maintain effective

defenses in nuclear installations against po-

tential radiological hazards in order to pro-

tect individuals, society and the environment

from harmful effects of ionizing radiation

from such installations, and to prevent ac-

cidents with radiological consequences and

to mitigate such consequences should they

occur（IAEA １９９４，article １）２１.
The Convention addresses the issues

for regulatory bodies as follows（IAEA １９９４，
article ８－２）：

２．Each Contracting Party shall take the ap-

propriate steps to ensure an effective separa-

tion between the functions of the regulatory

body and those of any other body or organi-

zation concerned with the promotion or utili-

zation of nuclear energy.

NISA is set up under the Ministry of
International Trade and Industry administra-
tions in Japan. However, it is hard to men-
tion that the regulatory agency is fully in-
dependent. Although the NSC is independ-
ent from the Ministry of International Trade
and Industry Administrations, the NSC is
under the regulatory government but does
not carry out a central role for safety regu-
lation and safety assessment. Therefore, it
seems that there is no fully independent

regulatory agency in Japan which assures
safety management and safety information
of operators.

As the IAEA mentioned, the Conven-

tion is an incentive resource. The Conven-
tion rests on their common interests in or-

der to attain higher levels of safety which
will be promoted through regular conferences

of the Parties. It is not designed to fulfill
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obligations by Parties through controls. The

Convention obliges Parties to submit their

reports on the implementation of their ob-

ligations for "peer review" at conferences

of the Parties to be held at the IAEA. This

systematic mechanism is the main innova-

tive and dynamic factor of the Convention

（IAEA）２２. As for the language of the Con-

vention by the IAEA, the Convention does
not enforce the Parties to establish their
fixed regulatory bodies but encourage in-
dependent regulatory agencies of their own
accord.

Second,we indicate "assessment of safety
culture" as the system in the aftermath of
Chernobyl. INSAG is established as a con-
sultation under the direct control of the of-
fice director of the IAEA and has organized
professionals for nuclear safety from all over
the world in １９８５. INSAG‐４ has stressed
safety culture concepts in the aftermath of
Chernobyl.

The IAEA asserts that in analyzing
the causes of the Chernobyl accident, IN-
SAG‐７ concludes that the need to create
and maintain 'safety culture' is a precondi-
tion for ensuring nuclear power plant safety.
The concept of 'safety culture' relates to
a very general concept of dedication and
personal responsibility of all those involved
in any safety related activity at a nuclear
power plant（IAEA １９９２，p．８４）．

INSAG‐７ reached the conclusion that

a safety culture had not been properly in-
stilled in nuclear power plants in the Union
of Soviet Socialist Republics （USSR）prior

to the Chernobyl accident（IAEA１９９２，pp．２１

－２２）．The accident can be said to have
flowed from material weakness of safety

culture concept into all aspects of nuclear

energyapplications in theUSSR（IAEA １９９２，

p．８８）．

INSAG‐７states that safety culture re-

quires totaldedication,whichatnuclearpower

plants is primarily generated by the attitudes

of managers of organizations involved in their

development and operation（IAEA １９９２，

p．２４）. Their examination of Chernobyl ac-

cident suggests that a vulnerability in
safety culture was inherent not only to the
stage of operation, but also to no lesser ex-
tent to activities at other stages in the life-
time of nuclear power plants（IAEA １９９２，
p．２４）. And, the IAEA showed the frame-
work for safety management systems in
order to enable the organizations and indi-
viduals to attain the high level of safety in
１９９９．

Our investigation regarding whether
new systems had been set up in the after-
math of the TMI and Chernobyl accidents
above suggests that there is a possibility
that the real world is consistent with our
mathematical interpretation regarding the
necessity for the super-neutral agency for
safety culture assessment. The NRC was
reorganized and INPO was established af-
ter the TMI accident. An International Con-
vention was concluded. Also, safety manage-
ment systems for enhancing safety culture
were provided by INSAG in the aftermath

of Chernobyl accident. Here, figure １ shows
that the historical nuclear accidents and the
new systems set up in the aftermath of the

historical accidents. Based on that the real

world was consistent with our mathemati-
cal interpretation developed in the chapters

two and three，we propose a safety culture
assessment system should be set up in regu-

lators and operators.

９
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５．A PROPOSAL FOR THE SOLUTION
The IAEA picks up the safety culture

concepts in INSAG‐１ in１９８６in the after-
math of Chernobyl and defines safety cul-
ture comprehensively in INSAG‐４ in１９９１.
After that, the IAEA shows the framework
for safety management systems in order
to enable the organizations and individuals
to attain the high level of safety in INSAG
‐１３ in １９９９．

INSAG‐１３states that safety is primar-
ily the responsibility of the reactor and that

the reactor needs to establish an effective
safety management system to discharge this
responsibility（IAEA１９９９，p．３）. And, INSAG

‐１３asserts that the regulatory body pro-

motes an effective safety management sys-
tem in the reactors by ensuring that there

is critical self-assessment and correction and
avoids acting in a manner that diminishes

the responsibility for safety of the regulated

organization（IAEA １９９９，p．６）.

We indicate that it seems that there
was a possibility that their safety culture
assessment was inadequate in operators and
regulators in Japan. Since it does not seem
that there is sufficient safety management
system in the operator and effective safety
management systems in a regulator in Ja-
pan.

The IAEA draft of action plan on nu-
clear safety stresses, "timely，transparent
and adequate response to nuclear emergence"
byworld-wide requests for information should
be needed（IAEA２０１１，p．１）. Also, "dissemi-

nation of objective information on nuclear
emergencies is of importance to meet pub-
lic expectation and safety is noted". In or-

der to attain the goal, the following should

be discussed. Reactor safety culture assess-
ment by themselves, National Regulator as-

sessment of reactors' safety culture, and
peer reviews by the IAEA（IAEA２０１１，p．３）

Therefore, we propose a new super in-
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dependent organization, "SafetyManagement

Information Disclosure Auditing System

（SMIDAS）”. Such a safety culture assess-

mentmanagementsystemisneededpromptly

in order to enhance safety culture in regu-

lators and operators.

CONCLUSION
First, we find the problems in infor-

mation disclosure in the aftermath of Fuk
ushima Dai-ich accident ; no sufficient assess-
ment systems of nuclear safety culture in
the reactor and the regulatory agency. Sec-
ond, our mathematical interpretation sug-
gests that as far as the information state
function on nuclear emergencies and radio-
logical consequences posses the singularity
in the time direction, mathematical analy-
ses cannot be implemented, there is a great
possibility that the information should be
anomalous information. Third, we provide
mathematically the reason the super-neutral
system should be necessary for handling
anomalous information mathematically.
Forth, our historical investigation of the sys-
tems after the nuclear accidents suggests
that the real world was consistent with our
mathematical interpretation developed. Fi-
nally, we propose that a safety culture as-
sessment management system should be
needed in order to enhance safety culture
in regulators and operators. Thus, this study

provides a new insight regarding the ap-

proach for anomalous information disclosure.
We indicate the characteristic of infor-

mation state function by concentrating on

the regularity and the recursivity of the func-

tion in this study. We need to further dis-
cuss the anomalous singular part of the in-

formation state function and recursive func-

tion. Also, we have not discussed the con-

tent of a new super independent organiza-

tion. We need to examine regarding what

organization would be appropriate for seek-

ing a best safety culture assessment in all

perspectives.
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Endnotes
１ Shiba（２００８）defines a broad human society

as non-market. Shiba（２００８，p．２）who serves

the establishment for studies on disclosure，

asserts that although studies on disclosure

focus on information disclosure of societies

as the subject，studies on disclosure aims

for general theory of information disclosure.

２ We call the earthquake and tsunami by

which the northern region of Japan was struck

in March１１, ２０１１ as the Great East Japan

Earthquake, following terminology of the In-

ternational Atomic Energy Authority（IAEA）

in this study.

３ We call information accompanied with nu-

clear plant accident as information on nuclear

emergencies and radiological consequences

in this study, following terminology used in

the IAEA documents.

４ JMC defines SPEEDI as real time radiation

data collected via the System for Prediction

of Environmental Emergency Dose Informa-

tion. http : //www. bousai. ne. jp/eng/speedi

/pref. php?id=07

１１

１１５

http://www.bousai.ne.jp/eng/speedi/pref.php?id=07
http://www.bousai.ne.jp/eng/speedi/pref.php?id=07


５ http : //www. nisa. meti. go. jp/english/about-

nisa/establishment. html

６ BCC news announced on May ２４, ２０１１，

"TEPCO has confirmed the meltdown of ex-

tra fuel rods in reactors at its damaged

Fukushima nuclear power plant." Yomiuri also

announced, "TEPCO admitted for the first

time Monday the Nos．２ and ３ reactors at

theFukushimaNo．１nuclear powerplant likely

suffered core meltdowns, in addition to a pre-

viously acknowledged meltdown in the No．１

reactor."

７ Nuclear Safety Agency（１９８７）. Soviet Nuclear

Power Plant Accident Investigation Special Com-

mittee（Summary）in May.（in Japanese）．

８ NISA, http : //www. nisa. meti. go. jp/english

/aboutnisa/establishment. html

９ NSC, http : //www. nsc. go. jp/NSCenglish/

aboutus/overview/overview. htm

１０ JNES. http : //www. jnes. go. jp/english/gy-

oumu/index. html

１１ JNES. http : //www. jnes. go. jp/english/shou-

kai/gaiyou. html

１２ Although should be defined on a concrete

form, we do not define it, because we can

discuss the functional property of an infor-

mation state function without knowing the

precise function form in this content.

１３ is briefly displayed as .

１４ NRC, http : //www. nrc. gov/about-nrc/his-

tory. html#aec-to-nrc

１５ INPO, http : //www. inpo. info/AboutUs. htm

#history

１６ INPO, http : //www. inpo. info/AboutUs. htm

#mission

１７ http : //www. nei. org/careersandeducation

/educationandresources/scholarships/indus-

tryschlrflw/nantschlrprogram/

１８ http : //www. nei. org/careersandeducation

/educationandresources/scholarships/indus-

tryschlrflw/nantschlrprogram/

１９ Convention on Assistance in the Case of

Nuclear Accident or Radiological Emergency

and Convention on Early Notification of a

Nuclear Accident were adopted following the

Chernobyl nuclear plant accident on２６Sep-

tember １９８６ in Vienna, Austria and had an

entry into force on February ２６，１９８７．

２０ IAEA website. http : //www. iaea. org/Pub-

lications/Documents/Infcircs/Others/inf 449.

shtml

２１ IAEA（１９９４）. http : //www. iaea. org/Publi-

cations/Documents/Infcircs/Others/inf 449.

shtml

２２ IAEA, Convention on Nuclear Safety. http :

//www-ns. iaea. org/conventions/nuclear-

safety. asp
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はじめに

１８８０年代半ば頃からビジネスの場に芽生えた女性事

務職は、資本主義経済の形成・発展とともに拡大して

きた。大正期に事務職が興隆し、次第に女性化した背

景には、機械化、工業化、近代化によるさまざまな産

業分野の企業勃興のほか、金融経済の安定化、通信・

交通網の整備に伴う経済発展があったと考えられる。

また、女子教育が整備されたことも、教育を受けた人

材を市場に労働力として安定供給するという役割を果

たしたとみられる。

しかし、それまでオフィスには存在しなかった女性

が当たり前のように仕事に携わるようになり、事務職

が女性化するまでには、他の要因もあったはずである。

女性を読者とした雑誌や職業案内書（アドバイス・ブッ

ク）の発刊はその一因であった。

本論文では、女性事務職が興隆していくなか、就労

する女性たちの意識や働き方に女性雑誌や書籍などの

メディアがどのような影響を及ぼし、またどのような

役割を果たしたのか、２０世紀初頭を中心に検証する。

１ 女性雑誌と職業案内書の発刊

女性雑誌は、明治末期から大正期にかけて相次いで

創刊されている。１９０１年（明治３４年）に「女学世界」

が創刊されたことに始まり、「婦人画報」（１９０５年）、「婦

人世界」（１９０６年）、「婦女界」（１９１０年）と続く。大正期

に入ると、「婦人公論」が１９１６年（大正５年）に発刊さ

れ、「主婦之友」（１９１７年）、「婦人倶楽部」（１９２０年）が

それに続いた。１９２２年（大正１１年）には「女性」「令女

界」「女性改造」など複数の女性雑誌が登場し、翌１９２３

年（大正１２年）には「職業婦人」が発刊された１。「職業

婦人」とは、当時急増していた「ホワイトカラー的な」

職業、例えば事務員、タイピスト、速記者、電話交換

手、電話事務員、経理、店員、給仕などに携わる女性

たちを一括りにした呼称である。それと同じ名称が雑
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誌にもみられるようになった。

「売れる」雑誌を作ろうとする出版業界の商業主義

的志向はこの頃にでき上がっていったとみられる。こ

れら雑誌の記事には「職業婦人」が取り上げられ、職

業案内が連載されるようになった。当時、良妻賢母主

義・思想の社会風潮にあって、これらの雑誌は広く一

般女性に対して新たな生き方を提唱し、女性の解放や

自我の確立、男性中心社会からの転換に啓蒙を促し、

社会変革の世論形成に影響を及ぼしていったと考えら

れる。

新しい時代になって登場してきた職業は、女性の注

目を集めていった。そのようななか、女性に対する職

業案内について書かれた書籍がみられるようになる。

１８９５年（明治２８年）に出版された『婦人と職業』（民友

社）や１９０６年（明治３９年）に発行された近藤正一の『女

子職業案内』（博文館）がその先駆けであろう。その後

は『新時代之婦人生活手引』（１９１９年）、『文化的婦人の

職業』（１９２４年）、『現代婦人職業案内』（１９２６年）など大

正期に入って職業案内書、いわゆるアドバイス・ブッ

クが相次いで発行されている２。

大正期には女性が公的領域で就労することへの抵抗

感が明治末期に比べてやや薄れ、社会全体の傾向とし

ても、女性が就労することは卑しいことでも悪いこと

でもないという考え方が徐々に浸透していく。このよ

うな就労に対する意識の変化はどのようにして起こっ

たのだろうか。女性雑誌や職業案内書は、女性が公的

領域で職業に従事することに対する不安や悩みを払拭

したり軽減したりする役割を担い、また就労にあたっ

て求められる人柄や能力といった「企業が求める人材

像」などについても描かれていたと考えられるのであ

る。

２ 女性雑誌や職業案内書にみる女性の職業の捉えら

れ方

�「婦女界」の誌面に見る職業案内
①最初の職業案内【１９１２年（明治４５年）５月（第５

巻６号）】

「婦女界」は１９１０年（明治４３年）に発刊された雑誌

である。単に女性を読者としただけでなく、発刊当初

より他の女性雑誌に先駆けてたびたび職業案内を掲載

した。あらゆる職業についてその詳細を紹介し始めた

のは１９１２年（明治４５年）５月（第５巻６号）が最初で

ある。「現代處女の職業」と題されたタイトルの横には、

「引き續き毎號掲載す」とあり、以後このような職業

案内を連載していくことを宣言している。明治最後の

年となるこの時に取り上げられた職業には、小学校や

中等教員、保母、医者、看護婦、産婆、音楽家、電話

交換手、貯金局や電務課員、銀行計算員などがあり、

女性が従事できる仕事を幅広く紹介している。

この記事の中からいくつかの職業を取り上げてみよ

う。例えば、電話交換手は女子が最も多く従事してい

る仕事であり、東京のみでも各局を通じてすでに１，０００

名以上いたという。交換手の女性たちは女工以下の安

い給料であるにもかかわらず、眼が回るほど忙しい仕

事に携わっていた。心身疲労の様子から、いかに生活

難なのかがわかるようだと記事には記されている３。彼

女たちの中には、嫁入り仕度のために働いていた者も

いたが、１０人中７～８人は一家の家計を助けるために

勤めていた。交換手の仕事に就くには「夫を有せざる

者、年齢１３歳以上２３歳以下、身体強壮で、特に視力と

聴力が完全であること、言語明晰で挙動敏活、万事丁

寧である者、高等小学３年以上の学力を有し、品行方

正である者など」が主な条件となっている。夫を有せ

ざる者という条件は採用時点だけで、採用後は黙許さ

れている。貯金局や電務課員の場合、募集は不定期で

あり欠員補充に限られ、志願者が多いため、逓信省内

の官吏の紹介による者を多く採用していると記されて

いる４。また、銀行計算員の仕事については、簿記を知

らなければならないが、女子計算員養成所に入るのが

最も速成的であるとアドバイスされている。計算員養

成所の入学資格は高等小学校卒業もしくはこれと同程

度の学力を有する１７歳以上の女子とされ、速成部で４

ヵ月間、別科で８ヵ月学べば卒業できる。卒業後は養

成所の紹介によって就職することになる。この養成所

で学ぶことは、銀行だけでなく会社や商店、仲買店、

郵便局、印刷局などで歓迎されているとされ、事務に

も簿記係、計算係、金銭出納係、貯金係などいろいろ

あると紹介されている。このような職業案内の記事は、

読者の興味を引くように勤務時間や待遇などについて

も細かく書かれている５。

②特集「婦人の新職業」【１９２０年（大正９年）３月

（第２１巻３号）より】

その後「婦女界」では、「婦人の新職業」と題して新

しい特集記事の誌面を設けている。１９２０年（大正９年）

３月（第２１巻３号）の誌面では邦文タイピストの仕事

が紹介され、以後あらゆる職業が連載紹介されていっ

た。
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この時の記事には、「邦文タイピストの仕事は普通の

女学校卒業者もしくは同程度の学力があり、３ヵ月間

ほどタイピストとしての技術を学べば、誰にでもでき

る仕事である」と書かれている６。そうは言っても、邦

文タイピストの場合、文字の配列を覚えるだけでも相

当な知力を要したと考えられる。邦文タイプライター

を扱うには、常用漢字１，９６１字の他に商用文を中心に地

名や人名、公用文に使われる頻度の高い文字を加えた

３，１２６字が配列された文字盤の文字の位置を暗記しなけ

ればならない。しかも、それらの文字はすべて逆さま

で、裏返しに配列されていた。これらを３ヵ月で覚え

ることは容易ではなかったであろう。邦文タイピスト

の仕事は、「誰にでも」できる仕事ではなかったと考え

られる。さらに、「過度の筋肉労働にもならず、その上、

智力の増進も計ることができ、しばらく止めていたか

らといって忘れるというようなこともなく、最も婦人

の職業に適した上品な新職業であります。」と紹介され

ている。この点については、それまで多くの女性たち

が従事していた女工の仕事と比べても「清潔で安全な」

仕事であったため、「上品な」仕事であると言えたのだ

ろう。また、電話交換手のようにお客様から何かを言

われて神経をすり減らすようなストレスを抱えること

もなく、自分のタイピング能力だけで仕事をしていく

ことができると考えられたかもしれない。しかし実際

のところ、邦文タイピストの仕事は知的労働ではあっ

たが、かなり肉体労働に近いものであった。例えば、

当時は現在のような複写機は存在しなかったため、複

写を必要とする場合には紙と紙の間にカーボン紙を挟

み、一度に３，４通を作成するのがやっとだった。但し、

キーを打つ力加減によって紙への印字の濃さが変わる

ため、一番下の紙にまでしっかりと印字するには、キ

ーを打つにも相当な力を必要とした。それはかなり重

労働だったと考えられ、座ってできる仕事だったとは

いえ、腕の力をかなり必要とする肉体労働だったので

はないかと考えられる。当然のことながら、この時点

ではもちろん良い事柄しか紹介されていない。

③幅広くなった女性の職業と待遇【１９２３年（大正１２

年）３月（第２７巻３号）】

１９２３年（大正１２年）３月（第２７巻３号）の誌面では、

「官衙、百貨店、銀行等に於る婦人待遇法」と題して

中央電話局の仕事をはじめ、女学校での教育に関連し

た仕事、手芸や音楽の教授、貯金局の仕事、三越の店

員と専属裁縫女子養成場、会社や銀行の事務員などの

仕事や待遇について取り上げられている。この記事か

ら、大正末期にはすでに多くの女性が事務職に携わっ

ていたことがうかがえる。例えば、三井物産では東京

本店だけでも女性事務員は４０人ぐらいおり、その多く

はタイピストか計算係であった。いずれも女学校、女

子商業の卒業者で、月給は３０円から３５円ぐらいであっ

た７。十五銀行では本店以外にも東京市内だけで１２か所

の支店および出張所があり、東京だけで１００人ぐらいの

女性事務員がいたようである。ここで目を引くのは、

年２回の事務服の支給や年１回の運動会時に酒肴料と

して３円の支給があること、さらに女性事務員だけの

クラブがあり、銀行側が補助を出して週に１回ほど裁

縫や生け花、茶の湯などの講習が受けられるというこ

とである。夜学に通学する者には、授業料を補助する

など、その待遇にはさまざまな配慮がなされていた。

東海銀行の場合は、花見や旅行などの慰安制度が設け

られていることが紹介されている８。

このような記事を読めば、事務職に従事することに

よって得られるものは給料ばかりではないことがわか

る。当時、事務職はそうした付加価値がある仕事とし

て捉えられ、女性たちの目には「より魅力的に」映っ

たに違いない。こうした情報提供をしていくことによっ

て、女性雑誌は女性たちに公的領域での就労を通じて

自我を確立したり、新たな生き方を提唱するなど、啓

蒙を促していく役割を担っていったのではないかと考

えられる。このような現象はその後ますます拍車がか

かっていった。

�女性雑誌の附録にもなった職業案内書
「婦女界」の１９２５年（大正１４年）３月（第３１巻３号）

には別冊特別附録として、『現代婦人就職案内』と名前

の付いた職業案内書が付いていた。「附録」は現代では

珍しくないが、当時の雑誌にすでに付いていたことは

驚きであり、大正期にこのような形態がとられたこと

は非常に画期的であった。「婦女界」がいかに若い女性

読者を意識し、職業案内に力を入れていたかがうかが

える。雑誌の附録の職業案内書であるにもかかわらず、

職種によって詳細に仕事が紹介されている。さらに、

それぞれの職種において著名な企業名を挙げ、仕事の

中身や待遇、募集方法、摘要として特記事項が加えら

れている。

①事務員

本書ではまず、事務という仕事の性質について述べ
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ている。教師と同様に、ほぼ全国的な女性の職業では

あるが、仕事内容は非常に多様で、ごく簡単な伝票の

整理から統計、調査、会計など、かなり責任のある仕

事もあると述べられている９。さらに勤務先も、官庁を

はじめ会社、銀行、個人、商店など多岐にわたること

も付記している。そうした職場において求められる人

材について、雇用主は「丁寧な婦人の特徴を利用」し

たいと考えているため、働く側は「強い責任感を持っ

て熱心に」働くことが必要であると強調している。そ

うすれば「事務員の地位は向上して来る筈です。」と書

かれていることから、裏返せばこの時点における事務

員の地位はさほど高いものではなかったとも読み取れ

る１０。

一方、収入については、仕事の中身と本人の学歴に

よって多少異なるものの、高等小学校卒業者では２０円

前後から５０円、６０円くらいまでで、その多くは２５円前

後であるとされている。女学校卒業者では２５円ぐらい

から１００円以上まで存在するが、平均的には４０円、５０円

と記されている。

採用にあたっては、高等女学校、女子商業学校の卒

業生であることがふさわしい資格であるとされている。

以前は高等小学校卒業者も採用されたが、現今では簡

単な事務にも中等学校の卒業生を望む職場が多くなっ

たという。

事務員になるには、出身学校の紹介、知人の世話、

新聞広告などを通して就職することが一般的な方法で

あった。事務職としての就職口は非常に多く、東京だ

けでなく、大阪、京都、神戸、横浜、名古屋など全国

の諸事情をも考慮し、本書はまとめられている。例え

ば、東京と大阪とでは採用に関して差はほとんどない

が、それに比べて京都や神戸は採用機会がずっと少な

いことや、さらに神戸においてはその場所柄からか、

英語の素養がないと不便であることなどが記述されて

いる。

女性事務職の採用がある主な企業として挙げられて

いたのは日本銀行と貯金局であった。大正末期には官

庁をはじめ、民間の銀行や企業において事務職の需要

が高まり、就職先が広くなってきていた。日本銀行の

場合は特異に位置づけられた金融機関であり、他の企

業に比べて多くの女性を早くから採用していたことが

読み取れる１１。

②タイピスト

『現代婦人就職案内』では、若い婦人が憧れる職業

の一つとして、英文タイピストと邦文タイピストの両

方を取り上げている。英文タイピストの場合は英語の

素養がないと務まらず、従事している女性の多くは外

国生まれか外国で修業した人であるとされ、高給取得

者にその傾向が見られると述べている。待遇は最低で

も月給３０円ぐらいから、最高２５０円、３００円ぐらいまでと

幅が広く、多くは５０円から７０円、８０円の間である。就

職にあたっては、学校やタイピスト養成所の紹介、知

人の伝手、新聞での募集が一般的である。

一方、邦文タイピストの場合、邦文タイプライター

の普及に伴って需要が増加しているとされ、最初は男

子のタイピストも存在したが、目下はほとんど女子の

みであり、「この職業に於ては婦人の力が男子を凌駕し

た」と述べている１２。収入を見ると、一般的には東京で

月給４０円から４５円ぐらい、大阪では３５円前後である。

就職にあたっては高等女学校卒業程度の学力があり、

タイプライターの印書技術を習得していればよく、養

成所や知人の紹介、新聞での募集で就職先を探すとい

う手段は英文タイピストと変わりはない。

これらの職種で採用する職場は、前述の事務員と同

様、官庁をはじめ、銀行、会社、商店など多岐にわた

るため、特に企業名は挙げられていない。しかし、邦

文タイプライターを発明した日本タイプライター株式

会社ではその養成所を付属機関として設置していたこ

とから、同社の東京と大阪の支店および養成所が本書

には掲載されている。

�河崎ナツ『職業婦人を志す人のために』
１９３２年（昭和７年）に発行された、教育啓蒙家であ

る河崎ナツの著書『職業婦人を志す人のために』は、

職を求める女性を対象に書かれた職業選択のための案

内書である。年々めざましい勢いで新しい様相を見せ、

拡大を続けているものが「職業婦人」であった。

しかし、公的領域において女性たちが賃金就労に携

わることは長い間卑しいこととされてきた。女性が職

業に従事することは「家庭生活の崩壊」であり、勤め

先での勤務状態が健康上に害を及ぼすといった保守的

な考え方が根強く存在した。「婦人は職業を捨てゝ家庭

に歸れ」と唱えられたりしたのである１３。

当時の職業案内書は職業選択や指導に関し、興味本

位で書かれたものやあまりにも簡略で十分とはいえな

いものも多く見受けられた。河崎はこのような状況を

嘆き、主観的な意見を交えずに各職業の性質と状態を

ありのまま伝えたいとして本書を執筆した。
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この書では最初に、職業婦人が増えてきた要因や女

性が働く必然性と現状を解説している。後半は職業婦

人のあらゆる分野について、一つひとつの仕事内容や

資格の取り方、学校案内、給料や待遇、全国の職業案

内所を紹介し、実用書として執筆している。

昭和に入ると、デパートや官庁、会社などの求人に

数十倍、数百倍の応募が殺到するようになった。その

背景には逼迫した生活不安に備えたいという思いがあ

り、このことが女性の職業への進出を押し進めたと河

崎は捉えている１４。河崎は、女性も一人の人間として、

また社会人として自分の将来を歩むためにも職業に就

くことが大切であると唱えた。

彼女は女性が職業に就いて経済的にも精神的にも自

立し、社会と関わりながら生きて「社会的に」ものを

考えることの必要性を著書の中で次のように強調して

いる。「今日の日本の女性一般について言ふならば、む

しろすべての人が、もつと職業に對して廣い眼を向け、

何時までも只戀愛や家庭内の小さな世界に停ることな

く、もっと獨創的な生き方、所謂社會生活に眼を向け

る事こそ肝要だと思はれるのです。實際今日の日本の

婦人が、戀愛や家庭内の私事にばかり費して居る精力

を、その半分だけでも、職業を通して社會の運行にた

づさはり、更に社會生活の改善や、其處での婦人の地

位を高めるために向ける事が出夾る様になつたら、何

れだけ婦人は向上するであらふと、折に觸れ事につけ

て希はれます。」と述べ、女性たちに自立を促している１５。

ここでは、本書の中から女性が従事する事務職をい

くつか挙げ、当時それぞれの職業がどのように捉えら

れていたのかをあげてみたい。

①事務員

事務の仕事はカードや伝票の整理、帳簿の記入、文

書の整理や集計、金銭の出納、玄関での受付に至るま

で多種多様に分かれているため、事務員という言葉で

は一括りにできない難しさがあるとしている。そのた

め本書では求められる資質について、「事務の種類に從

つて、或は簿記に長じた人、珠算の確かな人、算術の

確かな人、人をそらさぬ人、と言つた様に望まれる」

と述べるにとどめている１６。また、「事務員は、智能的

業務中の最も普通一般のもので、そう取り立てゝ言ふ

程の技能を要しません。從つて、高等小學校乃至は高

等女學校を卒業して、六ヶ月なり一ヶ年なり簿記學校

にでも通へば、優秀な事務員になることが出夾ませう。」

とも述べており、特殊な能力が求められるわけではな

いことを強調している。待遇についても学歴による格

段の差はなく、月給２０円前後から６０円前後までがほと

んどを占めていたようである。

②官吏（貯金局、郵便局、鐵道局の女事務員）

『広辞苑』（新村出編、岩波書店）によれば、官吏と

は「旧憲法下、国家に対し忠実に無定量の勤務に服し

た者」を指す言葉である。わかりやすく言えば役人の

ことであり、現在では国家公務員あるいは地方公務員

とほぼ同義と考えてよいだろう。官吏は事務の仕事で

あるにもかかわらず、「事務員」というカテゴリーとは

別にされている。それは貯金局、郵便局、鐵道局など

公共のために働く女性たちであったため、「何かしら特

別の職業婦人の様に考へられて居る人々」１７として捉え

られていた。

河崎の職業案内書が発行されたときにはすでに貯金

局でおよそ４，０００人、郵便局でおよそ２０，０００人、鐵道局

では東京だけでも１，２００～１，３００人の女性事務員が働いて

いた。規模の大きさからか、同じ事務員でも官吏は別

枠で捉えられていたともいえる。

このような仕事には、女学校を卒業して従事してい

た人が多かった。貯金局員は計算事務を主とするため

珠算の得意な人がよいとされている。また鐵道局での

仕事は、計算記帳から出札、小荷物、製圖など多岐に

渡る。例えば出札係でも売上の計算や月の統計などで

忙しいときは真夜中までかかることもあり、そうした

場合は泊まり勤務となった。そのため、「健康で頭もよ

く、珠算も達者」という人でないと勤まらない仕事で

あった１８。待遇は日給で９０錢～１円前後であり、勤め始

めて２～３年後には成績優秀な者は判任官に任命され

月給制となるため、女性でも昇給は比較的確実である

と述べられている。

③タイピスト

英文にしても邦文にしても、タイピストの仕事は活

字を扱うことから、語学ができなければ難しいとされ

た。英文タイプライターのキーはアルファベットの数

に限られるが、邦文タイプライターには２，３００字ほどの

文字と、他に７００字ほどの予備活字があり、その配列を

覚えなければならなかった。そのため手の運びがスム

ーズになるまでには相当訓練が必要とされた。「間に合

はせの語學では、仲々一人前のタイピストにはなれな

い」し、「器用に手早く動く」手指と、誤字や綴り字の

誤りを打ちながら訂正できるくらいの「細心な注意力」
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が求められた。また、時には７～８枚の用紙にカーボ

ン紙を挟んで印字することもある。この厚みに冩字す

る際の胸部に与える圧迫と打撃は相当強く、普通の事

務員や店員よりもはるかに健康な肉体の持主であるこ

とが必要であった１９。

この職業案内書が著わされた頃には不況の影響から、

企業側の雇用の需要に対してタイピスト養成校卒業者

が供給過剰となり、邦文タイピストは就職難となりつ

つあった。それでも案内書では、技術を持つ事が強み

になると説いている。５０歳を超えても仕事はでき、永

続性のある職業だったためである。給与は月給３０～４０

円が相場であった。一方、英文速記のできるタイピス

トであれば、月額２００～３００円ぐらいの収入を得ている

女性も多いと記されている。「技術者としてのタイピス

トは、普通の事務員や店員等より、一般に遙かに高給

であり、又本人の技倆次第で、何處迄も存分に腕を振

ふ事の出夾る職業である」２０としているが、当時では破

格の待遇であり、そのような女性はかなり稀であった

と思われる。

３ 就労に際しての心得

�「職業婦人の心得十ヶ条」
「婦人界」では、大正期に入って「職業婦人の心得

十ヶ条」と題した記事を二度掲載している。最初の記

事の掲載は１９２０年（大正９年）５月（第２１巻５号）で

あり、婦人修養会名誉会長である棚橋絢子によって執

筆された。二度目の記事掲載は１９２５年（大正１４年）３

月（第３１巻３号）である。それぞれの記事に挙げられ

た十か条の心得を照らし合わせてみよう。

＜１９２０年（大正９年）の記事２１＞

①意志の堅固なる事（家庭とは違い、複雑である社

会に出て男子と共に働く上で必要）

②深切で優美なる事（古来婦人の特質であるが、男

子の中に入って忙しい仕事に従事していると、周

囲の感化や境遇上、その美点も次第に薄らぎ、女

らしくない女になりがちである）

③実意をつくす事（己の職務に忠実であるというこ

とは、就職の根本精神である。就職して相当の地

位になると、これを忘れて横着になり、なるべく

楽をしようというような間違った考えを起こすよ

うになりがちである）

④時間を守る事（出勤時間に遅れないこと。執務中、

時間を浪費しないよう心がけること。時間の観念

の有無は、仕事の能率に非常に影響を及ぼす）

⑤表裏なく務めて縁の下の力持ちになる事（表裏な

く実意をつくして働いた誠意はいつか認められる）

⑥就職時の心を忘れぬ事（就職した時は、清新で溌

溂とした元気を持って職務にあたるが、慣れると

次第に弛緩した精神になり、就職時ほどの熱心さ

や元気が失せる。その結果、職務に支障を来した

り、過失を引き起こし、非常に迷惑をかけるよう

にならないとも限らない）

⑦言いつけられた事をすぐ行う事（言いつけられた

ことをすぐにせず、後にしようなどと言って放っ

ておくとすっかり忘れてしまったり、後になって

急に思い出してうろ覚えのまま大急ぎで慌ててす

るようになる。その結果、過失が生じたりする）

⑧律儀にして可愛がられる事（女は律儀だから可愛

いのである。愛は正直で円満であるところから生

じるので、横着をしたり、不正直な行いをすると

人々の愛が消え、立身出世ができなくなる）

⑨理屈を言わぬ事（理屈を口にすることは著しく婦

人の品位を傷つける所為である。知っていても知

らぬふりをし、黙っている方が奥ゆかしくてよい。

すべて女は稚な所があると大変人に可愛がられる

もの）

⑩自分の職務を尊重する事（自分が従事している仕

事は社会の公務の一部であり、その成績の如何は

社会の便利と幸福とを増進する上で大きな関係が

あるということを自覚する）

この記事からうかがえることは、女性は家庭の外で

就労するようになっても、常に「女性」であることを

忘れないように気をつけなければならないということ

である。女性は素直で従順であるのがよく、正直で控

えめな奥ゆかしさのあることが大切であり、それが「女

らしさ」であると諭している。当時女性に求められて

いた「女性のあるべき姿」は容易に想像がつくが、そ

の一方で、⑧に掲げられているような「立身出世がで

きなくなる」という記述があることは大変興味深い。

女性が働くにあたっては職務を着実に遂行し、職場の

男性を立てるなど、控えめで奥ゆかしく振る舞って職

場で可愛がられる存在となれば、立身出世も不可能で

はなくなるということであろうか。当時の女性たちに

とっての立身出世がどのようなことを意味するものだっ

たのかという点までは、残念ながらこの記述から読み

取ることはできない。

福島学院大学研究紀要 第４３集６

１２４



＜１９２５年（大正１４年）の記事２２＞

①「健康第一」に心がけること（心身ともに健康で

あることが何よりも大切。健康は幸福の泉。身体

も精神も健康であってこそ、はじめて仕事ができ

る。そうした健康は、心を明るく持つことから得

られる。飲食を適度にし、睡眠と運動とによく注

意すること）

②仕事に興味を持つこと（どんな種類の仕事でも一

生懸命心を打ち込んでいけば、決して興味を持て

ないことはない。興味が持てないのは、その仕事

に対する熱心さが足りないからである。燃えるよ

うな熱心さを持ってすれば、きっと仕事の成績は

上がり、著しい進歩が見られる）

③能率増進に努めること（無益の労を少なくして、

できるだけ大なる功を挙げるように心がけなけれ

ばならない。それには常に頭を働かせ、工夫を加

えていくこと）

④利他即自利であることを知ること（会社に勤める

者はその会社のために尽くすことが、やがて自己

を利するものであることを思わなければならない。

会社の事業をよりよくしていけば、それは会社の

利益であると同時に、自分達の利益となってくる）

⑤功を天に預けること（今は認められなくても、い

つかはきっと認められる。人は認めなくても、天

は認める。天が認めなくても、自分の良心は認め

てくれ、自己満足ができる。そこまで徹底する覚

悟で不平を言わずに働くこと）

⑥そこの時計と言われるまでになること（その人の

姿を見ることが、時計を見るように正確であると

言われるまでになること。そこまでになれば、与

えられた仕事にも忠実で、きっと効果が上がる）

⑦他所を羨まぬこと（他の会社や他の仕事と比較し

ても悲観するのは不幸なことであり、何の役にも

立たない。現在の自分の従事している仕事を中心

に、強く、正しく、勇ましく歩き出していくこと

を考えること）

⑧みだりに転職してはならぬこと（腰掛け気分で働

いていると、信頼されず、認められもしない。じっ

と落ち着いて、美しい苔を結ぶまで根を下ろして

働くことを心がける）

⑨認められても増長せぬこと（認められるようになっ

たからといって、急にわがままな振る舞いをする

ようなことがあってはならない。職業を持つ者は、

終始一貫して変わらず、忠実に、真剣に、努力し

ていかなければならない）

⑩常に向上の一路にあること（人生はどこまでいっ

てもこれで打ち止めということはなく、限りなく

進みつつあるもの。常に倦まずたゆまず、その道

に精進し、いつでもどこでも必ず一歩だけは前進

しているように心がけること）

この頃になると、公的領域で就労する女性たちが多

く見受けられるようになり、彼女達は「職業婦人」と

一括りにされて呼ばれるようになっていったのだが、

歳月を経るにつれて女性たちの職業観も次第に変わり、

仕事への取り組み方も変わっていったのだろう。女性

は仕事ができるようになっても、文句を言わずに、「女

性」であることを努めて意識して仕事にあたることが

求められていたとみられる。「利他即自利」や「他所を

羨まぬこと」、「認められても増長せぬこと」などの言

葉は、女性に謙虚でいることを求めたことの表れでは

ないだろうか。

�大正後期における女性の意識の変化
５年の間に二度特集された「職業婦人の心得十ヶ条」

であるが、同じ「職業婦人」と呼ばれる存在であって

も、１９２０年（大正９年）と１９２５年（大正１４年）とでは女

性たちの仕事の捉え方や取り組み方は大きく異なって

いたと考えられる。大正９年の記事では、初めて公的

領域での職業に就く女性たちに、臆することがないよ

うに配慮がなされている。また、静粛な家庭とは異な

り、社会に出るとさまざまな誘惑や面倒な事柄に巻き

込まれる可能性も否定できないことから、働く女性に

は強い意志を持つことが強調されている。その上で、

一生懸命働くことによって職場で受け入れられるよう

に努力することの大切さが説かれているのだが、その

際、決して女らしさを失うことなく仕事に勤しむこと

の必要性も付け加えられている。一方、大正１４年の記

事では、公的領域において職業に就き、報酬を得ると

いうことの重みについて、健康管理や時間管理をはじ

めとする自己管理の徹底や自己啓発の必要性など、働

くということがそうたやすいことではないことを説い

ている。

一度目の記事は「職業婦人」としての初々しさを感

じさせる内容であった。しかし５年を経た後の二度目

の記事のあたりになると職業婦人も増え、相当な数と

なったことから、真の意味で「働く」ということがど

ういうことなのかを女性たちに伝えていく必要が出て

７
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きたのだと考えられる。心得にはそれが反映されてお

り、わずか５年の間にも「職業婦人」は少しずつ変容

していることがうかがえる。

おわりに

１９世紀末からビジネスの領域で芽生えた女性事務職

は、２０世紀初頭にかけて急速に拡大・興隆していった。

明治末期から大正期に相次いで発刊された女性雑誌で

は、公的領域で就労する「職業婦人」という新しい女

性の存在をその時代の風潮として捉え、読者としても

取り込もうと、女性の職業についての紹介を繰り広げ

ていく。誌面では就労する女性たちの仕事の内容や待

遇だけでなく、求職方法なども掲載し、働こうとする

意志のある女性たちを積極的に後押ししていった。し

かしながら、２０世紀初頭に「職業婦人」と呼ばれた女

性たちの就労は実際のところ、彼女たちの自立意識の

高まりというよりは、良妻賢母思想という未だ閉鎖的

な社会通念・風潮のなか不況等による不安定な生活を

支えるため、家計の補助を動機とするところが大きかっ

た２３。

女性雑誌や職業案内書は、女性がビジネスという未

知なる領域で就労する際の不安や悩みの払拭だけでな

く、企業が求める資質についても取り上げている。ま

た、急速に増加しつつあった公的領域での女性の就労

は、「職業婦人」と称されるように、ある種の流行りの

ようなものであったことも否めなかった。そのため、

女性たちにしっかりとした職業観を持つように啓蒙を

促すことも、女性雑誌や職業案内書の役割の一つになっ

ていたと考えられる。

大正期の社会風潮の中で、女性の公的領域における

就労への抵抗感が徐々に薄れていった背景には、これ

らメディアの存在も大きく関わっていたといえよう。

女性雑誌の中には革新的なものもあり、「職業婦人」を

一過性のものではなく、女性の解放や自我の確立、男

性中心社会からの転換に啓蒙を促すことなどと結び合

わせて、広く一般女性に対して新たな生き方を提唱し

ていった。これらメディアは、２０世紀初頭の社会変革

の世論形成にも大きな影響を及ぼしていったといえる

のである。
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